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１ 経営事項審査の概要

（１）経営事項審査とは

経営事項審査注１とは、建設業法第２７条の２３に規定されている制度で、審査基準日現

在の建設業者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを総合的に評価する制度です。

一定の公共性のある施設又は工作物に関する建設工事注２を発注者から直接請け負おうと

する建設業者は、建設工事の種別ごとにこの経営事項審査を受けなければなりません。

建設業者と経営事項審査の関係を図示すると次のようになります。

建設業者と経営事項審査の関係図

建設業を営む者

建設業許可を受けた者 建設業許可を受けない者 経営事項

審査を受

ける必要

公共工事入札参加希望者 入札参加を希望しない者 のない者

経営事項審査申請

経営状況分析申請

経営規模等評価・総合評定値申請

経営事項審査

公共工事入札参加資格申請者 を受ける必要

のある者

注１ 経営事項審査を受けることができる者は、建設業の許可を受けて建設業を営む者に限

られます。

注２ 経営事項審査の義務付けの対象となる「公共性のある施設又は工作物に関する建設工

事」の範囲は、建設業法施行令第４５条に定められており、国、地方公共団体、法人税

法別表第１の公共法人及び特殊法人（一部を除く）が発注者である施設又は工作物に関

する建設工事です。ただし、軽微な建設工事（建築一式工事は１,５００万円未満、その

他の建設工事は５００万円未満。金額は消費税込み。）や、物理的・経済的に影響の大

きい災害等により必要を生じた応急の建設工事については、義務付けの対象外とされて

います。なお、通常の災害復旧工事は、義務付けの対象となります。
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（２）審査基準日

経営事項審査の基準となる日（以下「審査基準日」といいます。）は、申請日の直前の

事業年度の終了の日（決算日）となります。つまり、例えばある会社の決算日が３月３１

日であれば、３月３１日時点におけるその会社の経営規模、経営状況、技術力、社会性な

どを審査することになります。

なお、申請日において、１年以上前の決算日を審査基準日とする経営事項審査を受審す

ることは、できません。例えば、令和３年３月３１日の決算日を審査基準日とした経営事

項審査を受けていない会社が、令和４年４月に受審する場合の審査基準日は、令和４年３

月３１日となります。

（３）有効期限

経営事項審査は、一度受ければよいというものではありません。経営事項審査には有効

期限があり、審査基準日から１年７か月の間に限られています（図１参照）。

このため、毎年続けて公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基

準日から１年７か月間の“公共工事を請け負うことができる期間”が切れ目なく継続する

ように、毎年定期的に経営事項審査を受ける必要があります（次ページ図２参照）。

もし、申請が遅れてしまうと、審査や結果通知が遅れ、“公共工事を請け負うことがで

きる期間”が継続せず切れ目ができてしまい、その分だけ“公共工事を請け負うことがで

きる期間”が短くなるおそれがあります。

図３（次ページ参照）は、２年目の申請時期が遅れたために、公共工事を請け負うこと

ができる期間が短くなり、しかも“公共工事を請け負うことができる期間”が継続せず、

公共工事を請け負うことができない期間ができてしまった例です。

申請者においては、このような事態にならないように十分注意する必要があります。

なお、当然のことですが、単に申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、

審査が終了していなければなりません。したがって、公共工事の受注を希望される方は、

申請後審査が終了するまでの時間的余裕を十分に見込んだ上で、早めに申請を行う必要が

あります。

図１(経営事項審査の有効期限)

１年７か月

１年 公共工事を請け負える期間

７か月

審査基準日 株主総会 経営事項 経営事項審査 次の決算日 有効期限日

（決算日） 審査申請 結果の通知



3

図２(経営事項審査を切れ目なく受審したケース)

一 １年７か月

年 公共工事を請け負える期間

審査基準日 経営事項 審査結果

目 （決算日） 審査申請 の通知 有効期限日

７か月

１年

審査基準日 経営事項 審査結果 有効期限日

二 (決算日) 審査申請 の通知

公共工事を請け負える期間

年

１年７か月

目

図３(申請が遅かったため有効期限が切れてしまったケース)

一 １年７か月

年 公共工事を請け負える期間 この空いてる期間は公共

審査基準日 審査結果 工事を請け負えない。

目 （決算日） の通知 有効期限日

審査基準日 経営事項 審査結果 有効期限日

二 (決算日) 審査申請 の通知

公共工事を請け負える期間

年

１年７か月

目
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２ 経営事項審査の申請手続きについて

（１）経営事項審査の対象

審査基準日現在の申請者の経営規模、経営状況、技術力、社会性などを審査すること

になりますが、具体的に審査の対象となる項目は以下のとおりです。

区 分 審 査 項 目

（１）経営規模（Ｘ） ① 工事種別年間平均完成工事高（Ｘ１）

（Ｘ＝Ｘ１＋Ｘ２） ② 自己資本額及び利払前税引前償却前利益（Ｘ２）

（２）経営状況（Ｙ） ① 純支払利息比率

② 負債回転期間

③ 売上高経常利益率

④ 総資本売上総利益率

⑤ 自己資本対固定資産比率

⑥ 自己資本比率

⑦ 営業キャッシュフロー（絶対額）

⑧ 利益剰余金（絶対額）

（３）技術力（Ｚ） 工事種別毎の技術職員数

工事種別毎の元請完成工事高

（４）社会性等（Ｗ） ① 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

ア 建設業退職金共済制度加入の有無

イ 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無

ウ 法定外労働災害補償制度加入の有無

エ 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

オ 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

カ ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況

キ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するた

めに必要な措置の実施状況

ク 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の

宣言の有無

② 建設業の営業年数

③ 防災活動への貢献の状況

④ 法令遵守の状況

⑤ 建設業の経理の状況

⑥ 研究開発の状況

⑦ 建設機械の保有状況

⑧ 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

ア 品質管理に関する取組（ISO9001）

イ 環境配慮に関する取組（ISO14001、エコアクション21）

経営事項審査では、以上の４つの項目それぞれに評点といわれる点数を付け、次の算定

式により建設工事の種別ごとに総合評定値（P）を算出します。

総合評定値（Ｐ）＝０．２５Ｘ１＋０．１５Ｘ２＋０．２Ｙ＋０．２５Ｚ＋０．１５Ｗ
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（２）経営事項審査の方法

○ 経営状況分析と経営規模等評価

経営事項審査の方法は、大きく分けると、経営状況（Ｙ）の審査を行う経営状況分析

と、それ以外の経営規模（Ｘ）、技術力（Ｚ）、社会性等（Ｗ）の審査を行う経営規模等

評価の２つに分けられます。

このうち、経営状況分析は登録経営状況分析機関が、経営規模等評価は国土交通大臣

許可業者であれば国（本店所在地を所管する国土交通省地方整備局）が、知事許可業者

であれば本店所在地を所管する都道府県が審査を実施します。

なお、総合評定値（Ｐ）の請求は任意になります。請求は経営規模等評価申請時に併

せて申請できますが、経営状況分析と経営規模等評価の両方の審査を受けていることが

条件になります。（各発注機関の入札参加資格審査においては、総合評定値の通知を受

けていることが必須となっている例が多く見られますのでご注意ください。）

※ 経営状況分析の方法、必要書類、手数料については、各登録経営状況分析機関（101ペ

ージ参照）にお問い合わせください。

※ 福島県内の経営規模等評価申請の受付機関については69ページをご覧ください。なお、

申請書の様式は、福島県土木部建設産業室のホームページ（68ページにアドレス記載）

よりダウンロードしてください。

※ 国土交通大臣許可業者の経営事項審査申請の都道府県経由事務は令和２年３月末で廃

止となりました。これ以降は、福島県知事許可業者に関する説明です。

○ 申請の方法

経営事項審査申請の具体的な方法（標準例）は以下のとおりです。

１ 建設業法で、毎事業年度終了後４か月以内の届出が義務づけられている

「決算後の変更届」を所管の建設事務所へ提出する。

２ 経営状況分析を登録経営状況分析機関に依頼する。

（具体的な申請方法、提出書類等は各登録経営状況分析機関にお問い合わせ

ください。）

３ 登録経営状況分析機関から「経営状況分析結果通知書」を受け取る。

４ 経営規模等評価の申請に必要な書類（８ページ参照）を整え、「経営事項審査

申請に係るチェックリスト」70ページ参照）に提出する書類にチェックをし、そ

の順番に書類を並べる。そのチェックリストと一緒に提出書類、正本１部を管轄

の建設事務所へ郵送する。
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５ 審査の結果、疑義がある場合は、建設事務所から申請者に電話で問い合わせを

する。必要に応じて、書類の追加提出を指示する場合がある。（差し替え等によ

り不要になった書類は返却せず、建設事務所で処分する。）

６ 審査の結果、形式的には問題がないと認められた場合は、申請者に電話連絡を

する。正式な申請書類として、収入証紙を貼った「審査手数料証紙貼付書」と副

本２部、返信用封筒を建設事務所に郵送で提出する。折り返し副本を返送する。

７ 約１か月後に、所管の建設事務所より「経営規模等評価結果通知書・総合評

定値通知書」が郵送される。

以上の手順を図示すると次のようになります。

図（経営事項審査の方法）

①毎年度「決算後の変更届」を

登 ②経営状況分析を依頼 申 提出 所

録 ③「経営状況分析結果通知書」 管

経 の送付 の

営 ④申請書、確認書類等を郵送 建

状 請 ⑤審査後、電話連絡 設

況 ⑥「審査手数料証紙貼付書」、 事

分 副本２部、返信用封筒郵送 務

析 ⑦「経営規模等評価結果通知書 所

機 者 ・総合評定値通知書」を郵送

関
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※ この点に注意！！

・経営状況分析に要する日数については、登録経営状況分析機関にお問い合わせく

ださい。

・経営規模等評価の審査日時は、申請書等が建設事務所に到着してから結果通知ま

で約１か月程かかります。経営規模等評価を申請しようとする場合は、これらの

所要日数を考慮して、早めに申請手続を行ってください。

・申請書類を提出できる方は、個人申請者は申請者本人、法人申請者は当該法人の

役員、従業員等です。申請手続の代理については、法律で行政書士又は弁護士に

限られています。

○ 提出書類と確認書類

経営規模等評価の申請をする場合は、国土交通省令に定める申請書等のほか、関係添

付書類を提出しなければなりません。また、審査を行うために必要な書類についてもコ

ピーの提出をお願いすることになります。

なお、申請する場合、以下に示す「提出書類」及び「確認書類」を準備してください。
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○「提出書類」

正本１部・副本２部（建設産業室用１部、申請者控１部）の計３部を下記の順に綴じ

て提出してください。

※建設産業室用には、No.３，４，８，９，１０は不要です。

No. 提出書類名 備 考

１ 経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書 (記載例（Ｐ35～Ｐ42）を参照。)
総 合 評 定 値 請 求 書
（様式第二十五号の十四）

２ 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 (記載例（Ｐ43～Ｐ55）を参照。)
（別 紙 一）

３ 工 事 経 歴 書 許可申請時（決算後の変更届を含む）に提出され
（様式第二号） ていれば省略できます。

４ 直前３年の各事業年度における 土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業
工事施工金額 を審査対象として申請している場合は、ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺ

（様式第三号） ﾝｸﾘｰﾄ構造物工事、法面処理工事、鋼橋上部工事に
ついての対象事業年度（２年又は３年）分の施行
金額の内訳がわかるように記載してください。

５ 技 術 職 員 名 簿 (記載例（Ｐ56～Ｐ59）を参照。)
（別 紙 二）

６ そ の 他 の 審 査 項 目 (記載例（Ｐ60～Ｐ65）を参照。)
（別 紙 三）

７ 経営状況分析結果通知書 原本。総合評定値を請求する場合のみ添付。
（様式第二十五号の十）

８ 委 任 状 申請書を代理人が作成した場合に添付。

９ 審 査 手 数 料 証 紙 貼 付 書 Ｐ76を参照し、福島県収入証紙を貼り付ける。

10 建設機械の保有状況一覧表 建設機械を１台以上保有している場合のみ
（別表１） (記載例（Ｐ83）を参照。)
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○ 確認書類
※該当するものをすべてコピーの提出をお願いします。

No. 提示書類名 備 考

○ 申請全体に関する確認書類

１ 建設業許可通知書（建設業許可申請 申請日時点で有効なもの、すべて提出する。
書） 申請日時点で更新中の場合、更新申請書の副

本で受付済のもの。
上記許可の後に提出した変更届及び廃業届
（一部廃業）がある場合は併せて提出する。

２ 法人番号指定通知書 国税庁法人番号公表サイト検索結果一覧を出
※法人のみ 力したものも可。

３ 法人税又は所得税納税確定申告書控 原則税務署受付印があること。電子申請の場
え 合は、「申告書」及び「受信通知」画面を印

刷したもの。法人においては決算書、個人に
おいては収支明細書に添付したもの。
（前審査、前々審査対象年度の経営事項審査
を受審していない場合には、２年又は３年分
提出する。）
（令和７年１月以降に税務署に提出したもの
について）
・税務署の受付印は不要。
・電子申請の場合の「受信通知」画面の印刷
書面は不要。

４ 前期又は前々期分の経営規模等評価 完成工事高を２年平均で申請するときは前期
結果通知書・総合評定値通知書 分のみ提示すること。３年平均で申請すると

きは前々期分も併せて提出すること。

５ 前回の経営規模等評価申請書等提出 建設事務所の受付印があるもの。
書類一式

○ 完成工事高（元請完成工事高を含む。）に関する確認書類

６ 建設業許可の決算後の変更届 ・完成工事高を２年平均で申請する場合は２
年分、３年平均の場合は３年分提出するこ
と。

・届出をしていない場合は、申請する前に必
ず提出すること。

７ 消費税及び地方消費税の納税証明書 納税額等の記載のある「様式その１」を原則
とする。また、事前審査書類提出日から遡っ
て３ヶ月以内に発行されたもの。免税・非課
税業者で申告を行わない場合でも「納税証明
書」（様式その３、その３の２、その３の３
いずれでもよい。）を提出すること。

（初めて受審する者又は前期の経営事項
審査を受審しなかった者は２年又は３年分提
出する。）

８ 消費税確定申告書控え 原則税務署受付印があるものを提出するこ
と。電子申告の場合は、「申告書」及び「受
信通知」画面を印刷したもの。（前審査、前
々審査対象年度の経営事項審査を受審してい
ない場合には、２年又は３年分提出する。）
（令和７年１月以降に税務署に提出したもの
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について）
・税務署の受付印は不要。
・電子申請の場合の「受信通知」画面の印刷
書面は不要。

９ 工事経歴書に記載された工事に係る 審査対象事業年度（直近の決算期）の建設工
請負契約書 事の種類毎に請負代金の大きい上位３件分を

提出する。なお、初めて受審する者又は前年
受審しなかった者は、計算基準区分（２年平
均又は３年平均）を提出すること。

○ 利払前税引前償却前利益に関する確認書類

10 損益計算書（建設業法施行規則様式 ・２年分提出すること。
第１６号） ※ 提出書類７「経営状況分析結果通知書」

中に、営業利益及び減価償却実施額の記
載がある場合は、提出を省略できる。

11 法人税申告書別表１６（１）及び なお、事業年度変更により審査月数が
（２）並びにその他減価償却費とし 24ヶ月に満たない場合、組織変更等の場
て計上した金額を証明する書類 合等、ここには正しい額が記載されてい

ないので、省略することはできない。

○ 技術職員数・技術職員名簿に関する確認書類

12 技術者の合格証、免許等 ※免許等に有効期間の定めがなく、前回提出
した「技術職員名簿」から変更ない職員につ

13 技術者の卒業証書又は卒業証明書 いては省略できます。

14 能力評価（レベル判定）結果通知書
(建設キャリアアップシステムのレ
ベル３、４技能者について、登録基
幹技能者講習を終了した者に準ずる
者として加点対象とする場合)
※P85参照

15 事務所の名称が記載された雇用保険 資格取得日から審査基準日までの期間が６か
被保険者資格取得等確認通知書若し 月超であることを確認。
くは所属企業の雇用証明書 健康保険証写し提出の際は、被保険者の記号
（恒常的雇用関係の確認） ・番号及び保険者番号を黒塗りすること。

16 社会保険被保険者標準報酬月額決定 申請日時点で最新のもの 。
通知書（常時雇用の確認） 常勤性を確認。

17 住民税特別徴収税額通知書（特別徴 15～16の書類で恒常的雇用関係及び常勤性を
収義務者用）、所得税源泉徴収票、 確認できない場合に左記の書類を複数提出す
賃金台帳及び出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等 ること。

18 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇 高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対

用制度対象者であることを証する 象者がいる場合、確認。（様式第３号：「継

会社の代表者の押印のある書面 続雇用制度の適用を受けている技術職員名

（該当ある場合） 簿」P73参照

19 継続雇用制度について定めた労働 上記18に関連して、常時10人以上の労働者を

基準監督署の受付印のある就業規 使用する企業の場合に提示すること。

則（該当ある場合）

20 監理技術者の資格者証 加点対象となる監理技術者がいない場合は提
及び監理技術者講習修了証 出不要。
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21 登録基幹技能者講習修了証 加点対象となる技能者がいない場合は提出不
（様式第30号） 要。
※P82参照 ※平成20年３月31日以前の講習は、国の登録

を受けていないため、加点対象とならない。

○ その他の審査項目（社会性等）に関する確認書類

（１）建設業退職金共済制度加入の有無に関する確認書類

22 勤労者退職金共済機構建設業退職金 基準決算にかかるもの。 P76～P79参照
共済組合の発行する加入・履行証明
書(経審申請用)

（２）退職一時金制度導入の有無に関する確認書類

23 退職手当の定めがある労働協約又は 労働基準監督署の受付印のあるもの。
就業規則を示す文書

24 勤労者退職金共済機構中小企業退職金 審査基準日を含む月の掛け金領収書でも可。
共済事業本部又は特定退職金共済団
体の発行する加入証明書・共済契約
書その他これらに類するもの

（３）企業年金制度の有無に関する確認書類

25 厚生年金基金の発行する加入証明書
又は適格退職年金契約の契約書

26 確定拠出年金導入の場合は確定拠出
年金運営管理機関の発行する加入証
明書。確定給付企業年金導入の場合
は基金型であれば企業年金基金の発
行する加入者証明書、規約型であれ
ば資産管理運用機関の発行する加入
証明書。

（４）法定外労働災害補償制度加入の有無に関する確認書類

27 (公財)建設業福祉共済団体若しくは 次のすべての条件を満たすこと
(一社)全国建設業労災互助会、（一 ⅰ 下請担保の表示があるもの
社）全国労働保険事務組合連合会、 ⅱ 業務災害と通勤災害（出勤・退勤中の災
中小企業等協同組合法第２７条の２ 害）担保の表示があるもの
第１項の規定により設立の認可を受 ⅲ 死亡及び労働災害補償保険の障害等級第
けた者であって、同法第９条の６の １級から第７級までに係る災害のすべてを
２第１項又は同法第９条の９第５項 対象としている旨の表示があるもの
において準用する第９条の６の２第
１項の規定による認可を受けた共済
規程に基づき共済事業を行うもの又
は保険会社との間で労働者災害補償
保険法に基づく保険給付の基因とな
った業務災害等に関する給付につい
ての契約をしている場合で、これら
の機関の発行する加入証明書又は保
険証券その他これに類するもの。
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（５）知識及び技術又は技能の向上状況に関する確認書類

28 様式第４号「ＣＰＤ単位を取得した 技術職員名簿（別紙二：提出書類5）に記載
技術者名簿」※P87参照 のない者を記載する。

29 様式第５号「技能者名簿」 33に記載されている者を記載する。ただし、
※P87参照 審査基準日現在においても申請者に雇用され

ている者に限る。
技術職員名簿又は28に記載がある従事者も計
上される場合もある。

30 ＣＰＤ受講証明書、ＣＰＤ実績証明 各認定機関により様式が異なる。
書、学習履歴証明書等 審査基準日以前１年間に取得したもの。

31 能力評価結果通知書 審査基準日時点におけるものの能力評価結果
※P85参照 通知書及び審査基準日以前３年前の日におい

て受けている評価区分が分かる能力評価結果
通知書を提出する。

32 44、45に記載がある者にかかる常勤 上記15、16で確認している場合は省略できる。
性及び継続雇用の確認書類 上記15、16の書類と同じ。

33 技能者に係る施工体制台帳又は再下 審査基準日において稼働している工事に係る
請通知書の作業員名簿 もの。また、上記工事の名簿に記載のない技

能者については、審査基準日以前３年以内に
行った工事に係るものを提出する。

（６）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況に関する確認書類
（えるぼし、くるみん、ユースエールの認定確認書類）

34 都道府県労働局長から交付された直 審査基準日において、認定取消又は辞退が行
近の認定通知書（基準適合一般事業 われている場合は加点対象とはならない。
者主認定通知書、基準適合主認定通
知書等）の写し

（７）建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況に関
する確認書類

35 様式第６号の「建設工事に従事する ※令和５年８月１４日以降を審査基準日とす
者の就業履歴を蓄積するために必要 る申請から評価の対象となるため、同日前
な措置を実施した旨の誓約書及び情 までを審査基準日とする経営事項審査につ
報共有に関する同意書」の提出 いては加点対象外（提出不要）。

（８）建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無に関する確認書類

36 様式第７号の「建設技能者を大切に 「自主宣言制度において宣言していることを
する企業の自主宣言制度に関する誓 証する書面の写し※」
約書」の提出 ※自主宣言制度ＨＰにおける各宣言企業の詳

細ページのうち「宣言内容」をダウンロード
することで取得可能。
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（９）建設業の営業継続の状況に関する確認書類

37 裁判所から送付される民事再生又は 平成23年４月１日以降に民事再生又は会社更
会社更生手続開始決定通知書 生手続き開始の申し立てを行った企業は提

出すること。

38 民事再生又は会社更生手続終結決定 平成23年４月１日以降に民事再生又は会社更
を受けたことを証する書面（官報公 生手続き開始の申し立てを行った企業で、再
告の写し等） 生手続又は更生手続終結の決定を受けた場合

は提出すること。

（１０）防災活動への貢献の状況に関する確認書類

39 国、特殊法人等又は地方公共団体と
締結している防災協定

40 所属している社団法人等の団体が、 ・申請者が当該団体に加入していることを証
国、特殊法人等又は地方公共団体と する書類は、「最新の構成員名簿」、「会員
の間に防災協定を締結している場合 証」、「当該団体が発行する証明書」等構
は、以下の書類。 成員であることが確認できるものとする。
・当該団体が締結している防災協定 ・防災活動に一定の役割を果たすことが確認
書 できる書類は、「当該団体の防災活動計画

・申請者が当該団体に加入している 書（ただし災害時の役割が明示されている
ことを証する書類 こと）」、「当該団体が発行する証明書」等

・防災活動に一定の役割を果たすこ 災害時に一定の役割を果たすことが確認で
とが確認できる書類 きるものとする。

（１１）建設業経理に関する確認書類

41 有価証券報告書又は監査調書 「会計監査人の設置」について加点する場合
は、提出すること。

42 会計参与報告書 「会計参与の設置」について加点する場合は、
提出すること。

43 「経理処理の適正を確認した書類」「経理処理の適正を確認した旨の書類の提出」
及び「証明者との雇用関係が確認で について加点する場合は、下記のいずれかの
きる書類」 者が証明した書類（事務取扱別記様式２）及

び下記との雇用関係が確認できる資料を提出
すること。
①研修を受講した公認会計士、税理士
②登録経理講習実施機関に登録された１級
登録経理事務士

※顧問会計士、顧問税理士等、社外の方の証
明は不可。

44 公認会計士、税理士の資格を有する 一級・二級登録経理士の場合、合格した日の
ことを証する書面、一級・二級登録 属する年度の翌年度の日から起算して５年を
経理試験（一級・二級登録経理士） 経過しない場合。
の合格証書

45 公認会計士、税理士に係る講習受講 資格を有した日の属する年度の翌年度の開始
の修了証 の日から起算して１年経過し、講習を受講し

た場合。
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46 一級・二級登録経理士に係る一級・ 一級・二級登録経理講習を受講した者であっ
二級登録経理講習の受講の修了証 て、受講した日の属する年度の翌年度の開始

の日から起算して５年を経過しない場合。

47 公認会計士、税理士、一級・二級登 上記15、16の書類と同じ。
録経理士の常勤性が確認できる書類 ※６ヶ月を超える恒常的雇用関係は要しな

い。(審査基準日時点に常勤で在籍が必要。)

（１２）研究開発の状況に関する確認書類

48 有価証券報告書又は改正後の様式を 会計監査人設置会社で研究開発費を計上して
作成している場合は注記表(建設業 いる場合は、提示すること。
法施行規則別記様式17号の2) （加点対象は、開発費5,000万円以上。）

（１３）建設機械の保有状況に関する確認書類

49 売買契約書及び特定自主検査記録表 ・以下の機種に限定
（新車で購入して１年以内のため特 □建設機械抵当法施行令別表に規定されてい
定自主検査を一度も受けていない場 る以下の機種
合は、出荷標章及び全体写真、また ①ショベル系掘削機
は初回特定自主検査実施時期証明 ②ブルドーザー（自重３ｔ以上）
書）、自動車検査証又は移動式クレ ③トラクターショベル（バケット容量０．４
ーン検査証 ㎥以上）

④モーターグレーダー（自重５ｔ以上）
□土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車
車検証の車体の形状の欄に以下の記載がある
もの。
①「ダンプ」
②「ダンプフルトレーラー」
③「ダンプセミトレーラー」

□労働安全衛生法施行令で掲げる以下の機種
第12条第１項第４号
・移動式クレーン（つり上げ荷重が３ｔ以上）
第13条第3項第33号
・不整地運搬車
第13条第3項第34号
・作業床の高さが２ｍ以上の高所作業車
別表第７第４号
・締固め用機械
別表第７第６号
・解体用機械

□道路運送車両法で掲げる以下の機種
第60条第1項
・自動車車検証の車体の形状欄に「アスフ
ァルト・フィニッシャ」と記載されている
大型特殊自動車

※特定自主検査は、労働安全衛生法に規定する
もので、１年以内に１回受けなければならない
一定の資格を持つ検査者による検査。（正常に
稼働する状態を確認）

50 リース契約書及び特定自主検査記録 建設機械を保有していないが、審査基準日か
表、自動車検査証又は移動式クレー ら将来に渡って１年７か月以上の使用期間が
ン検査証 あり、実質的に保有と同視しうるリース契約

を締結している場合。（審査基準日以前に１
年７か月以上の使用期間があったとしても加
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点の対象にはならない。）

（１４）国際標準化機構が定めた規格による登録の状況に関する確認書類

51 審査登録機関の認証を証明する書類 ・（一財）持続推進機構の「認証・登録証」
（認証登録証明書及び付属書） によりエコアクション21の取得を確認。

・(公財)日本適合性認定協会（JAB)又はJAB
と相互認証している認定機関（UKAS等）に認
定されている審査登録機関が認証したISO900
1、ISO14001(環境管理）の取得を確認。

※認証範囲に建設業が含まれていない場合、
会社単位ではなく特定の営業所単位での認証
となっている場合は加点の対象外。（P34参
照）
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（３）手数料

経営事項審査を受けるには、手数料がかかります。

経営規模等評価及び総合評定値請求にかかる手数料の額は、建設業法施行令及び地方

公共団体手数料令により次表のとおり定められています。

○ 経営事項審査手数料（経営状況分析を除く）

経営規模等評価にかかる手数料 総合評定値請求にかかる手数料

手数料の額 審査対象建設業が１業種の場合 審査対象建設業が１業種の場合は

は10,400円。以下、１業種増す 600円。以下、１業種増す毎に200

毎に2,300円を加算した額 円を加算した額

納付方法 いずれの手数料も、福島県収入証紙を、審査手数料証紙貼付書に

貼り付けて納付すること。

○ 手数料早見表

Ａ＝経営規模等評価手数料

Ｂ＝総合評定値請求手数料

Ｃ＝経営規模等評価手数料＋総合評定値請求手数料（Ａ＋Ｂ）

申請業種数 Ａ Ｂ Ｃ 申請業種数 Ａ Ｂ Ｃ

１業種 10,400円 600円 11,000円 16業種 44,900円 3,600円 48,500円

２業種 12,700円 800円 13,500円 17業種 47,200円 3,800円 51,000円

３業種 15,000円 1,000円 16,000円 18業種 49,500円 4,000円 53,500円

４業種 17,300円 1,200円 18,500円 19業種 51,800円 4,200円 56,000円

５業種 19,600円 1,400円 21,000円 20業種 54,100円 4,400円 58,500円

６業種 21,900円 1,600円 23,500円 21業種 56,400円 4,600円 61,000円

７業種 24,200円 1,800円 26,000円 22業種 58,700円 4,800円 63,500円

８業種 26,500円 2,000円 28,500円 23業種 61,000円 5,000円 66,000円

９業種 28,800円 2,200円 31,000円 24業種 63,300円 5,200円 68,500円

10業種 31,100円 2,400円 33,500円 25業種 65,600円 5,400円 71,000円

11業種 33,400円 2,600円 36,000円 26業種 67,900円 5,600円 73,500円

12業種 35,700円 2,800円 38,500円 27業種 70,200円 5,800円 76,000円

13業種 38,000円 3,000円 41,000円 28業種 72,500円 6,000円 78,500円

14業種 40,300円 3,200円 43,500円 29業種 74,800円 6,200円 81,000円

15業種 42,600円 3,400円 46,000円
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（４） 審査の内容

経営事項審査では、（２）で示した提出書類と確認書類を基に以下の内容を審査しま

す。

ア 経営規模

（ア）完成工事高（Ｘ１）

許可を受けた建設業に関する工事種別毎の年間平均完成工事高（申請日の直前２

年又は３年平均）を審査します。平均完成工事高の基準を２年平均にするか３年平

均にするかは申請者の任意選択になります。

なお、完成工事高の計上にあたっては以下の点について注意が必要です。

・審査対象業種ごとに２年又は３年平均を選択することはできません。全ての審査

対象業種で同一の基準で審査します。

・一つの請負契約にかかる完成工事高を、二つ以上の業種に分割又は重複して計上

することはできません。

・契約後ＶＥにかかる公共工事の完成工事高については、契約後ＶＥによる縮減前

の契約額で計上できます。なお、この場合には、契約後ＶＥによる縮減額が証明

できる書面を提示してください。

・免税業者を除いて、完成工事高は消費税抜きで計上してください。

・工事に関わる売上でないものは完成工事高に含めることはできません。（除雪、

樹木の剪定、浄化槽清掃、ボイラー洗浄、公園管理業務、法面草刈り、側溝泥上

げ等は建設工事に該当しません。）

・合併、分割、営業譲渡、法人成り等の特殊事例に関する完成工事高の計上方法に

ついては、審査を担当する建設事務所まで別途ご相談ください。

（イ）自己資本額及び利払前税引前償却前利益（Ｘ２）

○ 自己資本の額

審査基準日現在の決算（以下「基準決算」といいます。）における自己資本の額

又は基準決算及び基準決算の前期決算における自己資本の額の平均の額を審査しま

す。自己資本の額を審査基準日現在の額で申請するか、前期分との２期平均で計上

するかは申請者の任意選択になります。

・自己資本の額は、貸借対照表の「純資産の部」の純資産合計の額になります。

・審査基準日現在で自己資本額を申請した場合は、経営状況分析結果通知書の中の

自己資本額の数値と基本的に一致します。

○ 利払前税引前償却前利益

基準決算と前基準決算の利払前税引前償却前利益（＝EBITDA）の２期平均の額を
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審査します。

・利払前税引前償却前利益 ＝ 営業利益 ＋ 減価償却費

・各決算期の営業利益の額は、損益計算書の「営業利益」の額になります。

・各決算期の減価償却費の額は、法人税申告書別表１６（１）（旧定額法又は定額

法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書）及び（２）（旧定率法又

は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書）に記載の減価償却

額になります。

・決算期が１２か月に満たない場合等の換算方法は完成工事高の計算方法と同様に

なります。（「経営状況分析結果通知書」参考値とは一致しません）

イ 経営状況（Ｙ）

経営状況分析については、各登録分析機関で審査を行うことになりますので、審査

の具体的な方法、必要書類等は各登録分析機関にお問い合わせください。

なお、審査項目の具体的な内容は下記のとおりです。

○ 負債抵抗力指標

（ア）純支払利息比率 （Ｙ評点への寄与度 ２９．９％）

純支払利息比率 ＝（支払利息－受取利息配当金）／売上高×１００

（上限値：５．１、下限値：－０．３）

（イ）負債回転期間 （Ｙ評点への寄与度 １１．４％）

負債回転期間 ＝（流動負債＋固定負債）／（売上高÷１２）

（上限値：１８．０、下限値：０．９）

○ 収益性・効率性指標

（ウ）総資本売上総利益率 （Ｙ評点への寄与度 ２１．４％）

総資本売上総利益率 ＝ 売上総利益／総資本（２期平均）×１００

（上限値：６３．６、下限値：６．５）

※ ２期平均の総資本が３千万円以下の場合は、３千万円と読み替えて計算する。

（エ）売上高経常利益率 （Ｙ評点への寄与度 ５．７％）

売上高経常利益率 ＝ 経常利益／売上高×１００

（上限値：５．１、下限値：－８．５）
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○ 財務健全指標

（オ）自己資本対固定資産比率 （Ｙ評点への寄与度 ６．８％）

自己資本対固定資産比率 ＝ 自己資本／固定資産×１００（固定比率の逆数）

（上限値：３５０．０、下限値：－７６．５）

（カ）自己資本比率 （Ｙ評点への寄与度 １４．６％）

自己資本比率 ＝ 自己資本／総資本×１００

（上限値：６８．５、下限値：－６８．６）

○ 絶対的力量指標

（キ）営業キャッシュフロー（絶対額） （Ｙ評点への寄与度 ５．７％）

営業キャッシュフロー（絶対額） ＝ 営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ※２期平均／１億

（上限値：１５．０、下限値：－１０．０）

※営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ＝経常利益＋減価償却費±引当金増減額－法人税住民税及び事業税

±売掛債権増減額±仕入債務増減額±棚卸資産増減額±受入金増減額

（ク）利益剰余金（絶対額） （Ｙ評点への寄与度 ４．４％）

利益剰余金（絶対額） ＝ 利益剰余金／１億

（上限値：１００．０、下限値：－３．０）

ウ 技術力及び元請完工高（Ｚ）

○技術力

許可を受けた建設業の工事種別ごとの審査基準日現在の技術職員数を審査します。

以下に説明する「技術者」に該当する方がいる場合は、確認書類を提出してください。

なお、申請にあたっては次の点に注意をしてください。

◇「職員」の範囲

・ここでいう「職員」とは、「審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的雇用関係のある

者」のうち、建設業に従事する職員を指します。したがって、常勤の役員や個人事業

主も常勤であれば職員数に含まれます。逆に、代表権を持つ役員であっても、非常勤

であれば職員数にはカウントされません。なお、監査役については常勤・非常勤を問
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わず職員には含まれません。

・「日雇」、「農閑期だけ」、「特定の工事だけ」のように、期間を限定されて雇われてい

る労働者については、職員としてカウントされません。

・出向社員については、出向協定書、出向先の出勤簿等で出向先での常勤性が確認でき

れば、出向先の職員としてカウントされます。なお、この場合出向元の職員にはカウ

ントされませんので注意が必要です。

◇「職員」の認定にかかる審査方法

・職員の認定にあたっては、事務所の名称が記載された｢雇用保険被保険者資格取得等確

認通知書｣若しくは｢所属企業の雇用証明書｣により６か月超前からの雇用を確認しま

す。

・直近の「社会保険標準報酬決定通知書」で常時雇用を確認します。

・上記社会保険・雇用保険関係の書面で確認できない職員については、住民税特別徴収

税額通知書、所得税源泉徴収票、賃金台帳、出勤簿、ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等で審査基準日以前６ヶ

月超の恒常的雇用が確認できるものを複数提出してください。

☆高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者の場合

・上記確認方法で６ヶ月超前からの雇用、常時雇用を確認します。

・「継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿」（様式第３号）で、継続雇用制度対

象者を確認します。なお、常時１０人以上の労働者を使用する企業の場合には、併せ

て継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則を提出してく

ださい。

◇「技術者」の範囲

ここでいう「技術者」とは、上記で説明した「職員」のうち、以下のいずれかの区分

に該当する者を指します。

ａ 建設業法第７条第２号イの規定に該当する者

→許可を受けた建設業の工事種別について、高等学校校若しくは中高等学校を卒業

した後５年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後３年以上実務の経験

を有する者で、在学中に国土交通省令で定める学科を修めた者。（詳しい指定学

科はＰ94を参照してください。）

ｂ 建設業法第７条第２号ロの規定に該当する者

→許可を受けた建設業の工事種別について10年以上の実務経験を有する者

ｃ 建設業法第７条第２号ハ、同法第15条第２号イの規定に該当する者

→上記技術者と同等以上の知識及び技能又は技術を有するものとして国土交通大臣

が指定した資格を持つ者。（詳しい指定資格については、Ｐ91の技術者一覧表を
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参照してください。）

ｄ 建設業法第15条第２号ハの規定に該当する者

→国土交通大臣が同法第15条第２号イ又はロと同等以上の能力を有するものと認定

した者

ｅ 建設業法施行規則第18条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者講習を修了

した者

ｆ 建設業法施行令第29条第１号又は第２号に掲げる者

→監理技術者を補佐する資格を有する者（主任技術者となる資格を有し、１級技士

補である者）

ｇ 建設技能者の能力評価制度に関する告示第３条第２項の規定により技能や経験の

評価が最上位又はそれに次ぐものとされた建設技能者

→建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）におけるレベル４又はレベル３の建設

技能者。

◇「技術者」の確認方法

次の確認書類を基に、技術者に該当するかどうかを審査します。

ａ 建設業法第７条第２号イの規定に該当する者の場合

学校の卒業証書又は卒業証明書を提示してください。また、技術者の認定に必要な

実務経験について、それぞれ必要な年数分の「実務経験証明書」を提出してください。

ｂ 建設業法第７条第２号ロの規定に該当する者の場合

10年以上の実務経験の実績の「実務経験証明書」を提出してください。

ｃ 建設業法第７条第２号ハ、同法第15条第２号イの規定に該当する者の場合

技術者の合格証、免許証等を提出してください。

ｄ 建設業法第15条第２号ハの規定に該当する者の場合

国土交通大臣（建設大臣）が証する認定証（大臣特別認定証）を提出してください。

ｅ 建設業法施行規則第18条の３第２項第２号に規定する登録基幹技能者講習を修了

した者

建設業法に基づく国の登録を受けた基幹技能者講習を受講した者について加点対

象となります。登録基幹技能者講習修了証の写しにより確認します。

なお、平成20年３月31日以前の講習については、制度改正前のため、国の登録を

うけておりません。従って、当該講習を受講していたとしても加点対象となりませ

んので御注意ください。

ｆ 建設業法施行令第29条第１号又は第２号に掲げる者

技術者の合格証、免許証等を提出してください。

ｇ 建設技能者の能力評価制度に関する告示第３条第２項の規定により技能や経験の

評価が最上位又はそれに次ぐものとされた建設技能者

能力評価結果通知書を提出してください。
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◇加点対象となる業種について

技術職員１人につき２業種まで加点対象となります。

この結果、申請しようとしていた許可業種の技術職員が０人となってしまった場合で

あっても、経営事項審査を申請することができます。（あくまで技術職員が加点対象と

ならないだけであって、申請できないわけではありません。）

☆２業種の考え方

・１つの資格から２業種を選択することができます。

例：１級土木施工管理技士 → 土木一式工事、とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

・２つの資格から、それぞれ１業種ずつを選択することができます。

例：１級土木施工管理技士 → 土木一式工事

１級建築施工管理技士 → 建築一式工事

※ １業種で２つの資格を選択することはできません。

◇監理技術者講習の受講の加点について

申請する業種について、次の①～③の要件を全て満たす場合は、監理技術者講習の受

講について加点の対象となります。

① 建設業法第15条第２号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）

② 監理技術者資格者証の交付を受けていること

③ 建設業法第26条の６から第26条の８までの規定による講習の修了日から５年後の

12月31日までの間に審査基準日が含まれていること。

監理技術者講習受講者の加点可能期間（例）

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

R1.5.20（講習受講） R6.5.20 R6.12.31

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、監理

技術者講習修了証の写しにより確認します。

なお、現行の２級技術者やその他の技術者（実務経験者等）が監理技術者講習修了証

を保有していても加点対象にはなりません。

◇その他注意事項

実務経験を要するものにおいて、実務経験業種に２つの業種をあげている場合は、それ

ぞれにつき規定の経験年数が必要となります。

◇新規掲載者について

当事業年度開始日の直前１年以内に技術職員となった者に○を付けてください。
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◇審査基準日の現在の満年齢

社会保険被保険者標準報酬月額決定通知書など生年月日が分かるもので満年齢を確

認します。

◇ＣＰＤ単位取得数の欄

審査基準日以前１年間に取得し、ＣＰＤ認定団体によって修得を認定されたＣＰＤ単

位数を、「告示別表第20」(P86参照)の左欄に掲げる団体の数値（右欄）で除し（÷）、

30を乗じた（×）数値を記載します。ただし、１人当たりの単位取得数の上限は30単位

までとなっています。また、ＣＰＤ認定団体によって修得を認定されたＣＰＤ単位数と

は、「ＣＰＤ受講証明書」等で確認します。

※１人の技術者につき、２以上のＣＰＤ認定団体によって単位の取得が認められた場合

は、いずれか１つのＣＰＤ認定団体において習得を認定された単位をもとにＣＰＤ単位

取得数を計算してください。

○元請完工高

元請のマネジメント能力を評価する観点から、元請の完工高が評価の対象となります。

記載方法については、完成工事高（Ｘ１）と同様です。

ここでの「元請」とは、建設工事（他の者から請け負った者を除く。）の注文者から

直接請負契約を締結した者を指します。

エ 社会性等（Ｗ）

（ア）労働福祉の状況

a 建設業退職金共済制度加入の有無

審査基準日現在で、建設業退職金共済制度への加入の有無を審査します。

申請にあたっては以下の点に注意してください。

◇建設業退職金共済制度とは

建設現場で働く労働者は、多くの場合現場を転々とし、その度に雇用主も替わるこ

とから、企業の退職金制度になじみません。このため、建設業で働く人たちの福祉の

増進と雇用の安定を図ることを目的として、建設業界全体の退職金制度として設けら

れている制度が「建設業退職金共済制度」です。

本制度は、中小企業退職金共済法に基づき創設され、「勤労者退職金共済機構建設業

退職金共済組合」が運営しており、建設業の事業主が同機構と退職金共済契約を結ん

で共済契約者となり、現場労働者を被共済者として、その労働者に同機構が交付す

る共済手帳に事業主が働いた日数に応じ共済証紙を貼ることによって掛金納付が行

われ、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、同機構が直接労働者

に退職金を支払う仕組みとなっています。

◇確認方法

勤労者退職金共済機構建設業退職金共済組合が発行する「建設業退職金共済事業加
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入・履行証明書（経営事項審査用）」(Ｐ77参照)により確認します。

b 退職一時金制度若しくは企業年金制度の有無導入の有無

「退職一時金制度」若しくは「企業年金制度」のいずれか１つ以上導入している企

業であれば加点対象となります。

○退職一時金制度導入の有無

審査基準日現在において、次のいずれかの退職金制度を導入しているかどうか審査

します。

◇対象となる退職金制度

（ａ）会社独自の退職金制度

審査基準日現在で、会社の就業規則や労働協約等で退職金に関する規定を設

けているかどうかを審査します。

（ｂ）中小企業退職金共済制度

審査基準日現在で、勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の運営

する中小企業退職金共済制度を導入しているかどうかを審査します。

（ｃ）特定退職金共済制度

審査基準日現在で、所得税法施行令第73条第１項に規定する特定退職金共済団

体の運営する退職金共済制度を導入しているかどうか審査します。

◇確認方法

（ａ）会社独自の退職金制度

労働協約や就業規則、退職金規程等、退職金についての定めがある文書で確認

します。ただし、いずれの文書にも労働基準監督署の受付印のあるもの（従業員

が10名未満の場合は除く）に限ります。

（ｂ）中小企業退職金共済制度

勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が発行する「中小企業退職

金共済制度加入証明書」又は共済契約書で確認します。

（ｃ）特定退職金共済制度

当該運営団体発行の退職金共済契約の加入証明書又は共済契約書で確認します。

○企業年金制度の有無

審査基準日現在で、以下の企業年金に加入しているかどうか審査します。

◇対象となる企業年金

（ａ）厚生年金基金

厚生年金基金は、厚生年金保険法に基づき厚生年金保険の適用事業主が企業ご

と又は職域ごとに設立して、厚生年金の上乗せ給付を目的とする企業年金制度で

す。



25

（ｂ）確定給付年金

確定給付企業年金とは、企業や組合などが実施する年金制度で、資産運用の

リスクは企業や組合が負い、年金として加入者に支払われる給付金は一定額に

定められている企業年金制度です。

確定給付企業年金には「規約型」と「基金型」の２形態の枠組みがあります。

・規約型企業年金

労使合意に基づき制定した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社

等が契約を結び、その企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企

業年金です。

・基金型企業年金

労使合意に基づき企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、その基金

において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金です。

（ｃ）確定拠出年金（企業型）

確定拠出年金とは、毎月決められた掛金を支払い、その積立金の運用した成

績に応じて将来の給付額が決まる企業年金制度です。

確定拠出年金には、自営業者等が加入できる「個人型年金」（掛金は個人が

拠出）と、企業が導入し、従業員を加入させる「企業型年金」（掛金は企業が

拠出）の２形態がありますが、このうち経営事項審査において加点の対象とな

るのは「企業型年金」になります。

・「企業型年金」

企業型年金では、労使合意に基づいて企業型年金規約を定め、60歳未満の従業

員が加入者となり、会社が加入者に対して毎月一定額の掛金を拠出します。企業

型年金の加入者は、会社から拠出された掛金を自己の責任において運用し、その

実績次第で受け取る年金額が変わります。

◇確認方法

（ａ）厚生年金基金

厚生年金基金の発行する加入証明書で確認します。

（ｂ）確定給付年金

確定給付企業年金導入の場合は基金型であれば企業年金基金の発行する加入

者証明書、規約型であれば資産管理運用機関の発行する加入証明書で確認しま

す。

（ｃ）確定拠出年金

確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書で確認します。

ｅ 法定外労働災害補償制度の有無

審査基準日現在で、政府の労災保険制度の上乗せ給付を目的として、（公財）建

設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、中小企業等協同組合法に基づき

共済事業を営む者等、保険会社との間に、労働者災害補償保険法に基づいて労災保
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険契約を締結しているかどうか審査します。

◇注意事項

「加入有り」となるのは、保険契約上次の①～③全ての要件を満たす場合に限られ

ます。

①業務災害と通勤災害のいずれも対象とすること。

②直接の使用関係にある職員及び下請負人（数次の請負がある場合、下請負人すべ

て）の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とすること。

③少なくとも、死亡及び労働災害補償保険の障害等級第１級から第７級までに係

る身体障害のすべてを対象とすること。（ただし、業務起因性の疾病は対象外でも

よい）

※工事現場ごとに加入する制度や記名式の制度は対象となりません。

※準記名式の普通傷害保険については、上記①～③の要件に加え、次の２点を満た

している場合は対象となります。

ⅰ 政府の労働災害補償保険に加入しており、かつ審査基準日を含む年度の労働

災害補償保険料を納付済であること。

ⅱ 被保険者数が「直接の使用関係にある職員及び下請負人（数次の請負がある

場合、下請負人すべて）の直接の使用関係にある職員のすべてを対象とするこ

と。」の要件を満たしていること。

◇確認方法

（ａ）（公財）建設業福祉共済団と契約を締結している場合

（公財）建設業福祉共済団が発行する建設労災補償共済制度加入証明書で確認

します。

（ｂ）（一社）全国建設業労災互助会と契約を締結している場合

（一社）全国建設業労災互助会が発行する全国建設業労災互助会加入証明書兼

領収書で確認します。

（ｃ）全日本火災共済協同組合連合会と契約を締結している場合

全日本火災共済協同組合連合会が発行する労働災害補償共済契約加入者証書

で確認します。

（ｄ）中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営む者の労働災害補償制度に加入

加入者証書で確認します。

（ｅ）（一社）全国労働保険事務組合連合会と契約を締結している場合

（一社）全国労働保険事務組合連合会が発行する加入者証書で確認します。

（ｆ）建設業者団体と契約を締結している場合

建設業団体等が発行する団体保険制度への加入を証明する書類又は保険会社が

発行する団体保険制度の加入を証明する書類で確認します。

（ｇ）保険会社と契約を締結している場合

保険会社の発行する保険証券で確認します。

※準記名式の普通傷害保険の場合は、保険証券に加えて、政府労災保険の審査基
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準日を含む年度の概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面で確

認します。

（イ）若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

○若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15％以上の場

合に加点

○新規若年技術職員の育成及び確保の状況

審査基準日から遡って１年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が

審査基準日における技術職員の人数の合計の１％以上の場合に加点

※若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者を指しま

す。

なお、満年齢が上がるのは誕生日の前日であるため、35年目の誕生日が審査基準

日の２日後以降の者が若年者となります。（年齢計算ニ関する法律（明治35年法律

第50号）○１）

◇確認方法

・技術職員名簿（別紙二）により確認します。

（ウ）知識及び技術又は技術の向上に関する取組の状況

建設工事に従事する者は、工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能

の向上に努めなければならないこととされているため、継続的な教育意欲を促進させて

いく観点から、建設業者による技術者及び技能者の技術又は技能の向上の取組の状況を

評価することとなり、新設されました。

技術者に関する評価については、建設業者に所属する技術者が、審査基準日以前１年

前に取得したＣＰＤ単位の平均値により評価します。

技能者に関する評価については、建設業者に所属する技能者のうち、認定能力評価基

準により受けた評価が審査基準日以前３年間に１以上向上（レベル１からレベル２等）

した者の割合により評価します。

◇確認方法

・様式第４号「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」P87の「ＣＰＤ単位総計」の数値

をＣＰＤ受講証明書等により確認します。

・様式第５号「技能者名簿」（P88参照）、「作業員名簿」（P89参照）、能力評価結果

通知書等により確認します。

※加点の計算方法は次頁のとおりです。
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◇注意事項

・「ＣＰＤ単位数」は、審査基準日以前１年間に取得したもので、１人当たりの単位

取得数の上限は30単位までとなっています。なお、ＣＰＤ単位の計算方法について

は、P85「告示別表第20」をご覧ください。

・加点対象となる場合は、様式第４号「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿」及び様式

第５号「技能者名簿」で、ＣＰＤの受講をしていない者や、レベル向上をしていな

い者も含めて各種名簿を作成し、その者の確認書類が必要になります。（P63参照）

※１ ※２

区分 加点点数

(1) 10

(2) 9

(3) 8

(4) 7

(5) 6

(6) 5

(7) 4

(8) 3

(9) 2

(10) 1

(11) 0

〔計算例〕

※技術者数→別紙二：技術職員名簿に記載された人数＋様式第４号：ＣＰＤ単位を取得した技術職員名簿に記載された人数

１０人 ＋ ５人

※ＣＰＤ単位取得数位総計
  →様式第４号：ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿に記載されたＣＰＤ単位総計

２４０単位

※技能者数→様式第５号：技能者名簿に記載された人数

２０人  10人   5人    15人

※技能レベル向上者

  →様式第５号：技能者名簿のレベル向上の有無の欄に「○」が記載された人数

１人

※控除対象者数

  →様式第５号：技能者名簿の控除対象の欄に「○」が記載された人数（キャリアアップシステムが2019年4月から運用されたので、令和3年度は該当者はいない）

５人

240 上記表により 1 上記表により

15  5となる     20-5  4となる

 15  20 上記表により(7)

 15+20  15+20 4の加点となる

加点の

計算方法

= 4.4× 5 ＋ × 4

ＣＰＤ単位取得数

技術者数

技能レベル向上者数

技能者ー控除対象者数

２以上３未満

１以上２未満

１未満

=16

※１ Ⓐには、CPD単位取得数

        技術者数  で算出した数値が、

３未満の場合は０

３以上６未満の場合は１

６以上９未満の場合は２

９以上12未満の場合は３

12以上15未満の場合は４

15以上18未満の場合は５

18以上21未満の場合は６

21以上24未満の場合は７

24以上27未満の場合は８

27以上30未満の場合は９

30の場合は10を代入する。

Ⓐ Ⓑ

７以上８未満

６以上７未満

×
技術者数＋技能者数

＋
技術者数

×
技術者数＋技能者数

技能者数

※２ Ⓑには、 技能レベル向上者数

       技能者数－控除対象者数     で算出した数値を百分率で表

した数値が、

1.5％未満の場合は０

1.5％以上３％未満の場合は１

３％以上4.5％未満の場合は２

4.5％以上６％未満の場合は３

６％以上7.5％未満の場合は４

7.5％以上９％の場合は５

９％以上10.5％未満の場合は６

10.5％以上12％未満の場合は７

12％以上13.5％未満の場合は８

13.5以上15％未満の場合は９

15％以上の場合は10を代入する。

上記算式から求められた数値

を右表に当てはめ、加点点数

を決定する。

知識及び技術又は技能の向上に

関する取組の状況
10

９以上１０未満

８以上９未満

=0.066=6.66%

技術者：15人 技能者：20人

５以上６未満

４以上５未満

３以上４未満
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（エ）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定、次世代育成支援

対策推進法に基づく認定、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況

審査基準日における各種認定の取得状況について審査します。

◇注意事項

審査基準日において、認定取消又は辞退が行われている場合は、加点対象とはな

りません。

◇確認方法

「基準適合事業主認定通知書」「基準適合一般事業主認定通知書」で確認します。

（オ）建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負った工事のうち国土交通大臣が

定める建設工事以外の全ての建設工事において、建設工事に従事する者の終了履歴を

蓄積するために、国土交通大臣が定める必要な措置を実施していたかを審査します。

◇注意事項

令和５年８月14日以降を審査基準日とする申請から適用となりますので、審査基

準日が令和５年８月13日までの申請は「非該当」になります。

◇確認方法

様式第６号「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実

施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書」（P90参照）で確認します。

（カ）建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

審査基準日時点での建設技能者を大切にする企業の自主宣言の有無を審査します。

自主宣言制度については、国土交通省のＨＰを確認願います。

◇確認方法

自主宣言制度ＨＰにおける各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」をダウ

ンロードし提出してください。

◇注意事項

審査基準日が宣言日以降であることが必要となります。

（キ）建設業の営業継続の状況

○営業年数

審査基準日までの建設業の営業年数（許可又は登録を受けて営業を行っていた年数

のこと）を審査します。

◇注意事項

・営業年数に年未満の端数がある場合は切り捨ててください。

・営業休止期間は営業年数の期間には含まれません。

○民事再生法又は会社更生法の適用の有無

債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業（民事再生企

業及び会社更生企業）について、社会性等（W点）の評価で、以下の減点措置をします。

・再生期間中（手続開始決定日から手続終結決定日まで）は、一律60点（「営業年数」
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評価の最高点）の減点となります。

・再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタートとなります。

なお、この措置は平成23年４月１日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始

の申立てを行う企業から適用します。

◇再生（更生）期間中であることの確認方法

・手続開始決定日については、裁判所から送付される手続開始決定通知書で確認

・手続終結決定日については、手続終結決定を受けたことを証する書面（官報公告

の写し等）で確認

（ク）防災活動への貢献の状況（防災協定締結の有無）

国や地方公共団体等（P97参照）と直接又は間接的（国や地方公共団体等と防災協定

を結んでいる社団法人等の構成員として）に防災協定を締結し、災害時の防災活動に

よって社会的貢献を果たしているかどうか審査します。

◇確認方法

・公共機関と直接防災協定を締結している場合

公共機関との間で締結した防災協定で確認します。

・加盟する社団法人等が公共機関と防災協定を締結している場合

以下の書類で確認します。

ａ 社団法人等と公共機関の間で締結された防災協定

ｂ 社団法人等の団体に加入していることを証する書類（最新の構成員名簿、会員

証、当該団体が発行する証明書等）

ｃ 申請者が防災協定に一定の役割を果たすことが確認できる書類（当該団体の防

災活動計画書、当該団体が発行する証明書等）

◇注意事項

・「活動計画書」には、「河川復旧班」や「資材調達班」など実際の災害にあたって構

成員がどのような具体的な役割を課せられているのか明記されている必要がありま

す。単なる「災害時の連絡網」のようなものでは、実際にその構成員がどのような

役割を果たすのか明確ではないため、役割が明確になっていない場合には、加盟す

る社団法人等の発行する証明書が必要になります。

（ケ）法令遵守の状況

審査基準日の直前１年間に営業停止や指示処分を受けた方は、減点の対象となりま

す。入札参加資格制限措置は、監督処分ではないので該当しません。

審査基準日以降に営業停止や指示処分を受けた方は、今回の申請では減点対象とは

なりませんが、翌年度の経営事項審査申請の際に減点対象となります。

（コ）建設業の経理の状況

○監査の受審状況

会計監査人の設置、会計参与の設置又は建設業の経理実務の責任者のうち講習を受

講した※公認会計士、税理士若しくは登録経理士講習実施機関に登録された１級登録

経理士のいずれかに該当する者（社内の者に限ります。いずれも顧問会計士や顧問会
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計士等社外の者による監査は加点対象外です。）が自主監査を行う場合に加点対象と

なります。

上記の該当する項目に応じ、必要とされる確認書類を提示してください。

※公認会計士…公認会計士であって公認会計士法第28条の規定による研修を受講し

た者

税理士…税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者

１級登録経理士…・１級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始日から５年

を経過しない者

・１級登録経理講習を受講した者であって、受講した年度の翌

年度の開始の日から５年を経過しないもの

○公認会計士等の数

審査基準日において建設業に従事する職員のうち、研修を受講した公認会計士、税

理士及び登録経理士講習実施機関に登録された一級・二級登録経理士の数を審査しま

す。

また、研修とは、公認会計士法第28条の規定による研修又は所属税理士会が認定す

る研修を受講したものです。

なお、一級登録経理士については、一級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開

始の日から５年を経過しない者又は一級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始

の日から５年を経過しない者です。

また、二級登録経理士については、二級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開

始の日から５年を経過しない者又は二級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始

の日から５年を経過しない者です。

令和５年３月までは、平成28年度以前に一級・二級登録経理試験に合格した者も含

みます。

◇注意事項

・評価の対象となる方は常勤職員に限ります。

・技術職員として計上されている方も、資格を持っていれば評価の対象となります。

◇確認方法

・「公認会計士」「税理士」については、研修受講を証明する書面で確認します。

・「一級・二級登録経理士」については、合格証書又は合格証明書（合格してから５

年を経過しないもののみ）、登録経理講習の修了証で確認します。

（サ）研究開発費の状況

会計監査人設置会社（上記監査の受審状況で「１」を入力した場合に限る）で研究

開発費が5,000万円以上の場合に計上できます。

（シ）建設機械の保有状況

地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法（昭和２９年法律第９７号）に規定

する「建設機械」のうち、ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及び
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モーターグレーダー、土砂等を運搬する貨物自動車であって自動車検査証（道路運送車

両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項の自動車検査証をいう。）の車体の

形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラー」又は「ダンプセミトレーラー」と記載

されているもの（以下「ダンプ車」という。）、「アスファルト・フィニッシャ」と記載

されている大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）

第１２条第１項第４号に規定するつり上げ荷重が３トン以上の移動式クレーン、同令第

１３条第３項第３３号に掲げる不整地運搬車、同令第１３条第３項第３４号に掲げる作

業床の高さが２メートル以上の高所作業車、同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械

及び同表第６号に掲げる解体用機械の所有台数に応じて加点評価を行います。（下記表

のとおり、最高１５点）

なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経営事項審査の有効期間（審

査基準日以降１年７ヶ月）中の使用期間が定められているリース等についても、同様

に取り扱います。

【参考】保有台数ごとの加点は以下のとおり。

評価対象となる「建設機械」は、次頁に掲げるものです。

◇確認方法

・建設機械の保有状況一覧表（別表１）を提出してください。（記載例83P参照）

・建設機械の所有については、売買契約書及び特定自主検査記録表、自動車検査証、

移動式クレーン検査証で確認します。

・建設機械をリース契約している場合は、リース契約書で確認します。

・特定自主検査（労働安全衛生法に規定するもの）は、１年以内に１回受けなければ

ならない一定の資格を持つ検査者による検査で、特定自主検査記録表により建設機

械が正常に稼働する状態を確認します。（ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラ

クターショベル、モーターグレーダー、高所作業車、締固め用機械及び解体用機械）。

加点対象となるには、審査基準日直前1年以内に検査を受けたものについて提示し

てください。

・移動式クレーンは移動式クレーン検査証、ダンプ車は自動車検査証で確認します。

◇注意事項

リース契約の場合、審査基準日から将来に渡って１年７か月以上の使用期間があり、

実質的に保有と同視しうるリース契約を締結している場合に限ります。

なお、審査基準日以前に１年７か月以上の使用期間があったとしても加点の対象に

はなりません。



33

（ス）国及び国際標準化機構が定めた規格による登録の状況

エコアクション21、ISO9001(品質管理)及びISO14001 (環境管理)の取得状況について、

審査します。

◇確認方法

エコアクション21について

（一財）持続性推進機構の認証・登録証にて取得を確認します。

ISO9001、ISO14001について

審査登録機関の認証を証明する書類（認証登録証明書及び付属書）で、(公財)日

本適合性認定協会（JAB)又はJABと相互認証している認定機関（UKAS等）に認定され

ている審査登録機関が認証したISO9001、ISO14001(環境管理）の取得を確認します。

◇注意事項

認証範囲に建設業が含まれていない場合、会社単位ではなく特定の営業所単位での

認証となっている場合は加点の対象外です。

「認証範囲に建設業が含まれていること」とは、「申請者が保有する建設業許可業

種のいずれかが含まれていること」を意味します。また、従たる営業所では「従たる

営業所において「営業しようとする建設業」として申請・許可された建設業種のいず

建設機械の名称 範　囲

ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイ

ルドライバーのアタッチメントを有するもの（建設機械抵当法施行令別表）

ブルドーザー 自重３トン以上のもの（建設機械抵当法施行令別表）

トラクターショベル バケット容量が０．４立法メートル以上のもの（建設機械抵当法施行令別

表）

モーターグレーダー 自重が５トン以上のもの（建設機械抵当法施行令別表）

ダンプ車 検査証の形状の欄に「ダンプ」「ダンプフルトレーラー」「ダンプセミトレ

ーラー」と記載されたもの

※検査証に「積載物は土砂等以外のものとする」等の記載があり、　土砂等

の運搬が制限されている車両については加点対象外。

移動式クレーン つり上げ荷重３トン以上のもの（労働安全衛生法施行令）

高所作業車 作業床の高さが２ｍ以上のもの。

締固め用機械 自主検査指針に記載の「ロードローラー」「タイヤローラー」「振動ローラ

ー」が該当。

　※コンパクタやランマー等明確に自走能力が無い建設機械は特定　　自主

検査の対象ではないため加点対象外。

解体用機械 「ブレーカー」（労働安全衛生法施行令別表）、「鉄骨切断機」「コンクリ

ート圧砕機」「解体用つかみ機」（労働安全衛生規則）

が該当する。

アスファルト・フィニ

ッシャ

検査証の車体の形状欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている

大型特殊自動車が該当する。

不整地運搬車 不整地運搬車構造規格を満たすものが該当する。（労働安全衛生法施行令）
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れかが含まれていること」意味します。（令和７年４月１日以降を審査基準日とする

経営事項審査から適用。）



３　経営規模等評価申請書の記載の仕方
①　様式第２５号の１４　経営規模等評価申請書（２０００１帳票）
様式第二十五号の十四（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般 ）
2.特定

 平成
令和

25

（ ）

20

ガしゆ

20

10

（

水 消 清 解園

30

15 20

９

3 5

９９ ９

3 5

経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６

10 15

具塗 防 内 機ほ 板管 井と 石 屋 電 鋼 筋 絶 通タ

3 5 10 15

土 大建 左

１

25 30

２２ １２ ２２ ２ ２ ２

２ ４ １ １ １

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ ２

０ － ー １８ ６ 電 話 番 号７ ０ ０ ー ５ ２ １郵 便 番 号 １ ４ ９ ６

２ ー １ ６

10 15

23 25 30 35 40

20

町主 た る 営業所の所 在地 １ ３ 杉 妻

１

5

3 5

７

3

２ ０

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主 た る 営業所の所 在地
市 区 町 村 コ ー ド

１ ２ ０

１ １ 福

申 請 年 月 日

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

商 号 又 は 名 称

代 表 者 又は個人の 氏名
の フ リ ガ ナ

商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

処 理 の 区 分

法 人 又 は 個 人 の 別

申 請 等 の 区 分

一 郎島

ウ

3 5 10

マ チ ロイ１ ０ フ ク シ

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

業設 工株 島

5 10

０ ９ （

3

建） 福

30 35

15 20

40

3 5 10 15 20

０ ８

０
,

０

シ

3

０

７

０

１

月

６

3 5

０ １４

０

知事
国土交通大臣

知事

年 １２

3 5

1

０ ５ １

3

０

－ 日年 月第

第（

令和

15

３

号

０
般
特

１ ) ０－ ０ ０ 月 ０３

年

３
 令和

11

平成

月 日 －

11

１ 日１ 年 ０ ４

１

10

15

０

105

福島県知事

日

9

地方整備局長
北海道開発局長

殿

項 番

０

15 20

年 月

請求年月日

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

（用紙Ａ４）

令和　２年　　６月　　１日　　　　　　　　

3

令和 令和

3 5

コード ０ ７

大臣
コード

大臣
知事

3

０ ２

０ ３

ケ

4 5

国土交通大臣

ン

知事

,

日

セ

23 25

ツマ ウ

1 2

フ ク

０１ ０

10

資本金額又は出資総額

３

コ ウ ギ ョ

,
０ （千円）

号

許可 （
般
特

法人番号

5 10

許可

33 4 5 6 7 8

14 15 20 25

9 0 1 2

記載例

〒 ９６０－８６７０
福島市杉妻町２－１６
株式会社福島建設工業
代表取締役 福島 一郎

行政庁記入欄につき、申請者は記
載しないで下さい。

右詰、左余白は「０」で埋
めてください。

大臣許可は「００」、知事許可
「０７」を記入します。

前回申請から許可番号が変わった方のみ、前回
申請時の許可番号を記入します。

記入要領のコード表から記入。右欄
は該当する場合のみ記入。

企業の単独決算の資本金額（出資総額）を記入

（Yを単独決算で受審した場合は、「経営状況分析結果通知書」の「資本金」と同額）
（Ｙを連結で受審している場合は、別記様式第１５号の資本金の額となる。）申請者が個
人の場合は、記入しません。

濁音「゛」、半濁音「゜」は、記載例のように、併せ
て１文字として記載して下さい。

組織の形態（「（株）」「（有）」等）を忘れずに記載して下さい。

姓と名の間は１マス空けてください。

市町村コードを記入します。別添の一覧を参照して下さい。不明
の場合は、担当者に確認して下さい。

市町村に続く町名、大字、字、地番等を記載して下さい。
（市町村名は、市町村コードで判別されるため、この欄には記載不要です。）

申請時に有している建設業許可について、一般の場合は
「１」、特定の場合は「２」を記入します。

経営規模等評価を受けようとする工
事種別全てに「９」を記載します。

法人のみ記入。

35



３　経営規模等評価申請書の記載要領

審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等 営業第一課 杉妻　二郎 ０２４－５２１－７４５２

ファックス番号 ０２４－５２１－７９５０

電話番号

　（一財）建設業情報管理センター

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

令和　 　年　 　月　 　日

２ ０

第　 　号

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
０

, ,
１ ４

技 術 職 員 数 ９

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

’

3 5

０

’

減 価 償 却
実 施 額

’

審 査 対 象 事 業 年 度 の 前 審 査 対 象 事 業 年 度

０ ０ (千円)
減 価 償 却
実 施 額

０ ０

審 査 対 象 事 業 年 度

’ ’

８ ００１

１ ２

’’

10

０００ ０ (

1

(千円)０

０ ０

０

’

(千円)(千円) 営 業 利 益

２

= 営業利益+減価償却実施額
利益額（利払前税引前償却前利益）

,
)（千円） ２

０

０

’ ’

’

０

０

００

０

０５１

’’ ’ ’

,
１

４ ０

’

’ ’

直 前 の

審査基準日

１

(千円)０ ０００

5
項 番

3

0

,

0 0

01

氏名

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

53

0 0

８

（人）

(千円)０

13

基 準 決 算 ０自 己 資 本 額 １ ７

１ ８

,

利益額の2期平均を記入

別紙二「技術職員名簿」に記載された技術職員の合計数と一致します

２期平均を選択した場合は、平均値を記入してください。
その際、千円未満の端数は切り捨てます。

規則別記様式１６の「損益計算書」の営業利益の額と、
「法人税申告書別表１６（１）（旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算
に関する明細書）及び（２）（旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に
関する明細書）」に記載の減価償却額の実施額から記載します。

決算期が１２ヶ月に満たない場合等の換算方法は現行の完成工事高と同じ。

経営状況分析結果通知書に記載されている分析機関の登録番号を記入する。

この申請書及び添付資料の作成者又はこの申請に関しての質問等に応答で
きる方の連絡先（所属等）、氏名、電話番号を記載して下さい。

自己資本が０円を下回る場合は、一番左側の欄に「ー（マイナス）」又は
「△（デルタ）」を記載して下さい。
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○ 記載要領 

※ 金額は千円未満の端数を切り捨て、割合は小数点第 2位以下の端数を切り捨ててください。 

１ 申請行為の内容 

次の各項目において、不要な部分を二重線で消します。 

＜申請の表題＞ 

「経営規模等評価申請書」「経営規模等評価再審査申立書」「総合評定値請求書」 

＜申請の種類＞ 

「建設業法第 27 条の 26第 2 項の規定により、経営規模等評価の申請をします。」 

「建設業法第 27 条の 28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。」 

「建設業法第 27 条の 29第 1 項の規定により、総合評定値の請求をします。」 

＜申請先＞ 

「地方整備局長」「北海道開発局長」「福島県知事」 

２ 申請者の欄 

「申請者」の欄は、この申請書により経営規模等評価の申請、経営規模等評価の再審査の申立又

は総合評定値の請求をしようとする建設業者（以下「申請者」という。）の他に申請書又は建設業法

施行規則第 19条の 4第 1項各号に掲げる添付書類を作成した方（財務書類を調製した者等を含む。

以下同じ。）がいる場合には、申請者に加え、その方の氏名も併記してください。この場合には、作

成に係る委任状その他の作成等に係る権限を有することを証する書面を添付してください。 

３ カラム０ １ 行政庁側記入欄（太線の枠内） 

審査行政庁側で記入しますので、記入しないでください。 

４ カラム０ ２ 申請時の許可番号 

（１）大臣・知事コードの欄については、「０７」と記入してください。 

（２）「許可番号」の欄には現在受けている建設業許可番号を記入し、例えば「０ ０ １ ２ ３ ４

号」のように、空位のカラムには「０」を記入してください。なお、「許可年月日」の欄も同様に

空位のカラムには「０」を記入してください。 

（３）業種の追加などにより、許可年度が２つ以上あるときは、般・特の小カラムには、もっとも古

い年度を記入してください。また、許可年月日についても、一番古い年度の許可年月日を記入し

てください。 

５ カラム０ ３ 前回の申請時の許可番号 

前回申請時の許可番号と今回申請時の許可番号が、許可権者の変更などにより異なっている場合

のみ記入してください。 

６ カラム０ ４   審査基準日 

審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日（決算年月日）を記入し、例えば審査

基準日が令和３年３月３１日であれば、０３年０３月３１日のように、カラムに数字を記入するに

当たって空位のカラムに「０」を記入してください。 

※合併時経審、譲渡時経審、分割時経審等の場合には、その合併等の日が審査基準日となります。 
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７ カラム０ ５ 申請等の区分 

下記の表の区分に従って、該当するコードを記入してください。 

ｺｰﾄﾞ 申 請 等 の 種 類 

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求 

２ 経営規模等評価の申請 

３ 総合評定値の請求 

４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求 

５ 経営規模等評価の再審査の申立  

 

８ カラム０ ６ 処理の区分 

カラム０ ６の左欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入してください。 

コード 処理の種類 

００ １２か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月 31 日までの事業年度について申請する場合 

０１ ６か月ごとに決算を完結した場合 

（例）令和 3年 10月 1日から令和 4年 3月 31 日までの事業年度について申請する場合 

０２ 商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度そ

の他 12 か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合 

(例 1)合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和 3年 10 月 1日に当該組織変更の登記

を     行った場合で令和 4年 3月 31 日に終了した事業年度について申請するとき 

(例 2)申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和 4年 3月 31 日に終了した場合で事業年

度     の変更により令和 4年 12 月 31 日に終了した事業年度について申請するとき 

０３ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合 

(例)令和 3 年 10 月 1 日に会社を新たに設立した場合で令和 4 年 3 月 31 日に終了した最初

の事    業年度について申請するとき 

０４ 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合 

(例)令和 3年 10 月 1 日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和 4     

年 3月 31 日）より前の日（令和 3年 11 月 1日）に申請するとき 

また、カラム０ ６の右欄は、下記の表のいずれかに該当する場合に記入してください。該当がな

ければ記入する必要はありません。 

コード 処理の種類 

１０ 

 

申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基

準日として申請するとき（合併後の最初の経審の受審） 

１１ 

 

申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日と

して申請するとき （いわゆる「合併時経審」の受審） 

１２ 

 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了

の日を審査基準日として申請するとき（譲渡後の最初の経審の受審） 
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１３ 

 

 

申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記

日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として

申請するとき（いわゆる「譲渡時経審」の受審） 

１４ 

 

 

 

 

 

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続

開始の申立てが行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生

手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、

民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決

算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日から調停条項受諾日まで

の間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき 

１５ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属する

ものとして認定を受けて申請する場合 

１６ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者

の相互の機能分担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合 

１７ 

 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全

てを保有する親会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申

請する場合 

１８ 

 

申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準

日として申請するとき（分割後の最初の経審の受審） 

１９ 

 

申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日とし

て申請するとき（いわゆる「分割時経審」の受審） 

２０ 

 

申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に

申請する場合 

２１ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結

子会社）として認定を受けて申請する場合 

２２ 

 

申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受

けて申請する場合 

 

９ カラム０ ７ 「法人又は個人の別」 

「資本金額又は出資総額」の欄は、申請者が法人の場合にのみ記入し、株式会社にあっては資本

金額を、それ以外の法人にあっては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないでくだ

さい。 

「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第 15 項に規定する法人番号を

いう。）の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入してください。 

10 カラム０ ８ 商号又は名称のフリガナ 

カタカナで記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１

文字として記入してください。なお、株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリガナを記入

しないでください。 
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11 カラム０ ９ 商号又は名称 

法人の種類を表す文字については下記の表の略号を用いて、「商号又は名称」の前又は後に記入

してください。（例 （ 株 ） 甲 建 設   、乙 建 設 （ 有 ）   ） 

種類 略号 種類 略号 種類 略号 

株式会社 

特例有限会社 

合名会社 

（株） 

（有） 

（名） 

合資会社 

合同会社 

協同組合 

（資） 

（合） 

（同） 

協業組合 

企業組合 

 

（業） 

（企） 

 

12 カラム１ ０ 代表者又は個人の氏名のフリガナ 

カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し、その際、濁音又は半濁音を表す文字については、

例えばギ又はパのように１文字として記入してください。 

13 カラム１ １ 代表者又は個人の氏名 

申請者が法人の場合はその代表者の氏名を、個人の場合はその者の氏名を、それぞれ姓と名の間

に１カラム空けて記入してください。 

14 カラム１ ２ 主たる営業所の所在地市区町村コード 

下記のコード表に基づいて、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入してくだ

さい。なお、福島県のコードは、「０７」です。 

コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 コード 市町村名 

２０１ 福島市 ３０８ 川俣町 ４４４ 三島町 ５０４ 浅川町 

２０２ 会津若松市 ３２２ 大玉村 ４４５ 金山町 ５０５ 古殿町 

２０３ 郡山市 ３４２ 鏡石町 ４４６ 昭和村 ５２１ 三春町 

２０４ いわき市 ３４４ 天栄村 ４４７ 会津美里町 ５２２ 小野町 

２０５ 白河市 ３６２ 下郷町 ４６１ 西郷村 ５４１ 広野町 

２０７ 須賀川市 ３６４ 檜枝岐村 ４６４ 泉崎村 ５４２ 楢葉町 

２０８ 喜多方市 ３６７ 只見町 ４６５ 中島村 ５４３ 富岡町 

２０９ 相馬市 ３６８ 南会津町 ４６６ 矢吹町 ５４４ 川内村 

２１０ 二本松市 ４０２ 北塩原村 ４８１ 棚倉町 ５４５ 大熊町 

２１１ 田村市 ４０５ 西会津町 ４８２ 矢祭町 ５４６ 双葉町 

２１２ 南相馬市 ４０７ 磐梯町 ４８３ 塙町 ５４７ 浪江町 

２１３ 伊達市 ４０８ 猪苗代町 ４８４ 鮫川村 ５４８ 葛尾村 

２１４ 本宮市 ４２１ 会津坂下町 ５０１ 石川町 ５６１ 新地町 

３０１ 桑折町 ４２２ 湯川村 ５０２ 玉川村 ５６４ 飯舘村 

３０３ 国見町 ４２３ 柳津町 ５０３ 平田村   
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15 カラム１ ３ 主たる営業所の所在地  

14 により記入した市区町村コードによって表される市区町村に続く町名、街区符号及び住居番号

等を、「丁目」、「番」及び「号」については－（ハイフン）を用いて、例えば杉 妻 町 ２ － １ ６ 

のように記入してください。 

16 カラム１ ４ 電話番号 

市外局番、局番及び番号をそれぞれ－（ハイフン）で区切り、例えば０ ２ ４ － ５ ２ １ － 

１ １ １ １のように記入してください。 

17 カラム１ ５ 許可を受けている建設業 

申請時（審査基準日現在ではないので注意）に許可を受けている建設業の業種について、一般建

設業の許可を受けている業種については「１」を、特定建設業の場合は「２」を次の表に示された

略号のカラムに記入してください。 

業種 略号 業種 略号 業種 略号 

土木工事業 （土） 鋼構造物工事業 （鋼） 熱絶縁工事業 （熱） 

建築工事業 （建） 鉄筋工事業 （筋） 電気通信工事業 （通） 

大工工事業 （大） 舗装工事業 （舗） 造園工事業 （園） 

左官工事業 （左） しゅんせつ工事業 （しゅ） さく井工事業 （井） 

とび・土工工事業 （と） 板金工事業 （板） 建具工事業 （具） 

石工事業 （石） ガラス工事業 （ガ） 水道施設工事業 （水） 

屋根工事業 （屋） 塗装工事業 （塗） 消防施設工事業 （消） 

電気工事業 （電） 防水工事業 （防） 清掃施設工事業 （清） 

管工事業 （管） 内装仕上工事業 （内） 解体工事業 （解） 

ﾀｲﾙ･ﾚﾝｶﾞ･ﾌﾞﾛｯｸ工事業 （タ） 機械器具設置工事業 （機）   

18 カラム１ ６ 経営規模等評価等対象建設業 

申請時に許可を受けている建設業の業種のうち、経営規模等評価等を申請する業種（総合評定値

の請求のみを行う場合にあっては、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業）について 17 の

表の( )内に示された略号のカラムに「９」と記入してください。 

なお、完成工事高がない業種についても申請時に建設業許可を有していれば、評価の対象とする

ことができます。 

また、技術職員名簿（別紙二）で加点対象となる技術職員がいない場合であっても、申請時に建

設業許可を有していれば、評価の対象とすることができます。 

19 カラム１ ７ 自己資本額 

（１）審査基準日の決算（以下「基準決算」という。）における自己資本の額又は基準決算及び前回の

申請時における審査基準日（以下「直前の審査基準日」という。）の決算における自己資本の額の

平均の額（以下「平均自己資本額」という。）を記入し、「審査対象」のカラムには、基準決算時

の自己資本額を記入した場合は「１」を、基準決算時と直前の審査基準日決算の２期平均の自己

資本額を記入した場合は「２」を記入してください。 

（２）基準決算時と直前の審査基準日決算の２期平均の自己資本額を記入した場合は、表内のカラム
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に基準決算における自己資本の額及び直前の審査基準日の決算における自己資本の額をそれぞ

れ記入してください。 

（３）記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。  

なお、会社法（平成 17 年法律第 86号）第２条第６号に規定する大会社は、基準決算の自

己資本額を選択した場合、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができます。ただし、

基準決算時と直前の審査基準日現在の自己資本額の２期平均を選択したときは、平均自己資

本額を計算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してく

ださい。また、カラムに数字を記入するに当たっては、単位は千円とし、例えば ,    １,

２ ３ ４,０ ０ ０ のように百万円未満の単位に該当するカラムに「０」を記入してくだ

さい。 

（４）自己資本額がマイナスの場合には、カラムの一番左に「－」又は「△」と記入してください。 

20 カラム１ ８ 「利益額（２期平均）」  

審査対象事業年度における利益額（営業利益＋減価償却実施額）及び審査対象事業年度の前審査

対象事業年度の利益額（営業利益＋減価償却実施額）の平均の額を記入すること。 

また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における営

業利益の額及び減価償却実施額をそれぞれ記入すること。 

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。 

ただし、会社法（平成 17年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円未

満の端数を切り捨てて表示することができる。ただし、「利益額（２期平均）」を計算する際に生じ

る百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してください。 

21 カラム１ ９ 技術職員数  

（１）職員の範囲等については、Ｐ20を参照してください。 

（２）別紙二「技術職員調書」に記入した技術職員の人数の合計を記入してください。 

（３）審査基準日における建設業に従事する職員を記入してください。 

22 カラム２ ０ 登録経営状況分析機関番号  

Ｐ101 の登録経営状況分析機関一覧を参考に、経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登

録番号を記入してください。なお、記入に当たっては例えば０ ０ ０ ０ ０ １のように、空位の

カラムには「０」を記入してください。 

23 「連絡先」の欄 

連絡先の欄は、この申請書又は添付書類を作成した方その他この申請内容に係る質問等に応答

できる方の氏名、電話番号、ＦＡＸ番号等を記載してくださ

 



②様式第２５号の１４別紙１　工事種類別完成工事高（２０００２帳票）
別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ

3 5

3 5

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

40

5 10 15 20 25 30 35 40

25 30 35

その他
, , ,

２

合　計

5

計算基準の区分審査対象事業年度

７６
,

５ ７

20

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

, ,
６ ０ ８

, , , , , , , ,
３６ ２

,
４ １３ ３ ２３ ９ ０６６ １ ７ ７

33

３ ４

2313

４

,

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

９
, , ,

７ ２ ２
,

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

,
２

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

０
,

５ ５ ０ ０

2313

４
,

０ ００

　 舗装　工事

3

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

８

33

３ ３

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

10 15

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

２４ １ ０
, , , , , , ,

０
, ,

０ ０
,

,
１

,
２ ６０

,

3 5 6 10 15 16 20

８
, , ,

７３ ２

項 番

３ １ ３自

    年    月～    年    月

10

元 請 完 成 工 事 高

３ ２
,

０ １

（千円）（千円）
業 種
コ ード

３ ２
,

３
,

１ ３

元 請 完 成 工 事 高

６ ７ ８

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

土木一式工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

３

（千円）

０

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

２ ０ １ １
,, , , ,

０

３ ２
,

, ,

26

０

,

完 成 工 事 高

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

（

,

２１ ）月１ １年

２０２ ０ ０

（用紙Ａ４）

至 ３ 自 至０ １月１ 年１年 ０ １月 ３０ 年 ２ 月

3020 25

3 5 20

15 163

０

5

３

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

２ １
,

３

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審 査対象事 業年度

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

    年    月～    年    月

16

０

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

6 10

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

,

40 45

6 10 15 40 45

26 35 36

40 45

,
０

３ ２ ０ ９ ０ ０３ ３
,

１８ ０ ３
,

２ ０ １
,

３ ４
,

０
, , ,

５ ０ ０
,

206

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　 管　工事

4030 35

９ ９ ８

25 2615 16

２ １ ３ ０ ７ ０５

4536

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

０

（千円）

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

５ ０ ０

25

17

,

,

３ ２ ０

13 15

36

11

,

,
０

９ ２

3 105

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

193 5 7 9

35

３

30

６ ７

35 36

, ,

７ ９
, ,

左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入

記載例

※２年平均を選択する場合

２年平均を選択する場合は「１」
を記入する。

工事種別コード表
より該当するコー
ドを記入する。

右詰で記入し、空位のカラムは空白とすること。（以下同
じ）

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」を申請する場合は、それぞ
れ「プレストレストコンクリート構造物工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」の内訳を必ず
記載してください。
完工高が０円であっても、必ず記載してください。

記載する業種が４列を超える場合は、別紙一を必要枚数分作成し、
「その他」と「合計」は、最後の用紙に記載して下さい。

契約後ＶＥに係る工事の完成工事高について、契約後Ｖ
Ｅによる縮減変更前の契約額で評価する特例の利用の
有無を記入します。

項番３１については、２枚目以降は記
載を省略してください。

43



別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ

3 5

3 5

,

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

７ ８
, , , ,

７ ６ ２
, ,

５
,

６ ０ ６
,

３
,

９ ６
,

４ １９ ９３ ６
,

４ ２ ５ １ １ ２

33 35 40

３ ４ 合　計

13 15 20 23 25 30

その他   工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　８，９１２
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　２，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　７，２２４
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

　２，０００

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

９ ２ ５ ８
,

０ ０
, , , , , , , ,

０
, , ,

５０ ０２ ０８ ０ ６ ８

40

３ ３ その他

20 23 25 30 33 35

４

　 舗装　工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

５１，２６５

13 15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

２５，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

９９，４１７
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

５５，０００

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

７ ８ ９ ２
,
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２ ０
,

０ ０
,

４ １７ ５ ３

36 40 45

３ ２ 1 ３ ０
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　 管　工事

3 5 6

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

10

１８，２０５

15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　６，０００

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３３，８０３
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

１８，０００

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

７ ９ ３ ４
,

０１ ０
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０
, ,

１ ５
,

０ ０ ０
,

４ ２１２ ６ ０ ０

40 45

３ ２ ０ ９ ０
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ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物工事
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審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度
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　　　　　　０
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審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

　　　　　　０

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
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審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度
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工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

０
,

０
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０
,

０

36 40 45
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16 20 25 26 30 353 5 6

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

10

３１０，０６６

15

審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 々 審 査
対 象 事 業 年 度

３１０，０６６

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３２１，３３２
審 査 対 象 事 業
年 度 の 前 審 査
対 象 事 業 年 度

３２１，３３２

土木一式工事

, ,
３ ２ ０ ６ ０ ６ ７ ８

,, , , ,
９

,
３ ２７ ８

, ,
９ ９

,
３ １

,
５ ６３ １ ５ ６ ９

45

３ ２ ０ １ ０

25 26 30 35 36 40

（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円）

3 5 6 10 15 16 20

業 種
コ ード

完 成 工 事 高（千円） 元 請 完 成 工 事 高（千円） 完 成 工 事 高

）

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前 審 査 対 象 事 業 年 度

２９年１月～２９年１２月

審 査 対 象 事 業 年 度 の
前々審 査対象事 業年度

３０年１月～３０年１２月

２ 月 ２ （０１ 年 １ 年 １０ １月 至年 １ ２月 自 ３０ １月 至 ３ ０３ １ 自２ ９年

10 11 13 15 17 19

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

計算基準の区分

項 番 3 5 7 9

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ２

左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入 左欄「完成工事高」のうち元請完成工事高について記入

記載例

※３年平均を選択する場合

３年平均を選択する場合は「２」を記入する。
工事種別コード表
より該当するコー
ドを記入する。

２期分の合計を２で除した数値を記入する。
千円未満の端数は切り捨てる。

「その他工事」には、経営規模等評価を受け
ない業種の完成工事高を記入する。

この合計は、財務諸表（消費税抜き）の完成工事高と一
致します。

44
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１ カラム３ １ 事業年度

（１）右欄の「（審査対象事業年度）」の欄には、下記の例により審査基準日から遡って１２か月の

月数（パターン⑤及び合併等の場合を除きます。）を記入します。

①１２か月ごとに決算を完結した場合

（例）令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの事業年度について申請する場合

自 ０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月

②６か月ごとに決算を完結した場合

（例）令和３年１０月１日から令和４年３月３１日までの事業年度について申請する場合

自 ０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月

③商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他

１２か月に満たない期間で終了した事業年度について申請する場合

（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和３年１０月１日に当該組織変更の登

記を行った場合で令和４年３月３１日に終了した事業年度について申請するとき

自 ０ ３ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月

（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和３年３月３１日に終了した場合で事業

年度の変更により 令和３年１２月３１日に終了した事業年度について申請するとき

自 ０ ３ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月

④事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合

（例）令和３年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和４年３月３１日に終了した

最初の事業年度について申請するとき

自 ０ ３ 年 １ ０ 月 ～ 至 ０ ４ 年 ０ ３ 月

⑤事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

（例）令和３年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和

４年３月３１日）より前の日（令和３年１１月１日）に申請するとき

自 ０ ３ 年 １ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月

（２）「（審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年

度）」の欄には、以下の例により審査基準日から遡って１２か月前～３６か月前の月数を記入し

てください。

①完成工事高を２年平均で申請する場合

ア 上記（１）①、②の場合

自 ０ ２ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月

イ 上記（１）③の場合

（例１の場合） 自 ０ ２ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月

（例２の場合） 自 ０ ３ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月

ウ 上記（１）の④、⑤の場合

自 ０ ０ 年 ０ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月

②完成工事高を３年平均で申請する場合
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下記の例のとおり記載し、下欄に直前２年の各審査対象事業年度の期間をそれぞれ記入して

ください。

ア 上記（１）①、②の場合

自 ３ １ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月

審査対象事業年度の
０２年４月～０３年３月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の
３１年４月～０２年３月

前々審査対象事業年度

イ 上記（１）③の場合

（例１の場合） 自 ３ １ 年 ０ ４ 月 ～ 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月

審査対象事業年度の
０２年４月～０３年３月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の
３１年４月～０２年３月

前々審査対象事業年度

（例２の場合） 自 ０ ２ 年 ０ １ 月 ～ 至 ０ ３ 年 １ ２ 月

審査対象事業年度の
０３年１月～０３年１２月

前審査対象事業年度

審査対象事業年度の
０２年１月～０２年１２月

前々審査対象事業年度

ウ 上記（１）の④、⑤の場合

自 ０ ０ 年 ０ ０ 月 ～ 至 ０ ０ 年 ０ ０ 月

（３）「完成工事高計算基準の区分」の欄には、完成工事高を２年平均で申請するときは １ と、３

年平均で申請するときは ２ と記入してください。

２ カラム３ ２ 業種コード、完成工事高及び元請完成工事高

（１）業種コード

次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入してください。

なお、「土木一式工事」について記入した場合においては、その次の「業種コード」の欄は「プ

レストレストコンクリート構造物工事」のコード「０１１」を記入し、「完成工事高」の欄は「土

木一式工事」の完成工事高のうち「プレストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入

することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカラムに「０」を記入してください。

また、「元請完成工事高」の欄には「土木一式工事」の元請完成工事高のうち「プレストレスト

コンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合にお

いてはカラムに「０」を記入してください。

同様に、「とび・土工・コンクリート工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄に「法

面処理工事」のコード「０５１」を記入し、「鋼構造物工事」に記入した場合においては「業種

コード」の欄に「鋼橋上部工事」のコード「１１１」を記入し、それぞれの工事に係る完成工事

高及び元請完成工事高を記入してください。

また、表外の「工事の種類」の欄に、記入した業種コードに対応する工事種別を記載してくだ

さい。
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（２）完成工事高

（１）で記入した各工事種別の完成工事高を、カラム３ １で記入した各審査対象事業年度ごと

に記入してください。また、「元請完成工事高」の欄においても同様に、各審査対象事業年度ごと

に元請完成工事高を記入してください。

ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請

する場合にあっては、完成工事高においては審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度

の完成工事高の合計を２で除した数値を記入し、「完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業

年度ごとに完成工事高を記載してください。※端数は切り捨て

同様に、元請完成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請

完成工事高の合計を２で除した数値を記入し、「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事

業年度ごとに元請完成工事高を記載してください。

※業種コード

ｺｰﾄﾞ 工事の種類 ｺｰﾄﾞ 工事の種類 ｺｰﾄﾞ 工事の種類

010 土 木 一 式 工 事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機 械 器 具 設 置 工 事

011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼 構 造 物 工 事 210 熱 絶 縁 工 事

020 建 築 一 式 工 事 111 鋼 橋 上 部 工 事 220 電 気 通 信 工 事

030 大 工 工 事 120 鉄 筋 工 事 230 造 園 工 事

040 左 官 工 事 130 舗 装 工 事 240 さ く 井 工 事

050 とび・土工・コンクリート工事 140 し ゆ ん せ つ 工 事 250 建 具 工 事

051 法 面 処 理 工 事 150 板 金 工 事 260 水 道 施 設 工 事

060 石 工 事 160 ガ ラ ス 工 事 270 消 防 施 設 工 事

070 屋 根 工 事 170 塗 装 工 事 280 清 掃 施 設 工 事

080 電 気 工 事 180 防 水 工 事 290 解 体 工 事

090 管 工 事 190 内 装 仕 上 工 事

３ カラム３ ３ その他工事

審査対象建設業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高及び元請完成工事高をそれぞれ記入

してください。

４ カラム３ ４ 合計

３ ２及び３ ３に記入した完成工事高の合計を記入してください。

同様に、元請完成工事高においては、元請完成工事高の合計を記入してください。

５ その他

（１）この表は審査対象建設業に係る４のコード表中の工事の種類４つごとに作成すること。この

場合、「その他工事」及び「合計」は最後の用紙のみに記入すること。また、用紙ごとに、契

約後ＶＥ(施工段階で施工方法等の技術提案を受け付ける方式をいう。以下同じ。)に係る工事

の完成工事高については、契約後ＶＥによる縮減変更前の契約額で評価をする特例の利用の有

無について記入すること。

（２）記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。
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ただし、会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百

万円未満の端数を切り捨てて表示することができる。この場合、カラムに数字を記入するに当

たつては、例えば , １,２ ３ ４, ０ ０ ０のように、百万円未満の単位に該当するカ

ラムに「０」を記入してください。

（３）完成工事高の積み上げとは、一つの建設業の完成工事高をその内容又は性質に応じて、他の

建設業の完成工事高に含めて申請することです。経営事項審査において積み上げを行う場合は、

工事種類別完成工事高付表（様式第１号）：P71を作成し、提出してください。（積み上げを行わ

ない場合は提出不要です。）詳細については、下記のとおりです。

○一式工事への専門工事の算入

積 み 上 げ 先 （ 振

替 先 ） の 一 式 工 積み上げ元（振替元）の専門工事

事

土木工作物の建設に関連する工事

土木一式工事 ← （ と び ・ 土 工 ・ コ ン ク リ ー ト 、 石 、 タ イ ル ・ れ ん

が ・ ブ ロ ッ ク 、 鋼 構 造 物 、 鉄 筋 、 舗 装 、 し ゅ ん せ

つ、水道施設 解体など）

建築物の建設に関連する工事

建築一式工事 ← （大工、左官、とび・土工・コンクリート、屋根、

タ イ ル ・ れ ん が ・ ブ ロ ッ ク 、 鋼 構 造 物 、 鉄 筋 、 板

金 、 ガ ラ ス 、 塗 装 、 防 水 、 内 装 仕 上 、 建 具 、 解 体

など）

○ 専門工事への専門工事の算入

※一般的な事例は下表のとおり。詳しくはお問い合わせください。

電気 ⇔ 電気通信

管 ⇔ 熱絶縁、水道施設

とび・土工・コンクリ－ト ⇔ 石、造園

■申請に係る注意事項■

・申請時に積み上げ元（振替元）、積み上げ先（振替先）の建設業許可が必要です。

・積み上げを行った業種（振替元）については、経営事項審査を申請することができません。

・発注者の中には積み上げ先（振替先）の業種で経営事項審査を受けたとみなさないことがあり、公

共工事の入札に参加できないことがありますので、各発注者に積み上げを認めているか確認してくだ

さい。

・審査対象年度に算入した場合、前審査対象年度、前々審査対象年度も同様の算入した数値を算出計

上してください。

・積み上げを行った業種（振替元）の裏付け資料（契約書等）を提示してください。

・積み上げ申請し、結果通知後、積み上げを行った業種（振替元）での総合評定値が必要となっても

再申請をすることはできません。
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○ 特殊事例における「完成工事高」の記載例 ※ 元請完成工事高も同様に考えます。

（１）決算時期を年度途中で変えた場合

（例１）３月３１日が決算日の会社が、年度途中に決算日を１２月３１日に変更した場合

○ 完工高を２年平均で申請する場合(建築一式工事の例。他の工事の取扱いは同じ)

＜例＞

第１０期 第１１期 第１２期

１２か月 １２か月 ９か月

完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築)

180,000千円 190,000千円 120,000千円

決算日 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31 R3.12.31

＜計算方法＞

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式

第12期の完成工事高＋(第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)

例１の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝120,000千円＋190,000千円×3／12＝167,500千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式

第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋

第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)

例１の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝

190,000千円×9/12＋180,000千円×3/12＝187,500千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自０ ２ 年 ０ １ 月 至 ０ ２ 年 １ ２ 月 自０ ３ 年 ０ １ 月 至 ０ ３ 年 １ ２ 月 １

審査対象事業年度の 第10期 31年４月～02年３月 １.2年平均

前審査対象事業年度 第11期 02年４月～03年３月 第11期 02年4月～03年3月 ２.3年平均

審査対象事業年度の 第12期 03年4月～03年12月

前々審査対象事業年度

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

３ ２ ０ ２ ０ ０, ０ ０ ０, １ ８ ７,５ ０ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, １ ６ ７, ５ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の 第10期 180,000千円×3/12 第11期 190,000千円×3/12

前審査対象事業年度 第11期 190,000千円×9/12 第12期 120,000千円

審査対象事業年度の

前々審査対象事業年度
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（例２）３月３１日が決算日の会社が、年度途中に決算日を９月３０日に変更した場合

○ 完工高を３年平均で申請する場合(土木一式工事の例。他の工事の取扱いは同じ)

＜例＞

第９期 第１０期 第１１期 第１２期

１２か月 １２か月 １２か月 ６か月

完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木)

195,000千円 180,000千円 170,000千円 80,000千円

決算日 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31 R3.9.30

＜計算方法＞
○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
第12期の完成工事高＋(第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(６か月))÷12か月)

例２の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝80,000千円＋170,000千円×6／12＝165,000千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋

第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(6か月))÷12か月)

例２の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
170,000千円×6／12＋180,000千円×6／12＝175,000千円

○ 前々審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
第10期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋

第９期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(6か月))÷12か月)

例２の場合の前々審査対象事業年度の完成工事高＝
180,000千円×6／12＋195,000千円×6／12＝187,500千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自３ ０ 年 １ ０ 月 至 ０ ２ 年 ０ ９ 月 自０ ２ 年 １ ０ 月 至 ０ ３ 年 ０ ９ 月 ２

審査対象事業年度の 第10期 31年４月～02年３月 １.2年平均
前審査対象事業年度 第11期 02年４月～03年３月 第11期 02年４月～03年３月 ２.3年平均
審査対象事業年度の 第9期 30年４月～31年３月 第12期 03年４月～03年９月
前々審査対象事業年度 第10期 31年４月～02年３月

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２ ０ １ ０ ０, ０ ０ ０, １ ８ １,２ ５ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, １ ６ ５, ０ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の 第10期 180,000千円×6/12 第11期 170,000千円×6/12
前審査対象事業年度 第11期 170,000千円×6/12 第12期 80,000千円
審査対象事業年度の 第9期 195,000千円×6/12
前々審査対象事業年度 第10期 180,000千円×6/12
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（２）個人から法人に承継が認められた場合
（例）法人を新たに設立し、個人事業者から承継した場合。
(１) 法人設立後最初の決算が未到来の場合－法人成り時経審－(完工高２年平均選択)
＜例＞

第１０期(個人) 第１１期(個人) 第１２期(個人)
１２か月 １２か月 ９か月

完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築)
25,000千円 30,000千円 40,000千円

決算日 H30.12.31 R1.12.31 R2.12.31 法人設立日
R3.10.1

＜計算方法＞
○ 審査基準日
法人設立の日となるため、令和３年１０月１日となる。（申請書カラム０４に記入）
完成工事高は、個人事業者時の完成工事高を承継して計上できるため、次により算定する。

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
個人第12期の完成工事高＋

(個人第11期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)

例(１)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝40,000千円＋30,000千円×3／12＝47,500千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
第11期の完成工事高×第12期の月数÷12か月＋

第10期の完成工事高×((12か月－第12期の月数(9か月))÷12か月)

例(１)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
30,000千円×9/12＋25,000千円×3/12＝28,750千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自０ １ 年 １ ０ 月 至 ０ ２ 年 ０ ９ 月 自０ ２ 年 １ ０ 月 至 ０ ３ 年 ０ ９ 月 １

審査対象事業年度の 第10期 31年１月～01年12月 １.2年平均

前審査対象事業年度 第11期 02年１月～02年12月 第11期 02年１月～02年12月 ２.3年平均

審査対象事業年度の 第12期 03年１月～03年９月

前々審査対象事業年度

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

３ ２ ０ ２ ０ ０, ０ ０ ０, ０ ２ ８,７ ５ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, ０ ４ ７, ５ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の 第10期 25,000千円×3/12 第11期 30,000千円×3/12

前審査対象事業年度 第11期 30,000千円×9/12 第12期 40,000千円

審査対象事業年度の

前々審査対象事業年度
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(２)法人設立後の最初の決算が終了した場合－法人成り後最初の決算時経審－(完工高３年平均選択)
＜例＞

個人第１０期 個人第１１期 個人第１２期 法人第１期
１２か月 １２か月 ６か月 ９か月

完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木) 完成工事高(土木)
15,000千円 25,000千円 20,000千円 50,000千円

決算日 H29.12.31 H30.12.31 R1.12.31 法人設立日 法人の決算日
R2.7.1 R3.3.31

＜計算方法＞
○ 審査基準日
法人設立後の最初の決算日となるため、令和３年３月３１日となる。（申請書カラム０４に記入）
完成工事高は、個人事業者時の完成工事高を承継して計上できるため、次により算定する。

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
法人第１期の完成工事高＋

(個人第12期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

例(２)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝50,000千円＋20,000千円×3／12＝55,000千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
個人第12期の完成工事高×法人第１期の月数÷12か月＋

個人第11期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

例(２)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
20,000千円×9/12＋25,000千円×3/12＝21,250千円

○ 前々審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
個人第11期の完成工事高×法人第１期の月数÷12か月＋

個人第10期の完成工事高×((12か月－法人第１期の月数(９か月))÷12か月)

例(２)の場合の前々審査対象事業年度の完成工事高＝
25,000千円×9/12＋15,000千円×3/12＝22,500千円

＜記載例＞

項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計
業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自３ ０ 年 ０ ４ 月 至 ０ ２ 年 ０ ３ 月 自０ ２ 年 ０ ４ 月 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 ２

審査対象事業年度の 個人第11期31年1月～01年12月 １.2年平均
前審査対象事業年度 個人第12期02年1月～02年 6月 個人第12期 02年１月～02年６月 ２.3年平均
審査対象事業年度の 個人第10期30年1月～30年12月 法人第１期 02年７月～03年３月
前々審査対象事業年度 個人第11期31年1月～01年12月

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２ ０ １ ０ ０, ０ ０ ０, ０ ２ １,８ ７ ５ (千円) ０, ０ ０ ０, ０ ５ ５, ０ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の 個人第11期 25,000千円×3/12 個人第12期 20,000千円×3/12
前審査対象事業年度 個人第12期 20,000千円×9/12 法人第１期 50,000千円
審査対象事業年度の 個人第10期 15,000千円×3/12
前々審査対象事業年度 個人第11期 25,000千円×9/12
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（３）企業合併に伴い合併時経審等を受ける場合
（例１）吸収合併の場合で合併時経審を受ける場合

(１)合併日までの決算が確定している場合(完工高２年平均選択)
＜例＞

第１０期 第１１期 第１２期
１２か月 １２か月 ６か月

Ａ社
(存続会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築)

450,000千円 550,000千円 330,000千円
決算日 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31 合併日

R3.10.1
第２０期 第２１期 第２２期
１２か月 １２か月 ３か月

Ｂ社
(消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築)

250,000千円 180,000千円 40,000千円
決算日 R1.6.30 R2.6.30 R3.6.30

＜計算方法等＞
○ 審査基準日
合併の日となるため、令和３年１０月１日となる。（申請書カラム０４に記入）
完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
存続会社であるＡ社の第１２期の完成工事高

例１(１)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝330,000千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
(Ａ社の第11期の完成工事高＋

(Ａ社の第10期の完成工事高×((12か月－Ａ社の第12期の月数(６か月))÷12か月)))
＋

(Ｂ社の第22期の完成工事高＋Ｂ社の第21期の完成工事高＋
(Ｂ社の第20期の完成工事高×((12か月－Ｂ社の第22期の月数(３か月))÷12か月)))

例１(１)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
550,000千円＋450,000千円×6／12＋

40,000千円＋180,000千円＋250,000千円×9/12＝1,182,500千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自３ ０ 年 １ ０ 月 至 ０ ２ 年 ０ ３ 月 自０ ２ 年 ０ ４ 月 至 ０ ３ 年 ０ ９ 月 １

審査対象事業年度の 第10期 30年４月～31年３月 ＜消滅会社＞ １.2年平均
前審査対象事業年度 第11期 31年４月～02年３月 第20期 01年7月～02年6月 ２.3年平均
審査対象事業年度の 第21期 02年7月～03年6月
前々審査対象事業年度 第22期 03年7月～03年9月

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２ ０ ２ ０ ０, ０ １, １ ８ ２,５ ０ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, ３ ３ ０, ０ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の 第10期 450,000千円×6/12 ＜消滅会社＞
前審査対象事業年度 第11期 550,000千円 第20期 250,000千円×9/12
審査対象事業年度の 第21期 180,000千円
前々審査対象事業年度 第22期 40,000千円
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(２)合併日までの決算が確定していない場合(完工高２年平均選択)
＜例＞

第１０期 第１１期 第１２期
１２か月 １２か月 ３か月

Ａ社
(存続会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高

300,000千円 500,000千円 未算出
決算日 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

合併
R3.6.30

第２０期 第２１期 第２２期
１２か月 １２か月 ６か月

Ｂ社
(消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高

180,000千円 150,000千円 未算出
決算日 H30.12.31 R1.12.31 R2.12.31

＜計算方法等＞
○ 審査基準日
合併の日となるため、令和３年６月３０日となる。（申請書カラム０４に記入）
完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
存続会社であるＡ社の第11期の完成工事高

例１(２)の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝500,000千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
Ａ社の第10期の完成工事高

＋
Ｂ社の第21期の完成工事高＋Ｂ社の第20期の完成工事高×

Ａ社の第10期の始期からＢ社の第20期の終期までの月数(９か月)÷12か月

例１(２)の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
300,000千円＋ 150,000千円＋180,000千円×9/12＝585,000千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自３ １ 年 ０ ４ 月 至 ０ ２ 年 ０ ３ 月 自０ ２ 年 ０ ４ 月 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 １

審査対象事業年度の ＜消滅会社＞ １.2年平均
前審査対象事業年度 第10期 31年４月～02年３月 第20期 31年1月～01年12月 ２.3年平均
審査対象事業年度の 第21期 02年1月～02年12月
前々審査対象事業年度

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２ ０ ２ ０ ０, ０ , ５ ８ ５,０ ０ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, ５ ０ ０, ０ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の ＜消滅会社＞
前審査対象事業年度 第10期 300,000千円 第20期 180,000千円×9/12
審査対象事業年度の 第21期 150,000千円
前々審査対象事業年度
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（例２）吸収合併の場合で合併後最初の決算が終了したとき(完工高２年平均選択)

＜例＞
第１０期 第１１期 第１２期
１２か月 １２か月 １２か月

Ａ社
(存続会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建 築)

450,000千円 550,000千円 900,000千 円
決算日 H30.3.31 H31.3.31 R2.3.31 R3.3.31

第２０期 第２１期 第２２期
１２か月 １２か月 ３か月

Ｂ社
(消滅会社) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築) 完成工事高(建築)

250,000千円 180,000千円 40,000千円
決算日 H30.6.30 R01.6.30 R02.6.30 合併日(R2.10.1)

＜計算方法等＞
○ 審査基準日
合併後の最初の決算日となるため、令和３年３月３１日となる。（申請書カラム０４に記入）
完成工事高は下記の例により、Ａ社とＢ社の完成工事高を合算する。

○ 審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
存続会社であるＡ社の第１２期の完成工事高

例２の場合の審査対象事業年度の完成工事高＝900,000千円

○ 前審査対象事業年度の完成工事高

◇算定式
Ａ社の第11期の完成工事高

＋
Ｂ社の第22期の完成工事高＋Ｂ社の第21期の完成工事高＋Ｂ社の第20期の完成工事高×

Ａ社の第11期の始期からＢ社の第20期の終期までの月数(３か月)÷12か月

例２の場合の前審査対象事業年度の完成工事高＝
550,000千円＋40,000千円＋180,000千円＋250,000千円×3/12＝832,500千円

＜記載例＞
項番 審査対象事業年度の前審査対象事 （審査対象事業年度） 完成工事高計

業年度又は前々審査対象事業年度 算基準の区分

３ １ 自３ １ 年 ０ ４ 月 至 ０ ２ 年 ０ ３ 月 自０ ２ 年 ０ ４ 月 至 ０ ３ 年 ０ ３ 月 １

審査対象事業年度の ＜消滅会社＞ １.2年平均
前審査対象事業年度 第11期 31年４月～02年３月 第20期 30年7月～01年6月 ２.3年平均
審査対象事業年度の 第21期 01年7月～02年6月
前々審査対象事業年度 第22期 02年7月～02年9月

業種コード 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高 工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
３ ２ ０ ２ ０ ０, ０ , ８ ３ ２,５ ０ ０ (千円) ０, ０ ０ ０, ９ ０ ０, ０ ０ ０ (千円)

審査対象事業年度の ＜消滅会社＞
前審査対象事業年度 第11期 550,000千円 第20期 250,000千円×3/12
審査対象事業年度の 第21期 180,000千円
前々審査対象事業年度 第22期 40,000千円
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10 年 月 日

第　△△△　号

９ 年

１ ３ １

月 日 ８

８ ○田　八郎 昭和２６ 年 １０ 月 １０ 日 ２ ９ １６８ ８ ２ ０ １ １

７ ○ △田　七郎 昭和３９ 年 ８

４６ ８ ２

０ １ １ １ ３ １月 ８ 日 ５５ ８ ２

２

第　×××　号０ ５ １ １ ３ １

６ 凸田　六郎 昭和４８ 年 ２ 月 ２２ 日

５ ☆谷　五郎 昭和５０ 年 ７ 月 １０ 日 ４４ ８

３８ ８ ２４ △沢　四郎 昭和５６ 年 １２ 月 １ 日

月 ２１ 日 ３２ ８ ２３ □川　三郎 昭和６２ 年 １２

３１ ８ ２

１ ○ ○野　一郎 平成３ 年 １

２ ×山　二郎 昭和６３ 年 ６ 月 ６ 日

業種
コード

有資格
区分
コード

講

習

受

講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

頁

月 ３ 日 ２８ ８ ２

（用紙Ａ４）

２０００ ５

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分
コード

技　術　職　員　名　簿

項 番 3 5

頁 数 ８ １ ０ ０ １

講

習

受

講

・下記に記載する技術者は、「審査基準日以前に６か月を超える恒常的雇用関係がある者」に限定されます。

技術職員１人につき2業種まで申請可

（2業種の考え方）

・ 1資格で2業種選択でもＯＫ

例：土木施工管理技士→土木・とび

この場合、同じ有資格区分コードを２箇所に記入

・ ２資格で１業種ずつを選択でもＯＫ

例：土木施工管理技士・建築施工管理技士→土木・建築

※１つの業種について、２資格で申請することはできません。

監理技術者資格者

証の交付を受けて

いる者について記

載してください。

有資格区分コードは、Ｐ９１からの

表を参照し、該当するコードを記

載してください。

「業種コード」は、Ｐ５９の表を参照し、該当するコードを記

載してください。

なお、加点する業種は、再審査により修正することはでき

ませんので、選択する業種を十分に検討して記載してくだ

（記載例）

△田 七郎さんの例： 一級土木施工管理技士（コード「１１３」）を所持。

一級土木施工管理技士の資格で「土木一式工事（０１）」と「とび・土工・コンクリート工事（０５）」の２業種を選択。

「講習受講」欄について

申請する業種について、次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、

それ以外の場合は「２」を記入

① 法第15条第2号イに該当する者であること（１級国家資格者相当）

② 監理技術者資格者証の交付を受けていること

③ 建設業法第26条の６から第26条の８までの規定による講習の修了日から５年後の12

月31日までの間に審査基準日が含まれていること。

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、

監理技術者講習修了証の写しを徴求して確認。

当事業年度開始日（平成３１年１月１日）

の直前１年以内に技術職員となった者に○を付す。

※評価対象は３５歳未満の技術職員のみ。

例：（審査基準日）

令和元年１２月３１日

（申請書提出日）

令和２年６月１日

審査基準日（例：令和元年１２月３１日）

時点の満年齢を記載する。

記載例

若年技術職員 ３名

満年齢が上がるのは誕生日の前日です。

例）審査基準日令和元年１２月３１日においては生年月日が

・昭和６０年１月１日以前の者は満３５歳以上

・昭和６０年１月２日以降の者は満３５歳未満

「ＣＰＤ単位取得数」の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数（ＣＰＤ受講証明書により確認。）を、

「告示別表１８」８０ＰのＣＰＤ認定団体の右欄に記載してある数値で除し（÷）、３０を乗じた（×）数値を記載します。ただし、１人

当たりの単位取得数の上限は、３０単位までです。
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別紙二

月

監理技術者資格者証
交付番号

月

月

月

月

月

日

30 ８ ２

29 年 月

年 日

８ ２

日

28 ８ ２

27 年 月

年 日

８ ２

日

26 ８ ２

25 年 月

年 日

８ ２

日

24 ８ ２

23 年 月

年 日

８ ２

日

22 ８ ２

21 年 月

年 日

８ ２

日

20 ８ ２

19 年 月

年 日

８ ２

８ ２日

18 ８ ２

17 年 月

年 月 日

16 ８ ２

15 年 月

年 月 日

８ ２

８ ２日

14 ８ ２

13 年 月

年 月 日

日12 ８ ２

11 ８ ２

年 月

10 ８ ２年 月 日

８ ２日

９ ８ ２

８ 年 月

年 月 日

８ ８日

７ ８ ２

６ 年 月

年 月 日

８ ２日

５ ８ ２

４ 年 月

年 月 日

３ ８ ２

２ ８ ２年 月 日

日年 月

１ ８ ２

業種
コード

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

有資格
区分
コード

3 5 10

頁

通番
業種
コード

有資格
区分
コード

講

習

受

講

項 番 3 5

頁 数 ８ １

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０

講

習

受

講

CPD単位
取得数

５

日

年 月 日

※雇用期間６か月超の考え方

技　術　職　員　名　簿

年 月 日

審査基準日以前に６ヶ月を超える恒常的雇用関係がある者に限定されました。

※確認資料が必要です。
6ヶ月超の雇用期間を確認するため以下の資料を提出してください。

・健康保険加入者：健康保険証の写しで、資格取得日から審査基準日までの期間が６ヶ月超のもの。

・雇用保険加入者：雇用保険被保険者資格取得等確認通知証の写しで、資格取得日から審査基準日までの期間が６ヶ月超のもの。

・上記の未加入者：給与支給明細書又は出勤簿の写しで、雇用日から審査基準日までの期間が６ヶ月超であること。

高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者も評価対象となりました。（６ヶ月を超える恒常的雇用関係がある者）

※確認資料が必要です。
高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者については以下の資料を提出してください。

・継続雇用制度技術職員名簿（様式第３号）

・常時10人以上の労働者を使用する企業の場合には、併せて継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則

○雇用期間6ヶ月超の考え方 ※審査基準日が令和元年12月31日の例

審査基準日
R1.12.31

以前より雇用＝対象

雇用開始日
R1.9. 1

6ヶ月超には不足雇用開始日
R1. 5.31

6ヶ月超対象

※12/31審査基準日の場合の6ヶ月前は7/1となり、その日から1日遡った6/30からの雇用期間

が必要となります。
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○ 記載要領 

１ 技術者名簿の作成にあたって 

申請書のカラム０ ４ 「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という。）にお

いて在籍する技術職員に該当する者全員について作成してください。なお、一人の技術職

員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとします。 

２ カラム６ １ 「頁数」の欄 

「頁数」の欄は、頁番号を記入すること。例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば

０ ０ ３、12 枚目であれば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たって空位

のカラムに「０」を記入してください。 

３ 「新規掲載者」の欄 

「新規掲載者」の欄は、審査対象年内に新規に技術職員となった者につき、○印を記入

してください。 

４ 「審査基準日現在の満年齢」の欄 

「審査基準日現在の満年齢」の欄は、当該技術職員の審査基準日時点での満年齢を記入

してください。  

５ 「業種コード」の欄 

「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出にお

いて対象とする建設業の種類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入してく

ださい。 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

０１ 

０２ 

０３ 

０４ 

０５ 

０６ 

０７ 

０８ 

０９ 

１０ 

土木工事業 

建築工事業 

大工工事業 

左官工事業 

とび・土工工事業 

石工事業 

屋根工事業 

電気工事業 

管工事業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

鋼構造物工事業 

鉄筋工事業 

舗装工事業 

しゆんせつ工事業 

板金工事業 

ガラス工事業 

塗装工事業 

防水工事業 

内装仕上工事業 

機械器具設置工事業 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

熱絶縁工事業 

電気通信工事業 

造園工事業 

さく井工事業 

建具工事業 

水道施設工事業 

消防施設工事業 

清掃施設工事業 

解体工事業 

 

６ 「有資格区分コード」の欄 

「有資格区分コード」の欄は、技術職員が保有する資格のうち、「業種コード」の欄で

記入したコードに対応する建設業の種類に係るものについて「技術者一覧表」（P91～P93）

に従い、該当するコードを記入してください。 

７ 「講習受講」の欄 

「講習受講」の欄は、建設業法第 15 条第２号イに該当する者が、法第 27 条の 18 第１

項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている場合であって、法第 26 条の６か

ら第 26 条の８までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した場合は「１」

を、その他の場合は「２」を記入してください。 
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８ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄 

「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第 27 条の 18 第１項の規定により監理技術

者資格者証の交付を受けている者についてその交付番号を記入してください。 

９ 「ＣＰＤ単位取得数」の欄 

「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は同法第 15 条第２号

イ、ロ若しくはハに規定する者又は１級若しくは２級の第一次検定に合格した者が、審査

基準日から１年以内に取得したＣＰＤ（建設工事の施工の管理に従事する者を対象として

その能力の向上を目的として行われる継続学習をいう。以下同じ。）の単位数を記入して

ください。 

※ ＣＰＤ単位取得数の数値を求める計算方法については、P85 「告示別表第 20」をご覧

になり、「ＣＰＤ受講証明書」に記載された修得数から求めた数値を記入してください。 

ただし、算入できるＣＰＤ単位数は一人当たり３０単位を上限とします。 



別紙三

建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況

〔1.該当、2.非該当 〕

建設業の営業継続の状況

〔1.有、2.無 〕

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

建設機械の保有状況

国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況

60

（人）

  1.えるぼし認定（1段階目）、2.えるぼし認定（2段階目）、
  3.えるぼし認定（3段階目）、4.プラチナえるぼし認定   、5.非該当

〔1.くるみん認定、2.トライくるみん認定、3.プラチナくるみん認定、4.非該当 〕

〔1.ユースエール認定、2.非該当 〕

,,
（人） 控除対象者数

20

,
（人） 技能者数

5 9 10 15

, ,
（人）（単位） 技術者数

新規若年技術職員数(Ｃ) 新規若年技術職員の割合(Ｃ／Ａ)

〔1.該当、2.非該当 〕 (人)

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

法定外労働災害補償制度加入の有無

技 術 職 員 数 ( Ａ ) 若 年 技 術 職 員 数 ( Ｂ ) 若年技術職員の割合(Ｂ／Ａ)

(人) (人)

3

新規若年技術職員の育成及び確保 ４ ５

４

3

ＩＳＯ１４００１の登録の有無 ６ ５ 〔1.有、2.無 〕

3

ＩＳＯ９００１の登録の有無 ６ ４ 〔1.有、2.無 〕

（台）

3

エコアクション２１の認証の有無 ６ ３ 〔1.有、2.無 〕

3 5

建設機械の所有及びリース台数 ６ ２

(千円)

’ ’ ’ ’ ’ ’

(千円)
,

（千円）
,

研究開発費（２期平均） ６ １
,

（人）

審 査 対 象 事 業 年 度 審査対象事業年度の前審査対象事業年度

3 5 10

（人）

3 5

二級登録経理試験合格者等の数 ６ ０
,

3 5

公認会計士等の数 ５ ９
,

3

監査の受審状況 ５ ８
  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

3

指示処分の有無 ５ ７ 〔1.有、2.無 〕

営業年数 ５ ３

3

営業停止処分の有無 ５ ６ 〔1.有、2.無 〕

3 再生手続又は更生手続開始決定日 再生計画又は更生計画認可日 再生手続又は更生手続終結決定日

     年     月     日

3

防災協定の締結の有無 ５ ５ 〔1.有、2.無 〕

民事再生法又は会社更生法の適用の有無 ５ ４ 令和    年     月     日 令和      年     月     日 令和

3 5 初めて許可（登録）を受けた年月日

（年）
昭和
平成
令和

   年     月     日

休業等期間 備考（組織変更等）

年　　　　か月

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有
無

５ ２ 〔1.有、2.無 〕

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要
な措置の実施状況

５ １ 〔1.「全ての建設工事で実施」に該当、2.「全ての公共工事で実施」に該当、3.非該当 〕

3

3

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況 ５ ０

3

次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況 ４ ９

3

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ
く認定の状況

４ ８

3

技能レベル向上者数 ４ ７

3

CPD単位取得数 ４ ６

5 10 11 15

,

３ 〔1.有、2.無 〕

3

若年技術職員の継続的な育成及び確保 ４ ４

3

４ ２ 〔1.有、2.無 〕

3

その他の審査項目（社会性等）

項 番 3

４ １ 〔1.有、2.無 〕建設業退職金共済制度加入の有無

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ４

・審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から１年７か月以上の使用期間が

定められているものに限る。）により使用するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、

モーターグレーダー（建設機械抵当法施行令別表に規定するもの）、ダンプ車及び移動式クレーン、

締固め用機械、解体用機械、アスファルト・フィニッシャ、不整地運搬車について、台数の合計を記入

します。・建設機械の保有状況一覧表（別表１）も提出

エコアクション２１、国際標準化機構第９００１号（品質管理）、第１４００１号（環境管理）に登録さ

れている場合（登録範囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限ら

れている場合を除く。）は、「１」を、登録されていない場合は「２」を記入

建設業法上の全ての営業所が含まれていない場合は加点対象とならないことに注意

「監査の受審状況」欄において「１」を記載した場合のみ、２期平均の額を記入

それ以外の場合は、「０」を記入開発費５，０００万円以上から加点対象

規則別記様式第17号の2注記表に記載
された研究開発費の額を記載

以下の区分により記入（審査基準日時点）

「１」…会計監査人の設置を行っている場合（監査
報告書において、無限定適正意見、限定付適正

意見が表明された場合に加点）

「２」…会計参与の設置を行っている場合（会計参
与報告書が作成されている場合に加点）

「３」…次の者のいずれか（社内の者に限ります。）
が経理処理の適正を確認した旨の書類（経審通

知に規定、国交省ＨＰに掲載）に自らの署名を付

したものを提出している場合・公認会計士、税理

士・登録計理士講習実施機関に登録された１級

登録経理士

建設業法第２８条に基づく「営業

停止」及び「指示処分」の有無に

ついて記入する

「行政指導（勧告等）」及び発注

者が行う「指名停止等措置」は該

当しない

（審査基準日直前の１年間の状

況について記入する）

法的整理（民事再生法、会社更生法）の申立を平成２３年４月

１日以降に行い、手続開始の決定を受けた場合、「１」を記入

それ以外の場合は、「２」を記入

下記54カラムで「１」を入力した者が、再生（更生）期間終了後（再生（更
生）手続終結決定日以後）は、ゼロ年からスタート

審査基準日が宣言日以降であり、誓約書（別記様式７号）が提出されていることが必要

別記様式５号において

レベル向上者数：技能者名簿で「レベル向上」欄に○印が記載されている者の数を記入

技能者数：技能者名簿に記載されている人数を記入

控除対象者数：技能者名簿で「控除対象者」欄に○印が記載されている者の数を記入

どちらか一方でも導入している場合は「１」と記入

誓約書（別記様式６号）が提出されていることが必要

（Ｂ／Ａ）が１５％以上の場合は「１」と記入

CPD単位：技術職員名簿及びCPD単位を取
得した技術職員名簿（別記様式４号）に記

載したCPD単位取得数の合計を記入
技術者数：技術職員名簿及びCPD単位を
取得した技術職員名簿（別記様式４号）に

記載されている人数の合計を記入

４８～５０

審査基準日において認定さ

れているものを記入
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○ 記載要領 

１ カラム４ １「建設業退職金共済制度加入の有無」の欄 

審査基準日において、勤労者退職金共済機構との間で、特定業種退職金共済契約を締結している場

合は「１」を、締結してない場合は「２」を記入してください。 

２ カラム４ ２「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無」の欄 

審査基準日において、次のいずれかに該当する場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は「２」

を記入してください。 

（１）労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規

則が定められていること。 

（２）勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されている

こと。 

（３）所得税法施行令（昭和 40 年政令第 96 号）に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済に

ついての契約が締結されていること。 

（４）厚生年金基金が設立されていること。 

（５）法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。 

（６）確定給付企業年金法（平成 13 年法律第 50 号）に規定する確定給付企業年金が導入されているこ

と。 

（７）確定拠出年金法（平成 13 年法律第 88 号）に規定する企業型年金が導入されていること。 

３ カラム４ ３「法定外労働災害補償制度加入の有無」の欄 

審査基準日において、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災共

済協同組合連合会等、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償

保険法（昭和 22 年法律第 50 号）に基づく保険給付の基因となつた業務災害及び通勤災害（下請負人

に係るものを含む。）に関する給付についての契約を、締結している場合は「１」を、締結していな

い場合は「２」を記入してください。 

４ カラム４ ４「若年技術職員の継続的な育成及び確保」の欄 

審査基準日において、満 35 歳未満の技術職員の人数が技術職員の人数の合計 15％以上に該当する

場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入してください。また、「技術職員数」の欄には別

紙二の技術職員名簿に記載した技術職員の合計人数を、「若年技術職員数」の欄には、審査基準日

において満 35 歳未満の技術職員の人数を、「若年技術職員の割合」の欄には「若年技術職員数」の

欄に記載した数値を「技術職員数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記入してく

ださい。 

５ カラム４ ５「新規若年技術職員の育成及び確保」の欄 

審査基準日において、満 35 歳未満の技術職員のうち、審査対象年内に新規に技術職員となった人

数が技術職員の人数の合計の１％以上に該当する場合は「１」を、該当しない場合は「２」を記入

してください。また、「新規若年技術職員数」の欄には、別紙二の技術職員名簿に記載された技術

職員のうち、「新規掲載者」欄に○が付され、審査基準日において満 35 歳未満のものの人数を、

「新規若年技術職員の割合」欄には「新規若年技術職員数」の欄に記載した数値を前項「技術職員

数」の欄に記載した数値で除した数値を百分率で表し、記入しください。 
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６ カラム４ ６「ＣＰＤ単位取得数」の欄 

「ＣＰＤ単位取得数」の欄は、審査基準日以前１年のうちに取得したＣＰＤの単位数（算入でき

るＣＰＤ単位数は１人当たり 30 単位を上限とする。）の合計数を記載してください。 

※計算方法は、P86「告示別表第 20」に記載あり。また、P86 様式第 4 号「ＣＰＤ単位を取得した術

者名簿(確認書類 31)」の CPD 単位総計となります。 

「技術者数」の欄は、監理技術者になる資格を有する者、主任技術者になる資格を有する者、一

級技士補及び二級技士補の数の合計となることから、「技術職員名簿(提出書類 5)」に記載されて

いる上記資格を有する者と P86 様式第 4 号「ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿(確認書類 31)」に

記載された者の合計数を記入してください。 

７ カラム４ ７「技能レベル向上者数」の欄 

「技能レベル向上者数」の欄は、「技能者数」の欄に記載した数に含まれる者が審査基準日以前

３年のうちに国土交通大臣が定める建設技能者の能力評価制度により受けた評価（以下この７にお

いて「認定能力評価」という。）の区分が審査基準日の３年前の日において受けている評価の区分

より１以上上位であった技能者の数を記入してください。 

※P87 様式第５号「技能者名簿」の「レベル向上の有無」の欄に○印がつけられた者の合計数が記入さ

れます。 

「技能者数」の欄は、審査基準日において審査基準日以前３年のうちに建設工事の施工に従事した

者であつて規則第 14 条の２第２号チ又は同条第４号チに規定する建設工事に従事する者に該当す

る者の数から建設工事の施工の管理のみに従事した者の数を除いた数を記入してください。（作業

員名簿に記載された継続的な雇用をされている者の数） 

※P87 様式第５号「技能者名簿」に記載された者の合計数が記入されます。 

「控除対象者」欄は、審査基準日以前３年のうちに認定能力評価により評価が最上位の区分に該当

するとされた者の数を記載することとします。 

※P87 様式第５号「技能者名簿」の「控除対象」の欄に○印がつけられた者の合計数が記入されます。 

８ カラム４ ８「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況」の欄 

審査基準日において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27 年法律第 64号）

に基づく「えるぼし認定（第１段階目）」を受けている場合は「１」を、「えるぼし認定（第２段階

目）」を受けている場合は「２」を、「えるぼし認定（第３段階目）」を受けている場合は「３」を、

「プラチナえるぼし認定」を受けている場合は「４」を、いずれの認定も受けていない場合は「５」

を記入してください。 

９ カラム４ ９「次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況」の欄 

審査基準日において、次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律第 120 号）に基づく「くるみん認

定」を受けている場合は「１」を、「トライくるみん認定」を受けている場合は「２」を、「プラチ

ナくるみん認定」を受けている場合は「３」を、いずれの認定も受けていない場合は「４」を記入し

てください。 

10 カラム５ ０「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況」の欄 

審査基準日において、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45年法律第 98号）に基づく「ユ

ースエール認定」を受けている場合は「１」を、受けていない場合は「２」を記入してください。 
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11 カラム５ １「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の欄 

審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請け負つた工事のうち、国土交通大臣が定める建設工

事以外の全ての建設工事において建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置と

して国土交通大臣が定めるものを実施した場合は「１」を、国土交通大臣が定める公共工事以外の全

ての公共工事において当該措置を実施した場合は「２」を、いずれにも該当しない場合は「３」を記

入してください。 

12 カラム５ ２「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無」の欄 

審査基準日までに建設技能者を大切にする企業の自主宣言を行っている場合は「１」を、行ってい

ない場合は「２」を記入してください。 

13 カラム５ ３「営業年数」の欄 

審査基準日までの建設業の営業年数（建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をい

い、休業等の期間を除く。ただし、平成 23 年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更

生手続開始の決定を受け、かつ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けた建設業者は、

当該再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けてから営業を行っていた年数をいい、休業等

の期間を除く。）を記入し、表内の年号については不要のものを消してください。 

14 カラム５ ４「民事再生法又は会社更生法の適用の有無」の欄 

平成２３年４月１日以降の申立てに係る再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受け、か

つ、再生手続終結の決定又は更生手続終結の決定を受けていない場合は「１」を、その他の場合は

「２」を記入してください。 

15 カラム５ ５「防災協定の締結の有無」の欄 

審査基準日において、国、特殊法人等（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平

成 12 年法律第 127 号）第２条第１項に規定する特殊法人等）又は地方公共団体との間で、防災活動

に関する協定を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入してください。 

16 カラム５ ６「営業停止処分の有無」の欄 

審査対象年において、法第２８条の規定による営業の停止を受けたことがある場合は「１」を、受

けたことがない場合は「２」を記入すること。 

17 カラム５ ７「指示処分の有無」の欄 

審査対象年において、法第２８条の規定による指示を受けたことがある場合は「１」を、受けたこ

とがない場合は「２」を記入してください。 

18 カラム５ ８「監査の受審状況」の欄 

審査基準日において、会計監査人の設置を行っている場合は「１」を、会計参与の設置を行ってい

る場合は「２」を、公認会計士法第 28 条の規定による研修を受講した公認会計士又は所属税理士会が

認定する税理士並びに登録経理講習実施機関に登録された一級登録経理士が経理処理の適正を確認

した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合は「３」を、いずれにも該当しない場合

は「４」を記入してください。 

19 カラム５ ９「公認会計士等の数」の欄 

公認会計士法第 28 条の規定による研修を受講した公認会計士又は所属税理士会が認定する研修を

受講した税理士の人数を記入してください。（公認会計士及び税理士として登録されていることが

前提。） 
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一級登録経理試験に合格した者であって、合格した日の属する年度の翌年度の日から起算して５年

を経過しないもの又は一級登録経理講習を受講した者であって、受講した日の属する年度の翌年度の

開始の日から起算して５年を経過しないものの人数を記入してください。また、平成 28 年度以前に

１級登録経理試験に合格した者も該当になります。（令和 5 年 3 月までに限る）。 

20 カラム６ ０「二級登録経理試験合格者の数」の欄 

二級登録経理試験に合格した者であつて、合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算

して５年を経過しないもの、二級登録経理講習を受講した者であつて、受講した日の属する年度の

翌年度の開始の日から起算して５年を超過しないもの又は第 18 条の３第３項第２号ニに該当する者

（二級の登録経理講習を受講した者と同等以上と認められる者とされる者に限る。）の人数の合計

を記入してください。 

21 カラム６ １「研究開発費（２期平均）」の欄 

審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開発費の額の平均の

額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」を記入してくださ

い。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研

究開発費の額を記入してください。 

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示してください。 

ただし、会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第６号に規定する大会社にあっては、百万円未満

の端数を切り捨てて表示することができます。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する際に生じ

る百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入してください。 

22 カラム６ ２「建設機械の所有及びリース台数」の欄 

審査基準日において、自ら所有し、又はリース契約（審査基準日から１年７月以上の使用期間が定

められているものに限る。）により使用する建設機械抵当法施行令（昭和 29年政令第 294 号）別表に

規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー、土砂等を

運搬する貨物自動車であつて自動車検査証（道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 60条第１

項の自動車検査証をいう。以下同じ。）の車体の形状の欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダ

ンプセミトレーラ」と記載されているもの及び自動車検査証の車体の形状の欄に「アスファルト・フ

ィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車並びに労働安全衛生法施行令（昭和 47 年政令第 318

号）第 12 条第１項第４号に掲げるつり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン、同令第 13条第３項

第 33号に掲げる不整地運搬車、同項第 34 号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車、

同令別表第７第４号に掲げる締固め用機械及び同表第６号に掲げる解体用機械について、台数の合計

を記入してください。 

23 カラム６ ３「エコアクション２１の認証」の欄 

審査基準日において、エコアクション２１の認証を取得している場合（認証範囲に建設業が含まれ

ていない場合及び認証範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は「１」を、取得されてい

ない場合は「２」を記入してください。 

24 カラム６ ４「ＩＳＯ９００１の登録の有無」の欄 

審査基準日において、国際標準化機構第９００１号の規格により登録されている場合（登録範囲

に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は

「１」を、登録されていない場合は「２」を記入してください。 
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25 カラム６ ５「ＩＳＯ１４００１の登録の有無」の欄 

審査基準日において、国際標準化機構第１４００１号の規格により登録されている場合（登録範

囲に建設業が含まれていない場合及び登録範囲が一部の支店等に限られている場合を除く。）は

「１」を、登録されていない場合は「２」を記入してください。 
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４ 審査結果の通知 

審査の結果、特に問題がなければ、申請日から概ね１か月程度で「経営規模等評価結果通

知書・総合評定値通知書」が郵送されます。審査結果については以下の点に注意してくださ

い。 

この点に注意（重要）  

・ 申請内容は管轄する建設事務所での審査のほか、専用システムのデータベースに登 

録してエラーチェックを行います。ここでエラーが出た場合は、再度内容を確認させ

ていただくことがありますのでご注意ください。なお、このエラーが出た場合は、通

常より審査結果がお手元に届くまで時間がかかりますのでご注意ください。 

・ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、公共工事の各発注機関が行う入

札参加資格審査の際必要となりますので、大切に保管してください。 

 

５ 申請後の手続き 

（１）再審査 

ア 審査結果に異議のある場合 

経営規模等評価の結果について異議のある方は、福島県知事に対して、結果通知を受

けた日から３０日以内に再審査を申し立てることができます。ただし、再審査の申請が

できるのは、行政庁側の審査ミスによる場合に限られますのでご注意ください。 

イ 経営事項審査の基準や評価方法に改正があった場合 

国土交通大臣が定める経営事項審査の基準その他の評価方法（経営規模等評価に係る

ものに限る）が改正された場合について、当該改正前の基準で審査の結果の通知を受け

た方は、当該改正の日から１２０日以内に限り、再審査（当該改正に係る事項に限る）

を申し立てることができます。 

○ 必要書類 

・ 様式第２５号の１４による再審査申立書 

・ 再審査に必要となる書類一式の提出または提示（アの場合は、異議のある審査項

目を確認するために必要な書類） 

・ 従前の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

 

（２）再申請 

ア 虚偽の申請に対して、監督処分として、是正を指示する場合 

イ 経営事項審査結果が有利に誤っている場合 

ウ 結果通知書交付後に新たな審査対象業種を追加する場合、申請者のミスにより当初評

価されなかった項目を訂正して申請する場合追加する業種の完成工事高は「その他工事」

に計上していたもので、契約書等から追加業種の工事と認められるものは計上できます。

ただし、受審済の業種の点数を変えることはできませんので注意してください。 

○ 必要書類 

・ 再申請に必要となる書類一式の提出または提示（通常の申請と同様） 

・ 交付済みの経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（回収します） 
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（３）再交付（紛失、汚損を理由とする場合） 

「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」の再発行はできません。ただし、紛

失や汚損の場合は、県で保管している通知書写しを再交付することができます。 

再交付を望む方は、任意の様式による再交付申請書（代表者名で実印のあるもの）を管

轄の建設事務所へ提出してください。申請が適正であれば、結果通知書に「再交付」の表

示をしたうえで交付しますが、なるべくこのようなことがないようにしてください。 

 

６ 虚偽申請について 

（１）虚偽申請に対する罰則等 

ア 虚偽申請に対する罰則（建設業法第５０条第１項第４号） 

経営規模等評価申請書、経営状況分析申請書、財務諸表等に虚偽の記載をして提出し

た者は、６月以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処せられます。 

イ 虚偽報告等に対する罰則（建設業法第５２条第１項第４号） 

国土交通大臣又は都道府県知事が、経営事項審査のために必要と認めて申請者である

建設業者に報告を求め、又は資料の提出を求めたのにもかかわらず、報告せず、若しく

は資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した場合には、

１００万円以下の罰金に処せられます。 

ウ 許可の取消し（建設業法第８条第７号及び８号並びに第２９条第１項第２号の規定） 

上記のア、イの刑に処せられた場合には、許可の取り消しを受け、その後５年間は改

めて許可を受けることができません。 

（２）虚偽申請に対する調査 

当県では、以下の状況により虚偽申請が疑われる場合には、立入検査を行います。 

ア 建設事務所での審査の段階で虚偽申請が疑われる場合 

イ 虚偽申請情報が寄せられた場合 

ウ 申請内容の固有システムへの登録の段階で虚偽申請が疑われるエラーが出た場合 

エ 虚偽申請防止対策により各経営状況分析登録機関から当県に情報提供される経営

状況分析に係る異常値情報について、その内容を確認する必要がある場合 

オ その他申請内容を確認する必要がある場合 

なお、当該立入検査は、建設業法第３１条の規定に基づくものであり、当該検査や資料

の提出を拒んだり、虚偽の報告をした場合には、上記（１）イの罰則が適用されます。 

 

７ 参考 

（１）申請書及び提出書類用紙等の入手方法 

経営規模等評価申請に必要な書類は、福島県土木部建設産業室のホームページからダウ

ンロードできます。検索エンジンで「福島県 経営事項審査 様式」と検索してください。 

なお、インターネットの環境がなく、ホームページからのダウンロードサービスが受け

られない場合は、最寄りの建設事務所でも取り扱っていますので、お問い合わせください。 

（２）経営規模等評価申請書等及び確認書類の提出先 

審査は主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所で事前審査（郵送）を行います。ま

た、令和５年１月１０日から、電子申請 （ＪＣＩＰ）での受付けを開始しました。検索エ
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ンジンで「ＪＣＩＰ」と検索してください。 

 

 ○経営規模等評価審査実施機関 

実施機関 連絡先（住所／電話番号／ＦＡＸ番号） 管轄地域 

 

県北建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒960－8670 

福島市杉妻町 2-16(県庁北庁舎 6 階) 

電 話：０２４－５２１－２４９８ 

ＦＡＸ：０２４－５２１－２８４９ 

福島市、二本松市、 

伊達市、本宮市、 

伊達郡、安達郡 

 

県中建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒963－8540 

郡山市南一丁目 94 

電 話：０２４－９３５－１３２９ 

ＦＡＸ：０２４－９３５－１５４４ 

郡山市、須賀川市、 

田村市、岩瀬郡、 

石川郡、田村郡 

 

県南建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒961－0971 

白河市字昭和町 269 

電 話：０２４８－２３－１６１６ 

ＦＡＸ：０２４８－２３－１５０４ 

白河市、西白河郡、 

東白川郡 

 

会津若松建設事務所

行政課 

 

所在地：〒965－8501 

会津若松市追手町 7-5 

電 話：０２４２－２９－５４２７ 

ＦＡＸ：０２４２－２９－５４１３ 

会津若松市、大沼郡、

河沼郡 

 

喜多方建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒966－0901 

喜多方市松山町鳥見山字下天神 6-3 

電 話：０２４１－２４－５７１３ 

ＦＡＸ：０２４１－２４－５７２９ 

喜多方市、耶麻郡 

 

南会津建設事務所 

総務課 

 

所在地：〒967－0004 

南会津町田島字根小屋甲 4277-1 

電 話：０２４１－６２－５３０６ 

ＦＡＸ：０２４１－６２－５３４０ 

南会津郡 

 

相双建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒975－0031 

南相馬市原町区錦町 1-30 

電 話：０２４４－２６－１２０７ 

ＦＡＸ：０２４４－２６－１３３４ 

相馬市、南相馬市、 

双葉郡、相馬郡 

 

いわき建設事務所 

行政課 

 

所在地：〒970－8026 

いわき市平字梅本 15 

電 話：０２４６－２４－６１０９ 

ＦＡＸ：０２４６－２４－６０５８ 

いわき市 

※ 経営規模等評価審査についての不明な点がございましたら、上記機関又は土木部建設産

業室までお問い合わせください。 



副本 副本

(県提出) (控え)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ － ○

○ － ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ － －

○ － －

○ － ○

－ － －

★退職一時金制度導入の有無に関する確認書類
□　退職手当の定めがある労働協約又は就業規則を示す文書
□　勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部又は特定退職金共済団体の発行する加入証明書・共済契約書そ
の他これらに類するもの

★建設業退職金共済制度加入の有無に関する確認書類
□　勤労者退職金共済機構建設業退職金共済組合の発行する加入・履行証明書（経審申請用）

【利払前税引前償却前利益に関する確認書類】　※経営状況分析結果通知書に参考値が記載されている場合は、特殊経審・
決算期変更時を除き提出不要。詳しくは、手引のP９参照。
□　損益計算書
□　法人税申告書別表１６（１）及び（２）
□　その他減価償却費として計上した金額を証明する書類

□ 審査手数料証紙貼付書　※建設事務所からの連絡後に副本と共に提出

《申請書類等》証紙以外の正本は、確認書類と一緒に提出。証紙と副本は、建設事
務所からの連絡後に一緒に提出。

チェックリストは、証紙以外の正本及び確認書類と一緒に提出
【経営事項審査申請の手引Ｐ８～Ｐ１５で確認後、チェックしてください】

【申請全体に関する確認書類】
□　建設業許可通知書又は建設業許可申請書
□　法人番号指定通知書又は国税庁法人番号公表サイト検索結果一覧を出力したもの
□　法人税又は所得税納税確定申告書控え
□　前期又は前々期分の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
□　前回の経営規模等評価申請書提出書類一式

許可番号 前年　　　・　　２年前　　　・３年前

正本

※以下について、該当する□にチェックを入れてください。

経審受審歴
※受けたものに「○」

申請者

□ 返信用封筒

□ 経営状況分析結果通知書（正本：原本、副本：写し）

【その他審査項目に関する確認書類】

□ 委任状（代理申請の場合）

《確認書類》　※該当するものを全て写しで提出してください。

経営事項審査申請に係るチェックリスト

【工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高の確認書類】
□　消費税及び地方消費税の納税証明書
□　消費税確定申告書控え
□　工事経歴書に記載された工事に係る請負契約書（建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位３件ずつ）

□ 直前３年の各事業年度における工事施工金額　※許可申請時（決算後の変更届を含む）に提出
されていれば省略可）

□ 工事種類別完成工事高【別紙１】

□ 経営規模等評価申請書･経営規模等評価再審査申立書・総合評定値請求書【様式第25号の14】

□ 工事経歴書　※許可申請時（決算後の変更届を含む）に提出されていれば省略可）

□ その他審査項目【別紙３】

【技術職員数・技術職員名簿に関する確認書類】
□　技術者の合格証、免許等、卒業証書又は卒業証明書。能力評価（レベル判定）結果通知書　※有効期間の定めがなく、前
回提出した技術職員名簿で変更ない場合は、省略可
□　実務経験証明書　※有効期間の定めがなく、前回提出した技術職員名簿で変更ない場合は、省略可
□①事務所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書若しくは所属企業の雇用証明書
□②社会保険被保険者標準報酬月額決定通知書　※①と②はセットで提出。
□③事務所の名称が記載された雇用保険被保険者資格取得等確認通知書　※①と②の提出が無い場合に提出
□　 住民税特別徴収税額通知書
□ 　所得税源泉徴収票　　　　　　　　　「①と②」の書類が提出ができない場合、左記書類を複数提出
□　賃金台帳及び出勤簿
□　タイムカード等
□　高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者であることを証する会社の書面
□　継続雇用制度について定めた労働基準監督署の受付印のある就業規則
□　監理技術者の資格証及び監理技術者講習修了証
□　登録基幹技能者講習修了証

□ 技術職員名簿【別紙２】

□ 建設機械の保有状況一覧表
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★国又は国際標準化機構が定めた規格による登録の状況に関する確認書類
□　審査登録機関の認証を証明する書類（認証登録証明書及び付属書）

★女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の状況、次世代育成支援対策推進法に基づく認定の状況、
青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の状況に関する確認書類
□ 都道府県労働局長から交付された直近の認定通知書（基準適合一般事業者主認定通知書、基準適合事業主認定通知書
等）の写し

★建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況に関する確認書類
□　別紙第６号：建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関す
る同意書
　※令和５年８月１４日以降を審査基準日とする申請に限り評価対象のため、審査基準日が令和５年８月１３日までの経営事項
審査は加点対象外。

★建設業の営業継続の状況に関する確認書類
□　裁判所から送付される民事再生または会社更生手続開始決定通知書
□　民事再生又は会社更生手続終結決定を受けたことを証する書面（官報公告等）

★防災活動への貢献の状況に関する確認書類
□　国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定書
所属している社団法人等の団体が、国、特殊法人等又は地方公共団体との間に防災協定を締結している場合は、以下の書
類。
□　当該団体が締結している防災協定書
□　申請者が当該団体に加入していることを証する書類
□　防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類

★建設業経理に関する確認書類
□　有価証券報告書又は監査調書
□　会計参与報告書
□　経理処理の適正化を確認した旨の書類
□　公認会計士、税理士の資格を有することを証する書面又は講習受講の修了証　、一級・二級登録経理試験（一級・二級建
設業経理事務士）の合格証書又は講習受講の修了証
□　公認会計士、会計士補、税理士、一級・二級登録経理試験合格者の常勤性が確認できる書類

★研究開発の状況に関する確認書類
□　有価証券報告書又は改正後の様式を作成している場合は注記表(建設業法施行規則別記様式17号の2)

★建設機械の保有状況に関する確認書類
□　売買契約書
□　特定自主検査記録表（新車で購入して１年以内のため特定自主検査を一度も受けていない場合は、出荷標章及び全体写
真、または初回特定自主検査実施時期証明書）
□　自動車検査証又は移動式クレーン検査証
□　リース契約書

★建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無の確認書類
□　別紙第７号：「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書
□　自主宣言制度において宣言していることを証する書面の写し
　　※自主宣言制度ＨＰにおける各宣言企業の詳細ページのうち「宣言内容」をダウンロードすることで取得可能

★企業年金制度の有無に関する確認書類
□　厚生年金基金の発行する加入証明書又は適格退職年金契約の契約書
□　確定拠出年金導入の場合、確定拠出年金運営管理機関の発行する加入証明書
□　確定給付企業年金導入の場合、基金型であれば企業年金基金の発行する加入者証明書又は、規約型であれば資産管理
運用機関の発行する加入証明書

★法定外労働災害補償制度加入の有無に関する確認書類
□　(公財)建設業福祉共済団体、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済共同組合連合会、（一社）全国労働保険事務
組合連合会等又は保険会社との間で労働者災害補償保険法に基づく保険給付の基因となった業務災害等に関する給付につ
いての契約をしている場合で、これらの機関の発行する加入証明書又は保険証券その他これに類するもの

★知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況　※CPD単位の取得がある方及び技能レベル向上者がいる場合は、様
式４号及び様式５号（作業員名簿含む）も提出してください。
□　様式４号：CPD単位を取得した技術者名簿
□　様式５号：技能者名簿
□　ＣＰＤ受講証明書、ＣＰＤ実績証明書、学習履歴証明書等
□　能力評価（レベル判定）結果通知書
□　様式第４号及び様式第５号に記載がある者に係る常勤性及び継続雇用の確認書類
□　様式第５号に記載がある者に係る作業員名簿

※追加で資料の送付をお願いする場合があります。

 70



イ　様式第１号　工事種類別完成工事高付表
様式第1号

（用紙A4）

申請者

審査対象建設業 完成工事高

工事種類別完成工事高付表

注）　申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま審査対象建設業ごとに
　　記載すること。
　　(1)　一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工
　　　　事高に加えて申し出ようとする者。
　　(2)　一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても(1)と同様の方法により計算して申し出よ
　　　　うとする者。
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ウ 様式第２号 経理処理の適正を確認した旨の書類

様式第２号 （用紙Ａ４）

経理処理の適正を確認した旨の書類

私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行う

ため、

の 年 月 日から 年 月

日までの第 期事業年度における計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、株主資本等変動計算書及び注記表について、我が国において一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌され作成された

ものであること及び別添の会計処理に関する確認項目の対象に係る内容について

適正に処理されていることを確認しました。

地方整備局長

北海道開発局長

福島県知事 殿

年 月 日

商号又は名称

所属・役職

氏 名

以上

記載要領

「 地方整備局長

北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。

知事」
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エ 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度対象者であることを証する会社の代表者が証明する書面

記 載 例

様式第３号

（用紙Ａ４）

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、下表に掲げる者

については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明します。

年 月 日

地方整備局長

北海道開発局長

福島県知事 殿

住所

商号又は名称

代表者氏名

通番 氏 名 生年月日

１－２０ 福島 一郎 S25.6.22

技術職員通番号

技術職員名 簿頁番号

記載要領

１ 「 地方整備局長

北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。

知事」

２ 規則別記様式第２５号の１４・別紙２の技術職員名簿に記載した者のうち、審査基準日において継続

雇用制度の適用を受けている者（６５歳以下の者に限る。）について記載すること。

３ 通番、氏名及び生年月日は、規則別記様式第２５号の１４・別紙２の記載と統一すること。
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オ 防災協定証明書

（標準様式）

証 明 書

所 在 地

商号又は名称

許 可 番 号

代 表 者 名

上記の者は（審査基準日）○○年○○月○○日において、当○○協

会○○支部の構成員であり、かつ、○○年○○月○○日付けで福島県

○○建設事務所長との間で締結した「災害時における応急対策業務の

支援に関する協定（←協定名等を記載してください。）」に基づいて災

害応急活動等に従事する者であることを証明する。

（証明日を記入） 年 月 日

団体名 ○○協会○○支部

会 長 ○○ ○○
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カ 審査手数料証紙貼付書

審査手数料証紙貼付書

所 在 地

申 請 者

(経営規模等評価)

円
申 請 手数料 (総合評定値請求) 備 考
業種数 業種 （円） 円

(合 計)

円



建設業退職金共済事業加入･履行証明願 

共済事業加入及び共済契約の履行状況を下記により証明願います。 

令和  年  月  日 

勤労者退職金共済機 構 

建 退 共 福 島 県 支 部 長 殿 

住  所 

名  称 

代 表 者 

電話番号 

①共済契約成立年月日    年  月  日 
⑩直前決算日における直近１か年間の元請から 

受 け た 電 子 申 請 に よ る 掛 金 充 当 額    円 

②共済契約者番号 － 
⑪直前決算日における直近１か年間の下請に

行 っ た 電 子 申 請 に よ る 掛 金 充 当 額 円 

③建設キャリアアップシステム

事 業 者 Ｉ Ｄ 
⑫事務 受託者 番 号

④直前決算日における

被 共 済 者 数 人 

⑬決算日及び決算期間

令和  年  月  日～令和  年  月  日 

⑤直前決算日における直近１か年間の

手 帳 更 新 数 冊 

⑭工事施工高

（土 木） （建築･その他） 

公共工事 千円 千円 

民間工事 千円  千円 

合 計 千円 

⑥直前決算日における直近１か年間の

証 紙 購 入 額 円 

⑦直前決算日における直近１か年間の元請から 

現物で交付を受けた証紙の金額    円 

⑧直前決算日における直近１か年間の下請へ

現物で交付した証紙の金額 円 

⑮その他

⑨直前決算日における直近１か年間の電子申請

による掛金充当額（自社分） 円 

建設業退職金共済事業加入･履行証明書 

上記のとおり相違ないことを証明します。 

証 第 号 

  令和 年 月  日 

勤 労 者 退 職 金 共 済 機 構 

建 退 共 福 島 県 支 部 

支部長 

申 請 者 

(共済契約者) 

昭和 

平成 

令和 

78 



77

「加入・履行証明願」申請要領 

建退共福島県支部 

 令和４年４月１日以降に加入・履行証明書を必要とされる場合は下記の書類をそろえて

申請してください。 

 また、加入・履行証明書発行については、「加入・履行証明書発行に関するフロー」で証

明願の申請が受付られるかどうか確認してから申請してください。 

［共済証紙貼付方式（電子申請方式併用を含む）提出書類チェックリスト］ 

□ １．建設業退職金共済事業加入・履行証明願 ２部（建退共福島県支部様式）

□ ２．共済手帳受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ３．共済証紙受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ４．①掛金収納書のコピー

②出勤簿等（加入・履行証明書発行に関するフロー「Ｑ2-2.イの場合」）

□ ５．証明手数料 １部１，０００円 定額小為替（無記名）または現金

□ ６．返信用封筒（定形の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの）

※ １は、建退共福島県支部のホームページ（http://www.kentaikyou.fukushima.jp）

からダウンロードしてください。但し、この証明願については、建退共本部のホ

ームページに記載されている様式は使用できません。

【購入した共済証紙の相当割合が下請に現物交付されている場合、下記提出書類も必要

となります。】 

□ ７．建退共制度に係る被共済者就労状況報告書・建設業退職金共済証紙受領書

（建退共事務受託様式第２号）のコピー 

□ ８．工事別共済証紙受払簿のコピー

※ ７・８は、決算期間内において、最も請負金額が大きい工事に関する報告書と受

払簿のみの提出となります。

［電子申請方式 提出書類チェックリスト］ 

□ １．建設業退職金共済事業加入・履行証明願 ２部（建退共福島県支部様式）

□ ２．共済手帳受払簿 １部（建退共本部様式）

□ ３．出勤簿等（加入・履行証明書発行に関するフロー「Ｑ2-2.イの場合」）

□ ４．証明手数料 １部１，０００円 定額小為替（無記名）または現金

□ ５．返信用封筒（定形の封筒に宛先を記入し、切手を貼ったもの）

※ １は、建退共福島県支部のホームページ（http://www.kentaikyou.fukushima.jp） 

からダウンロードしてください。但し、この証明願については、建退共本部のホ

ームページに記載されている様式は使用できません。

http://www.kentaikyou.fukushima.jp/
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［加入・履行証明願記入要領］ 

欄名(一部略称) 記入要領 

①共済契約成立年月日
「建設業退職金共済契約者証」によって記入 

②共済契約者番号

③事業者ＩＤ
 建設キャリアアップシステムの登録時に通知された事業者ＩＤを記

入。但し、同システムに登録していない場合は、記入する必要なし 

④被共済者数 直前決算日において手帳の交付を受けている労働者の人数を記入 

⑤手帳更新数 直前決算日における直近１か年間の手帳の更新冊数 

⑥証紙購入額 直前決算日における直近１か年間の購入金額を記入 

⑦元請から現物で交付を

受けた証紙の金額

「共済証紙受払簿」により直前決算日における直近１か年間の金額を 

記入 

⑧下請へ現物で交付した

証紙の金額

「共済証紙受払簿」により直前決算日における直近１か年間の金額を 

記入 

⑨電子申請による掛金充

当額（自社分）

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑩元請から受けた電子申

請による掛金充当額

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑪下請に行った電子申請

による掛金充当額

直前決算日における直近１か年間の掛金充当額を記入 

⑫事務受託者番号
「建設業退職金共済事務受託者証」によって記入。但し、事業主が事務

受託者証の交付を受けていない場合は、記入する必要なし 

⑬決算日及び決算期間 本証明願の申請日に最も近い決算日及び該当する期間を記入 

⑭工事施工高

直前決算日における直近１か年間の完成工事高。但し、公共・民間工

事に区分し、それらの金額を土木（「土木一式工事」、「とび・土工・コ

ンクリート工事」、「ほ装工事」、「しゅんせつ工事」）と建築・その他（土

木以外の工事）に分けて記入。合計欄は全てを合算した金額。（経営事

項審査申請書の工事完成高の合計と一致すること） 

⑮その他
①～⑭に記載する内容の補足事項や、④の人数に対し⑤の冊数や

⑥の購入額が極端に少ない場合の理由等を記入

［ご 注 意］ 

・直前決算日内にＪＶで工事を施工した場合、構成員企業の出資比率で証紙を購入した

時に、その金額を⑥に加算してください。また、代表企業が一括して購入した場合も

⑥に加算してください。

・提出書類に不備があったり、証明願に必要事項が記入されていない時は、加入・履行

証明書の発行ができない場合がございます。

・受付は郵送のみで、支部受付の順番に発行しています。即日証明してお返しすること

はできません。

・支部受付日から発行まで７～１０営業日程度かかりますので、予めご了承願います。

・お急ぎの場合は、返信用封筒に速達料金を足して「速達」と記入してください。

［提 出 先］ 

  〒960-8061 福島市五月町４－２５ 勤労者退職金共済機構 建退共福島県支部 

  TEL０２４－５２３－１６１８ FAX０２４－５２２－４５１３ 
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済

証
紙
購
入
額

：共
済
証
紙
受
払

簿
、
掛
金

収
納

書
等
で
確
認

・電
子

申
請
に
よ
る
掛
金
充
当

額
：建

設
業
退
職
金
共
済
掛

金
納

付
・
充
当

状
況

証
明
書
等

で
確
認

＜
退
職

給
付
拠

出
額

等
の
計

算
＞

(１
)電

子
申
請
方
式

で
自
社
の
従
業
員
に
対
し
掛
金
充

当
し
た
額

・
・・
・
・・
・
・

円
(２
)電

子
申
請

方
式
で
元
請
か
ら
自
社
の
従
業

員
に
対

し
掛
金

充
当
さ
れ
た
額

円
(３
)共

済
証
紙
購
入

額
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・
・・
・・
・
・
・

円
(４
)前

年
度
か
ら
繰
越
し
た
共
済
証
紙
の
額

・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・

円
(５
)元

請
か
ら
現
物
交
付
さ
れ
た
共
済
証
紙
の
額

・・
・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・・
・
・

円
(６
)(
５
)の

う
ち
、
下
請

に
現
物
交
付
し
た
共
済
証
紙

の
額

・
・・
・
・・
・
・・
・
・
・・
・
・

円
計
算
式

(１
)＋

(２
)＋

(３
)＋

(４
)＋

(５
)－

(６
)

Ｑ
３
－
２
Ｑ
２
－

２
ア
又
は

イ
に
該

当
す
る
被

共
済
者

が
い
る
場
合

、
そ
の

方
の

退
職

給
付

拠
出

額
は

以
下

の
条

件
を
満

た
し
て
い
ま
す
か

？
(１
)ア

の
方
の
退
職

給
付

拠
出
額

加
入

～
決
算
期

の
月
数
×

４
，
３
４
０
円
(※

２
)以

上
で
あ
る
こ
と
。

(２
)イ

の
方
の
退
職
給
付
拠
出
額

年
間

の
就
労
日
数
×
３
１
０
円
(※

３
)以

上
で
あ
る
こ
と
。

(※
１
)～

(※
３
)は

、
「
加
入
・履

行
証
明
書
発

行
基
準
」
２
.を

ご
確

認
く
だ
さ
い
。

証
明

願
の

申
請

は
受

け
付

け
ら
れ

ま
せ

ん
。

更
新

数
は

被
共

済
者
数

に
見
合

う
数

で
す
か

？
（共

済
手

帳
受
払
簿

で
確
認

）

・被
共
済
者
数

人
・手

帳
更
新
数

冊

手
帳

更
新
数

が
被

共
済
者

数
以

上
で
あ
る
。

更
新
数

が
少

な
い
理

由
は

以
下

の
い
ず
れ
か

に
該
当

し
ま
す
か
？

ア
加
入
後
１
年
未
満
の
被
共

済
者
が
い
る

イ
個
人
的

事
情
等
に
よ
り
年
間

就
労
日
数
の
少
な
い

被
共
済
者
が
い
る
（
季
節
労

働
者
・高

齢
者
・病

弱
等
）

ウ
電
子
申

請
方
式
で
掛
金
納
付
を
行
っ
て
い
る

自
社

に
被

共
済
者

は
い
ま
す
か

？

Ｎ
Ｏ

（
下

請
へ

の
証

紙
交

付
・掛

金
充

当
の

み
の

場
合

）

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｎ
Ｏ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｙ
Ｅ
Ｓ

Ｑ
1
-1

Ｑ
3
-1

Ｑ
3
-2

Ｑ
1
-2

Ｑ
2
-2

Ｑ
2
-1

建
退

共
福

島
県

支
部
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様
式

第
二

十
五

号
の

十
五

（
第

十
九

条
の

九
、

第
二

十
一

条
の

四
関

係
）

許
可

－
号

総
合

評
定

値

審
査

基
準

日
令

和
  
  
年

  
  
月

  
  
日

令
和

  
  

 年
月

日

印

（
参
　
考
）

［
金
額
単
位
：
千
円
］

行
政

庁
記

入
欄

許 可 区 分

建
　
設
　
工
　
事
　
の

　
種

　
類

総
合

評
定

値
（

Ｐ
）

完
　

成
　

工
　

事
　

高
元
　
請
　
完
　
成
　
工
　
事
　
高
　
及
　
び
　
技
　
術
　
職
　
員
　
数

経
営

規
模

等
評

価
結

果
通

知
書

総
合

評
定

値
通

知
書

経
営

規
模

等
評

価
の

結
果

を
通

知
し

ま
す

。

電
話

番
号

資
本

金
額

完
成

工
事

高
／

売
上

高
（

％
）

自
己

資
本

額
及

び
利

益
額

数
 
 
値

点
数

　
年

平
均

評
点

(Ｘ
1
)

元
請
完
成
工
事
高

技
　
　
術
　
　
職
　
　
員
　
　
数

評
点

(Ｚ
)

自
己

資
本

額
X

　
年
平
均

一
級

(講
習
受
講
)

監
理
補
佐

基
幹

二
級

そ
の
他

利
益

額

評
点

（
Ｘ

2
）

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

土
木

一
式

そ
の

他
の

審
査

項
目

（
社

会
性

等
）

数
 
値

 
等

点
数

大
工

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

加
入

の
有

無

建
築

一
式

左
官

退
職

一
時

金
制

度
若

し
く

は
企

業
年

金
制

度
導

入
の

有
無

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

法
定

外
労

働
災

害
補

償
制

度
加

入
の

有
無

若
手

技
術

職
員

の
継

続
的

な
育

成
及

び
確

保

石

法
面

処
理

Ｃ
Ｐ

Ｄ
単

位
取

得
数

単
位

屋
根

新
規

若
年

技
術

職
員

の
育

成
及

び
確

保

技
術

者
数

人
管

電
気

技
能

レ
ベ

ル
向

上
者

数
人

タ
イ

ル
・

れ
ん

が
・

ブ
ロ

ッ
ク

控
除

対
象

者
数

人人
鋼

構
造

物

技
能

者
数

女
性

の
職

業
生

活
に

お
け

る
活

躍
の

推
進

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

認
定

の
状

況
鋼

橋
上

部

鉄
筋

青
少

年
の

雇
用

の
促

進
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

認
定

の
状

況
舗

装

次
世

代
育

成
支

援
対

策
推

進
法

に
基

づ
く

認
定

の
状

況

建
設

工
事

に
従

事
す

る
者

の
就

業
履

歴
を

蓄
積

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

の
実

施
状

況

板
金

し
ゆ

ん
せ

つ

建
設

技
能

者
を

大
切

に
す

る
企

業
の

自
主

宣
言

制
度

の
宣

言
の

有
無

ガ
ラ

ス

塗
装

営
業

年
数

年

内
装

仕
上

防
水

防
災

協
定

の
締

結
の

有
無

機
械

器
具

設
置

防
災

活
動

へ
の

貢
献

の
状

況
熱

絶
縁

営
業

停
止

処
分

の
有

無

造
園

電
気

通
信

さ
く

井

監
査

の
受

審
状

況
建

具

消
防

施
設

水
道

施
設

二
級

登
録

経
理

試
験

合
格

者
の

数

清
掃

施
設

研
究

開
発

費
解

体

そ
の

他

合
計

建
設

機
械

の
所

有
及

び
リ

ー
ス

台
数

 
台

建
設

機
械

の
保

有
状

況

研
究

開
発

の
状

況

エ
コ

ア
ク

シ
ョ

ン
２

１
の

認
証

の
有

無

科
目

決
算

科
目

決
算

経
　
営
　
状
　
況

決
算

経
　
営
　
状
　
況

決
算

固
定

負
債

受
取

利
息

配
当

金
総

資
本

売
上

総
利

益
率

営
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

Ｉ
Ｓ

Ｏ
１

４
０

０
１

の
登

録
の

有
無

流
動

負
債

売
上

総
利

益
負

債
回

転
期

間
自

己
資

本
比

率

固
定

資
産

売
上

高
純

支
払

利
息

比
率

自
己

資
本

対
固

定
資

産
比

率

総
資

本
（

当
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
当

期
)

総
資

本
（

前
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
前

期
)

自
己

資
本

経
常

利
益

評
点

（
Ｙ
）

利
益

剰
余

金
支

払
利

息
売

上
高

経
常

利
益

率
利

益
剰

余
金

建
設

工
事

の
担

い
手

の
育

成
及

び
確

保
に

関
す

る
取

組
の

状
況

国
又

は
国

際
標

準
化

機
構

が
定

め
た

規
格

に
よ

る
認

証
又

は
登

録
の

状
況

評
点

（
Ｗ

）

民
事

再
生

法
又

は
会

社
更

生
法

の
適

用
の

有
無

Ｉ
Ｓ

Ｏ
９

０
０

１
の

登
録

の
有

無

公
認

会
計

士
等

の
数

建
設

業
の

経
理

の
状

況

建
設

業
の

営
業

継
続

の
状

況

指
示

処
分

の
有

無

法
令

遵
守

の
状

況
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登録経営状況分析機関

令和  年  月  日

殿 登録経営状況分析機関代表者 印

あります。

 '

単 独 決 算 又 は
連 結 決 算 の 別

利 益 剰 余 金

〔1.単独決算、2.連結決算 〕

数 値

5

 '  '

令和審 査 基 準 日

－

売 上 高 に 占 め る
完 成 工 事 高 の 割 合

資 本 金

数 値

・

'

 '  ' '

 '  ' '

 '

 '  ' '

 '  ' '

 ' '
10 15

 '  '
10

15

 '  '  '

 '
15

 ' '  '

17

17

 '  '  '

15

 '  '

 '  '

10

・

金　 　額（千円）

10

令和　　年　　月　　日

号

5

17

経 営 状 況 分 析 結 果 通 知 書

登録年月日

－

5

17

金　 　額（千円）

（用紙Ａ４）

1 0 0 0 6

登 録 番 号

許 可 番 号

経営状況分析の結果を通知します。
この経営状況分析結果通知書の記載事項は、事実に相違ありません。

注）「処理の区分」の欄は、建設業法施行規則別記様式第25号の８の記載要領の別表(2)の分類に従い、経営状況分析を行つた処理の区分を表示して

日年 月

％

7 1 0 3

5
・

純 支 払 利 息 比 率

5

負 債 回 転 期 間

13

自 己 資 本 対 固 定 資 産 比 率

13

13

13

7 1 1

7 1

1 0

7 1

7 1 売 上 高 経 常 利 益 率

10

10

・

 '

7 1 1 1

5

 '

 '
5

5

5

1 1

7 1 1 3

 '

経営状況分析結果（Ｙ）＝

10

 '

7

5

5

10

10

1 1 4

7

7 1 0

0

0

2

0 9

7 1

経 営 状 況 点 数 （ Ａ ） ＝

0

8

7

6

固 定 負 債

流 動 負 債

固 定 資 産

5 総 資 本 売 上 総 利 益 率

経営状況分析

7 1 0 2

0 4

7

電 話 番 号

処 理 の 区 分

項　 番

7 1 0 1
5

（千円）

－

自 己 資 本 比 率

5

5 10

10

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー

・
15

15

15

15

20

20

20

20

15

15

20
 '

20

 '

20

20

経常（事業主）利益

支 払 利 息

受 取 利 息 配 当 金

売 上 総 利 益

20

20

2017

17

17

25

25

・

25

25

25

25

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 当 期 ）

営 業 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
（ 前 期 ）総 資 本 （ 前 期 ）

総 資 本 （ 当 期 ）

自 己 資 本

利 益 剰 余 金

15

・

・

・

売 上 高

25

ケ 経営状況分析結果通知書

様式第二十五号の十三（第十九条の五関係）

令和　 年 　月　　日　　

令和  年  月  日

令和  年  月  日　　　　
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81

コ 登録基幹技能者講習修了証（様式第２５号の８）

※経営事項審査では、その業種で申請があった場合のみ加点評価。

 　また、修了年月日が審査基準日以前であることが必要。



リ
ー

ス
開

始
日

リ
ー

ス
期

間
満

了
日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
令

和
4
年

1
0
月

1
日

令
和

9
年

9
月

3
0
日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有
ダ

ン
プ

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

シ
ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
・
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

・
自

社
所

有

ダ
ン

プ
車

・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
不

整
地

運
搬

車
リ
ー

ス
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

【
記

載
要

領
】

⑧
締

固
め

用
機

械
に

あ
っ

て
は

、
「
ロ

ー
ド

ロ
ー

ラ
ー

」
「
タ

イ
ヤ

ロ
ー

ラ
ー

」
「
振

動
ロ

ー
ラ

ー
」
。

⑨
解

体
用

機
械

に
あ

っ
て

は
、

「
ブ

レ
ー

カ
ー

」
「
鉄

骨
切

断
機

」
「
コ

ン
ク

リ
ー

ト
圧

砕
機

」
「
解

体
用

つ
か

み
機

」
。

⑩
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
に

あ
っ

て
は

、
「
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
・
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
」
。

⑪
不

整
地

運
搬

車
に

あ
っ

て
は

、
「
不

整
地

運
搬

車
」
。

※
「
所

有
・
リ
ー

ス
の

別
」
欄

は
、

「
自

社
所

有
」
又

は
「
リ
ー

ス
」
の

該
当

す
る

方
を

○
で

囲
む

こ
と

。
※

「
所

有
・
リ
ー

ス
の

別
」
欄

に
お

い
て

「
自

社
所

有
」
を

選
択

し
た

場
合

は
「
取

得
年

月
日

」
を

、
「
リ
ー

ス
」
を

選
択

し
た

場
合

は
「
リ
ー

ス
開

始
日

」
及

び
「
リ
ー

ス
期

間
満

了
日

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

③
「
ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
」
に

あ
っ

て
は

、
バ

ケ
ッ

ト
容

量
。

（
例

：
1
.2

立
方

メ
ー

ト
ル

）
④

「
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

」
に

あ
っ

て
は

、
自

重
。

（
例

：
1
0
.0

ト
ン

）
⑤

「
移

動
式

ク
レ

ー
ン

」
に

あ
っ

て
は

、
つ

り
上

げ
荷

重
。

（
例

：
7
.0

ト
ン

）
⑥

「
ダ

ン
プ

車
」
に

あ
っ

て
は

、
「
ダ

ン
プ

」
「
ダ

ン
プ

フ
ル

ト
レ

ー
ラ

ー
」
「
ダ

ン
プ

セ
ミ

ト
レ

ー
ラ

ー
」
。

「
積

載
物

は
土

砂
等

以
外

の
も

の
と

す
る

」
等

の
記

載
が

検
査

証
に

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

外
。

⑦
高

所
作

業
車

に
あ

っ
て

は
、

作
業

床
の

高
さ

が
２

ｍ
以

上
の

も
の

。

年
　

　
月

　
　

日

※
項

番
「
6
4
」
で

記
入

し
た

台
数

分
の

評
価

対
象

建
設

機
械

を
全

て
記

載
す

る
こ

と
。

※
「
建

設
機

械
の

種
類

」
欄

は
、

該
当

す
る

も
の

を
丸

で
囲

む
こ

と
。

※
「
種

別
又

は
規

格
」
欄

は
、

「
建

設
機

械
の

種
類

」
欄

に
て

選
択

し
た

機
種

ご
と

に
下

記
に

つ
き

記
載

す
る

こ
と

。
①

「
シ

ョ
ベ

ル
系

掘
削

機
」
に

あ
っ

て
は

、
シ

ョ
ベ

ル
、

バ
ッ

ク
ホ

ウ
、

ド
ラ

グ
ラ

イ
ン

、
ク

ラ
ム

シ
ェ

ル
、

ク
レ

ー
ン

又
は

パ
イ

ル
ド

ラ
イ

バ
ー

の
ア

タ
ッ

チ
メ

ン
ト
を

有
す

る
旨

。
（
例

：
バ

ッ
ク

ホ
ウ

）
②

「
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
」
に

あ
っ

て
は

、
自

重
。

（
例

：
3
.8

9
ト
ン

）

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日

年
　

　
月

　
　

日
年

　
　

月
　

　
日

年
　

　
月

　
　

日

令
和

７
年

 １
月

1
6
日

○
×

自
動

車
X

X
X

-
A

Ｂ
B

B
B

B
B

7
7
-
0
0
0
0
0
0
0

ダ
ン

プ
フ

ル
ト
レ

ー
ラ

令
和

7
年

1
月

2
1
日

令
和

７
年

 １
月

1
6
日

○
×

自
動

車
X

X
X

-
A

A
B

B
A

A
A

8
8
-
0
0
0
0
0
0
0

ダ
ン

プ
令

和
7
年

1
月

2
1
日

令
和

7
年

9
月

1
0
日

□
□

建
機

Y
Y

-
0
0
0
0

9
8
7
6
5
4
3

1
6
ト
ン

平
成

1
9
年

1
1
月

2
3
日

令
和

7
年

1
1
月

2
2
日

種
別

又
は

規
格

所
有

・
リ
ー

ス
の

別
取

得
年

月
日

検
査

実
施

年
月

日

△
製

作
所

Z
Z
-
9
9
E
F
G

0
1
2
3
4
5
6

バ
ッ

ク
ホ

ウ
年

　
　

月
　

　
日

（
別

表
１

）

建
設

機
械

の
保

有
状

況
一

覧
表

審
査

基
準

日
：
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

申
請

者

Ｎ
ｏ
．

建
設

機
械

の
種

類
メ

ー
カ

ー
名

型
式

製
造

・
車

体
番

号
表

示
番

号
（
ダ

ン
プ

車
）
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シ 建設キャリアアップシステムに係る能力評価結果通知書

能力評価（レベル判定）結果通知書

技能者氏名 殿

能力評価（レベル判定）の結果、貴殿を鉄筋技能者レベル３として認定します。

【申請者氏名】 建設 太郎

【技能者ＩＤ】 12345678901234

【生年月日】 ○○年○月○日

【職種(呼称）】 鉄筋

【評価年月日】 2019年12月6日

【評 価 結 果】 レベル３

2019年12月6日

鉄筋技能者能力評価実施機関



ス 告示別表第２０

ＣＰＤ認定団体

公益社団法人　空気調和・衛生工学会 50

一般財団法人　建設業振興基金 12

一般社団法人　建設コンサルタンツ協会 50

一般社団法人　交通工学研究会 50

公益社団法人　地盤工学会 50

公益社団法人　森林・自然環境技術教育研究センター 20

公益社団法人　全国上下水道コンサルタント協会 50

一般社団法人　全国測量設計業協会連合会 20

一般社団法人　全国土木施工管理技士会連合会 20

一般社団法人　全日本建設技術協会 25

土質・地質技術者生涯学習協議会 50

公益社団法人　土木学会 50

一般社団法人　日本環境アセスメント協会 50

公益社団法人　日本技術士会 50

公益社団法人　日本建築士会連合会 12

公益社団法人　日本造園学会 50

公益社団法人　日本都市計画学会 50

公益社団法人　農業農村工学会 50

一般社団法人　日本建築士事務所協会連合会 12

公益社団法人　日本建築家協会 12

一般社団法人　日本建設業連合会 12

一般社団法人　日本建築学会 12

一般社団法人　建築設備技術者協会 12

一般社団法人　電気設備学会 12

一般社団法人　日本設備設計事務所協会連合会 12

公益財団法人　建築技術教育普及センター 12

一般社団法人　日本建築構造技術者協会 12

※技術者１人当たりのＣＰＤ単位取得数

　（ＣＰＤ認定団体によって取得を認定された単位数） ÷

（上記ＣＰＤ認定団体毎の右欄の数値） × 30

(例）１名の技術者が（一社）全国土木施工管理技士会連合会から、40単位取得した場合。

　計算式は、40÷20×30＝60→60単位取得となりますが、１人当たりの単位取得数の上限は、30単位

なので、上記のケースの技術者１人あたりの単位取得数は、30単位となります。

　なお、上記の計算で、小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てとなります。

　１人の技術者につき、２以上のＣＰＤ認定団体によって単位の取得が認められた場合は、いずれか

１つのＣＰＤ認定団体において習得を認定された単位をもとにＣＰＤ単位取得数を計算します。
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セ CPD単位を取得した技術職員名簿

様式第４号

年 月 日

通番 氏名 生年月日 CPD単位

CPD単位取得数（項番46）及び技能レベル向上者数

（項番47）の両方の数がない場合は、提出不要

　　なお、小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

CPD単位を取得した技術者名簿

　　別記様式第25号の14・別紙２に記載のない者について作成すること。

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、建設業法第七条第二号イ、ロ若しくはハ又

　　は同法第十五条第二号イ、ロ若しくはハに該当する者又は一級若しくは二級の第一次検定に合格した者であって、規則

2　｢CPD単位｣の欄には、技術者がＣＰＤ認定団体によって修得を認定された単位数を、告示別表第十八の左欄に掲げる

　　CPD認定団体ごとに右欄に掲げる数値で除し、30を乗じた数値を記載すること。

CPD単位総計（①＋②）

記載要領

（技術職員名簿に記載のある者を除く）

上記技術者が取得したCPD単位の合計（①）

技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したCPD単位合計（②）

１人当たりのＣＰＤ単位の上限

は、最大３０です。

項目６１「ＣＰＤ単位取得数」と一致します。

審査基準日前６ヶ月を超えて雇用しており、「技術職員名簿(提出書類5)に記載した者以外に、技

術者が在籍している場合は、ＣＰＤ単位取得の有無に関係なく記載してください。

該当者がいない場合は、「該当なし」と記載し提出してください。

※経営事項審査を受審していない業種の技術者や1級又は２級技士補が該当します。

※技術者とは、主任技術者または監理技術者の要件を満たす者（実務経験10年等も含む）、１級

又は２級の第一次検定に合格した者（監理技術者補佐等）のことをいいます。

「技術職員名簿(提出書類5)」への記載人数及びこの様式第４号への記載人数の合計数が、「その

他審査項目」項番６１「技術者数」の人数と一致します。

「ＣＰＤ単位」の欄には、「シ 告示別表第１８」

に記載の算式で算出された技術者１人当たり

のＣＰＤ単位取得数を記載します。

なお、ＣＰＤ単位を取得していない場合は、空

欄で構いません。
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ソ 技能者名簿

様式第５号

（用紙A４）

　　年　　月　　日

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

５　本表の最後の行には、作成対象となる技能者、｢レベル向上の有無｣の欄に○印が記載された者、｢控除対象｣の欄に○印

４　｢控除対象｣の欄には、審査基準日の３年前の日以前に能力評価基準により評価が最上位の区分に該当するとされた者の

CPD単位取得数（項番46）及び技能レベル向上者数

（項番47）の両方の数がない場合は、提出不要

技能者名簿

　　該当する者（ただし、建設工事の施工の管理のみに従事した者は除く。）について作成すること。

２　｢評価日｣の欄には、技能者が審査基準日以前において認定能力評価基準により評価を受けている場合、その最も新しい

　　評価を受けた日を記載すること。

　　が記載された者、それぞれの合計人数を記載すること。

　　場合に、○印を記載すること。　

記載要領

　　前の日以前に受けた最新の評価の区分より１以上上位であった者に該当する場合に、○印を記載すること。

３　｢レベル向上の有無｣の欄には、審査基準日以前三年間に、能力評価基準により受けた評価の区分が、審査基準日の三年

１　この表は、審査基準日における許可を受けた建設業に従事する職員のうち、審査基準日以前三年間に、建設工事の施工

　　に従事した者であって、建設業法施行規則第十四条の二第二号チ又は同条第四号チに規定する建設工事に従事する者に

審査基準日の３年前以前に

レベル４の評価を受けていた

者

項目62「控除対象者数」と一致し

ます

項目62「レベル向上者数」と一致

します項目62「技能者数」と一致しま

す

審査基準日前６ヶ月を超えて雇用しており、次の要件のすべてに該当する者を技能レ

ベル向上の有無に関係なく記載してください。該当者がいない場合は、「該当なし」と記

載し、提出してください。

①審査基準日以前３年間に施工体制台帳等に係る作業員名簿の記載対象者となって

いる者

②建設工事の施工管理のみに従事した者でない者

※技術者と技能者の両方に計上されるケースも考えられますのでご注意ください。

（例）２級土木施工管理技士を取得し、上記①及び②に該当する者。

レベル向上者の有無については、審査基準日以前３年間において、ＣＣＵＳのレベ

ル２～４の評価を受けた技能者が審査基準日の３年前の日以前に受けた評価の区

分より１以上高い場合に「○」と記載します。なお、能力評価基準を受けていない者

については、レベル１として審査します。

審査基準日以前に受けた、最新の評

価の年月日を記載してください。
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一
次
会
社
名

・
事
業
者
ID

（
　
次
)会

社
名

・
事
業
者
ID

（
注

)
１

.
※

印
欄

に
は

次
の

記
号

を
入

れ
る

。
（

注
）

３
．

各
社

別
に

作
成

す
る

の
が

原
則

だ
が

、
リ

ー
ス

機
械

等
の

運
転

者
は

一
緒

で
も

よ
い

。

（
注

）
４

．
資

格
・

免
許

等
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。

 …
現
場
代
理
人

 …
作

業
主

任
者

（
（

注
）

2
.)

 …
女

性
作

業
員

 …
主
任
技
術
者

 …
職

　
長

 …
安

全
衛

生
責

任
者

 …
能

力
向
上

教
育

 …
危

険
有

害
業

務
・

再
発

防
止

教
育

（
注

）
１

１
．

記
載

事
項

の
一

部
に

つ
い

て
、

別
紙

を
用

い
て

記
載

し
て

も
差

し
支

え
な

い
。

（
注

）
１

０
．

建
設

工
事

に
係

る
知

識
及

び
技

術
又

は
技

能
に

関
す

る
資

格
（

例
：

登
録

○
○

基
幹

 
技

能
者

、
○

級
○

○
施

工
管

理
技

士
）

を
有

す
る

場
合

は
、

「
免

許
」

欄
に

記
載

。

（
注

）
９

．
安

全
衛

生
に

関
す

る
教

育
の

内
容

（
例

：
雇

入
時

教
育

、
職

長
教

育
、

建
設

用
リ

フ
ト

 
の

運
転

の
業

務
に

係
る

特
別

教
育

）
に

つ
い

て
は

「
雇

入
・

職
長

特
別

教
育

」
欄

に
記

載
。

（
注

）
８

．
建

設
業

退
職

金
共

済
制

度
及

び
中

小
企

業
退

職
金

共
済

制
度

へ
の

加
入

の
有

無
に

つ
い

 
て

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
欄

に
「

有
」

又
は

「
無

」
と

記
載

。

（
注

）
７

．
雇

用
保

険
欄

に
は

右
欄

に
被

保
険

者
番

号
の

下
４

け
た

を
記

載
。

（
日

雇
労

働
被

保
 
険

者
の

場
合

に
は

左
欄

に
「

日
雇

保
険

」
と

記
載

）
事

業
主

で
あ

る
等

に
よ

り
雇

用
保

険
の

適
用

 
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

左
欄

に
「

適
用

除
外

」
と

記
載

。

（
注

）
６

．
年

金
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

年
金

保
険

の
名

称
（

厚
生

年
金

、
国

民
年

金
）

を
記

載
。

　
各

年
金

の
受

給
者

で
あ

る
場

合
は

、
左

欄
に

「
受

給
者

」
と

記
載

。

番 号

  
  
 
…

18
歳

未
満

の
作

業
員

氏
名

技
能

者
I
D

 
本

書
面

に
記

載
し

た
内

容
は

、
作

業
員

名
簿

と
し

て
安

全
衛

生
管

理
や

労
働

災
害

発
生

時
の

緊
急

連
絡

・
対

応
の

た
め

に
元

請
負

業
者

に
提

示
す

る
こ

と
に

つ
い

て
、

記
載

者
本

人
は

同
意

し
て

い
ま

す
。

ふ
り

が
な

年
　

月
　

日

歳 歳

教
　

育
・

資
　

格
・

免
　

許
職 種

※
年

金
保

険

元
請

確
認
欄

生
年

月
日

年
齢

年
　

月
　

日

健
康

保
険

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

提
出

日
年

月
日

年
　

月
　

日

歳 歳

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

歳

年
　

月
　

日

歳

年
　

月
　

日

雇
入

・
職

長
特

別
教

育
技

能
講

習
免

　
許

雇
用

保
険

事
業

所
の

名
称

・
現

場
ID

所
長

名

年
　

月
　

日

歳 歳

（
注

）
２

.
作

業
主

任
者

は
作

業
を

直
接

指
揮

す
る

義
務

を
負

う
の

で
、

同
時

に
施

工
さ

れ
て

い
る

他
の

現
場

や
、

同
一

現
場

に
お

い
て

も
 
他

の
作

業
個

所
と

の
作

業
主

任
者

を
兼

務
す

る
こ

と
は

、
法

的
に

認
め

ら
れ

て
い

な
い

の
で

、
複

数
の

選
任

と
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

年
　

月
　

日

作
　

　
業

　
　

員
　

　
名

　
　

簿
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
作
成
)

 …
外
国
人
技
能
実

習
生

 …
外

国
人

建
設

就
労

者
 …

１
号

特
定

技
能

外
国

人

中
小

企
業

退
職

金
共

済
制

度

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

（
注

）
５

．
健

康
保

険
欄

に
は

、
左

欄
に

健
康

保
険

の
名

称
（

健
康

保
険

組
合

、
協

会
け

ん
ぽ

、
 
建

設
国

保
、

国
民

健
康

保
険

）
を

記
載

。
上

記
の

保
険

に
加

入
し

て
お

ら
ず

、
後

期
高

齢
者

で
 
あ

る
等

に
よ

り
、

国
民

健
康

保
険

の
適

用
除

外
で

あ
る

場
合

に
は

、
左

欄
に

「
適

用
除

外
」

と
記

 
載

。

入
場

年
月

日

受
入

教
育

実
施

年
月

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

年
　

月
　

日

現
作

女

主
職

安
能

習
就

１
特

未

再
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チ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び情報共有に関する同意書

様式第６号
（用紙Ａ４）

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
及び

情報共有に関する同意書

令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間に発注者から直接請け
負った建設工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するため
に必要な措置を実施していることを誓約します。
また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財

団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うこと
に同意します。

地方整備局長
北海道開発局長

知事 殿
年 月 日

建設キャリアアップシステム事業者ＩＤ

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

科 目 件 数

措置実施工事 件

軽微な工事 件

措置未実施工事

災害応急対策 件

合 計 件

記載要領
１ 「 地方整備局長

北海道開発局長 については、不要のものを消すこと。
知事」

２ 「申請区分」の欄については、カラム内に該当する数字を記入すること。
３ 表には、許可に係る建設工事の種類に関わらず、審査基準日以前１年のうちに発注者から直接請

け負った建設工事のうち、「申請区分」の欄に記入した区分が「１」の場合は日本国内における
全ての建設工事について、「２」の場合は日本国内における全ての公共工事について記載するこ
と。
なお、表中に記載する内容が該当しない場合には、「０」を記載又は空欄とすること。

４ 「措置実施工事」とは、告示第一の四の１の(十)に掲げる建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積
する為に必要な措置を実施した建設工事又は公共工事をいう。
なお、当該措置を実施した建設工事においては、以下に掲げる軽微な工事及び災害応急工事等に
ついても、当該項目に含むものとする。

５ 「軽微な工事」とは、建設業法施行令第一条の二第一項に掲げる建設工事をいう。
６ 「災害応急対策」とは、防災協定に基づき行う災害応急対策若しくは既に締結されている建設工
事の請負契約において当該請負契約の発注者の指示に基づき行う災害応急対策をいう。



様式第7号
（用紙A４）

 　地方整備局⾧
 北海道開発局⾧
　　福島県知事 殿

住所
商号又は氏名
代表者氏名

申請区分 （A．取り組みを行う、B．取り組みを行っている）

記載要領

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

項　　　目

審査基準日

取組開始日

日　　　付

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

　「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和　　年　　月　　日付

で宣言した取り組みについて、取組開始日以降（行う/行っている）ことを誓約します。

　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般

財団法人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行う

こと及び上記の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。

　　年　　月　　日 

　１　「（行う/行っている）」については、不要のものを消すこと。

　２　「　　地方整備局⾧

　　　　　北海道開発局⾧　については、不要のものを消すこと。

　　　　　　　　　　知事」

　３　「申請区分」の欄については、カラム内に該当する英字を記入すること。

　４　「A．取り組みを行う」について、審査基準日時点で取組開始日が到来していない者において、取

　　　組開始日以降は当該自主宣言の取り組みを行う場合を指す。なお、取組開始日の到来後、当該自

　　　主宣言の取り組みを行っていない場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがあるため

　　　留意すること。

　５　「B．取り組みを行っている」について、審査基準日時点で取組開始日が到来している者において、

　　　当該自主宣言の取り組みを行っている場合を指す。なお、当該自主宣言の取り組みを行っていな

　　　いにもかかわらず本誓約書を提出した場合は、虚偽申請として建設業法に違反するおそれがある

　　　ため留意すること。

　６　表には、受審している経営事項審査の審査基準日及び「建設技能者を大切にする企業の自主宣言

　　　制度」で設定している取組開始日を記入すること。
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　「５」･･･５点（技術職員区分：１級）　　「４」･･･４点（技術職員区分：監理補佐）　　「３」･･･３点（技術職員区分：基幹技能者）　　「２」･･･２点（技術職員区分：２級）

　「１」･･･１点（技術職員区分：その他）　　「１※」･･･１点（実務経験３年）　　「１○」･･･１点（実務経験５年）　　「△」･･･審査基準日が令和3年7月1日以降の場合は技術職員として認められません

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

００１ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００２ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００３ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００４ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

００５ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

１１１ 5 5 5 5 5

１１Ｆ

２１２ 2 2 2 2 2

２１Ｇ

１１３ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ 5 5 １※ 5 5 5 １※ １※ １※ 5 １※ 5

１１H １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２１４ 2 2 １○ 2 2 2 １○ １○ 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ 2 １○ 2

２１Ｊ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１５ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｋ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１６ １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２１Ｌ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １※ 5 5 １※ １※ １※ 5

１２Ｃ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２２１ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２２ 2 １○ 2 2 １○ １○ 2 2 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

２２３ 2 2 １○ １○ 2 2 2 １○ 2 2 2 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○

２２Ｄ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１２７ 5 １※ １※

１２Ｅ １※ １※

２２８ 2 １○ １○

２２Ｆ １○ １○

１２９ 5 １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

１２Ｇ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３０ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

２３Ａ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１３１ ５

１３Ｂ

２３２ ２

２３Ｃ

１３３ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ 5 １※ １※ １※ １※

１３Ｄ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※ １※

２３４ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○

２３Ｅ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

１３７ 5 5 5 5 5 5 5

２３８ 2 2 2 2 2

２３９ 2

１４１ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

１４２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

１４３ 5 5 5 5

１４４ 5 5

１４５ 5

１４６ 5 5

１４７ 5 5

１４８ 5 5 5

１４９ 5 5 5 5 5

１５０ 5

１５１ 5 5 5 5 5

１５２ 5

１５３ 5 5

１５４ 5 5 5
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衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）

【経審】業種別技術職員コード表

コード
建設業の種類

法第７条第２号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

令第29条該当

１級建設機械施工管理技士

鋼構造物塗装

土 木

薬 液 注 入

鋼構造物塗装

土 木

２級建設機械施工管理技士　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

２級建築施工管理技士
種
別

建 築

躯 体

仕 上 げ

１級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士

２級電気通信工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士補

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級建設機械施工管理技士補

２級建設機械施工管理技士補　（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

２級土木施工管理技士

２級土木施工管理技士補

１級造園施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補

２級電気通信工事施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士補

２級土木施工管理技士

種
別

薬 液 注 入２級土木施工管理技士補

１級建築施工管理技士補　　　　　　　　　　　　　　　　

２級建築施工管理技士補

２級造園施工管理技士
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１５５ 2

２５６ 1

電気事業法 ２５８ 1

２５９ 1

２３５ １

水　道　法 ２６５ 1

１６８ 2

１６９ 2

１７１ 2

２７１ 1

１６４ 2 2 2

２６４ 1 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１５７ 2 2 2

２５７ 1 1 1

１７３ 2 2

２７３ 1 1

１６６ 2 2

２６６ 1 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2 2

２８１ 1 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９ 2

２８９ 1
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建設業の種類

左官（２級）

配管・配管工（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

ウェルポイント施工（２級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

【経審】業種別技術職員コード表

コンクリート圧送施工（１級）

コンクリート圧送施工（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ウェルポイント施工（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

型枠施工（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

工場板金（１級）

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

工場板金（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

建築大工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

配管・配管工（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

給排水衛生設備配管（２級）

型枠施工（１級）

とび・とび工（１級）

とび・とび工（２級）

ガラス施工（１級）

石工・石材施工・石積み（１級）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

コード

建築大工（１級）

左官（１級）

石工・石材施工・石積み（２級）

消　防　法

職
業
能
力
開
発
促
進
法

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

電気主任技術者　（第１種～第３種） 【５年】

電気通信事業法

電気通信主任技術者 【５年】

工事担任者 【３年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。
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１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1 1

０４０ 2 2

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０６０ 2

０６４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

７０３ ２ ２ 2 ２ ２ 2 2 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 2 2 2 2 2 ２ 2 2 2 ２ 2

７０４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

その他 ０９９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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金属塗装・金属塗装工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

【経審】業種別技術職員コード表

コード
建設業の種類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

熱絶縁施工（１級）

造園　（２級）

さく井（２級）

畳製作 ・ 畳工（１級）

造園　（１級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

【１年】

金属塗装・金属塗装工（２級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

噴霧塗装（１級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

熱絶縁施工（２級）

地すべり防止工事 【１年】

【１年】

さく井（１級）

基礎ぐい工事

防水施工（１級）

建築設備士

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

防水施工（２級）

解体工事

基幹技能者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード１１～９８
に該当するものを除く）及び第４号該当

能力評価基準により評価が最上位に次ぐ区分に該当する者

計装

能力評価基準により評価が最上位の区分に該当する者

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。

備考

・資格区分右端の【 】内に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格試験の合格後に必要とされている実務経験年数です。資格証等
の写しの他に様式第九号（実務経験証明書）が必要となります。

（注１） 配管：職業訓練法施行令の一部を改正する政令（昭和４８年政令第９８号。以下「昭和４８年改正政令」といいます。）による改正後の
配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。

（注２） 鉄工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」とするものに限
られます。

（注３） 鉄筋施工：昭和４８年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作
業」とするものの双方に合格した者に限られます。

（注４） 板金・板金工：屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和４８年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、
選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。
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（５）建設業法第７条第２号イに規定する学科一覧

建設業の工事種別 学 科

土 木 工 事 業 土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、

舗 装 工 事 業 緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同

じ。）、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

建 築 工 事 業 建築学又は都市工学に関する学科

大 工 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

内 装 仕 上 工 事 業

左 官 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科

と び ・ 土 工 工 事 業

石 工 事 業

屋 根 工 事 業

タイル･れんが･ブロック工事業

塗 装 工 事 業

解 体 工 事 業

電 気 工 事 業 電気工学又は電気通信工学に関する学科

電 気 通 信 工 事 業

管 工 事 業 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関

水 道 施 設 工 事 業 する学科

清 掃 施 設 工 事 業

鋼 構 造 物 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

鉄 筋 工 事 業

し ゆ ん せ つ 工 事 業 土木工学又は機械工学に関する学科

板 金 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科

防 水 工 事 業 土木工学又は建築学に関する学科

機 械 器 具 設 置 工 事 業 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科

消 防 施 設 工 事 業

熱 絶 縁 工 事 業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科

造 園 工 事 業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科

さ く 井 工 事 業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科

建 具 工 事 業 建築学又は機械工学に関する学科
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（６）各種資格取得等に関するお問い合わせ先

資格等名称 お問い合わせ先（試験実施機関）

建設機械施工技士 （一社）日本建設機械施工協会 ℡：０３－３４３３－１５７５
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館2F

土木施工管理技士 （一財）全国建設研修センター ℡：０４２－３００－６８６０
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2 １号館

建築施工管理技士 （一財）建設業振興基金 ℡：０３－５４７３－１５８１
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTﾋﾞﾙ2号館

電気工事施工管理技士

登録基幹技能者

管工事施工管理技士 （一財）全国建設研修センター ℡：０４２－３００－６８５５
〒187-8540 東京都小平市喜平町

造園施工管理技士 2-1-2 １号館 ℡：０４２－３００－６８６８

建築士（一級） （公財）建築技術教育普及センター ℡：０５０－３０３３－３８２１
〒102-0094

建築士（二級、木造） 東京都千代田区紀尾井町3-6 ℡：０５０－３０３３－３８２２
紀尾井町パークビル

技術士（技術士法に基づく認 （公社）日本技術士会技術士試験センター ℡：０３－６４３２－４５８５
定資格） 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館4階

電気工事士（一級、二級） （一財）電気技術者試験センター ℡：０３－３５５２－７６９１
〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1

電気主任技術者 ＲＢМ東八重洲ビル8F

電気通信主任技術者 （一財）日本データ通信協会 ℡：０３－５９０７－６５５６
電気通信国家試験センター事務所
〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 ホウライ巣鴨ビル6F

給水装置工事主任技術者 （公財）給水工事技術振興財団 ℡：０３－６９１１－２７１１
〒163-0712 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル12階

消防設備士（甲種・乙種） （一財）消防試験研究センター本部 ℡：０３－３５９７－０２２０
〒100-0013 東京都千代田区霞が関麻布台1-4-2大同生命霞が関ﾋﾞﾙ19F

技能士（職業能力開発促進法 福島県職業能力開発協会 ℡：０２４－５２５－８６８１
に基づく認定資格） 〒960-8043 福島市中町8-2 福島県自治会館5F

地すべり防止工事 （一社）斜面防災対策技術協会 ℡：０３－３４３８－０４９３
〒105-0004 東京都港区新橋6-12-7 新橋ＳＤビル6階

建築設備士 （公財）建築技術教育普及センター ℡：０５０－３０３３－３８２４
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル

計装士 （一社）日本計装工業会 ℡：０３－５８４６－９１６５
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5 東神田堀商ビル4F

基礎施工士 （一社）日本基礎建設協会 ℡：０３－６６６１－０１２８
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町2-8-12 岸浪ビル6階

（一社）ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｲﾙ建設技術協会 ℡：０３－５７３３－５８８１
〒105-0013 東京都港区浜松町2-7-15 日本工築2号館3F
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資格等名称 お問い合わせ先（試験実施機関）

解体工事施工技士 （公社）全国解体工事業団体連合会 ℡：０３－３５５５－２１９６
〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-1-3 安和宝町ビル6階

公認会計士 公認会計士・監査審査会 ℡：０３－５２５１－７２９５

〒100-8905 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第７号館

税理士 国税審議会 ℡：０３－３５８１－４１６１

〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内

建設業経理士（国土交通大臣 （一財）建設業振興基金 ℡：０３－５４７３－４５８１

の登録を受けた登録経理試験） 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12 虎ノ門4丁目MTﾋﾞﾙ2号館
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（７）防災協定の締結の相手方として加点の対象となる公共機関等

防災協定の締結の相手方として加点の対象となる公共機関等
＜公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条第１項＞

公共機関等名称 公共機関等名称

国 独立行政法人国立女性教育会館

地方公共団体 独立行政法人国立青少年教育振興機構

特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人 独立行政法人国立美術館

首都高速道路株式会社 独立行政法人国立文化財機構

新関西国際空港株式会社 独立行政法人自動車事故対策機構

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 独立行政法人中小企業基盤整備機構

中日本高速道路株式会社 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

成田国際空港株式会社 独立行政法人都市再生機構

西日本高速道路株式会社 独立行政法人日本学生支援機構

阪神高速道路株式会社 独立行政法人日本芸術文化振興会

東日本高速道路株式会社 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

本州四国連絡高速道路株式会社 独立行政法人日本スポーツ振興センター

沖縄科学技術大学院大学学園 独立行政法人水資源機構

日本中央競馬会 独立行政法人労働者健康安全機構

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人情報通信研究機構

国立研究開発法人森林研究・整備機構

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

独立行政法人空港周辺整備機構

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

独立行政法人国際協力機構

独立行政法人国立科学博物館

独立行政法人国立高等専門学校機構
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（８）建設工事の種類と内容

略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

土 土木工事業 総合的な企画、指導、調整

のもとに土木工作物を建設

する工事

建 建築工事業 総合的な企画、指導、調整

のもとに建築物を建設する

工事

大 大工工事業 木材の加工又は取付けによ 大工工事、型枠工事、造作工事

り工作物を築造し、又は工

作物に木製設備を取付ける

工事

左 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、 左官工事、モルタル工事、モルタル

漆くい、プラスター、繊維 防水工事、吹付け工事、とぎ出し工

等をこて塗り、吹付け、又 事、洗い出し工事

ははり付ける工事

と とび・土工工事 イ）足場の組立 て、機械器 イ）とび工事、ひき工事、足場等仮

業 具・建設資材等の重量物の 設工事、重量物の揚重運搬配置工事、

運搬配置、鉄骨等の組立て 鉄骨組立て工事、コンクリートブロ

を行う工事 ック据付け工事

ロ）くい打ち、くい抜き及 ロ）くい工事、くい打ち工事、くい

び場所打ぐいを行う工事 抜き工事、場所打ぐい工事

ハ）土砂等の掘削、盛上げ、 ハ）土工事、掘削工事、根切り工事、

締固め等を行う工事 発破工事、盛土工事

ニ）コンクリートにより工 ニ）コンクリート工事、コンクリー

作物を築造する工事 ト打設工事、コンクリート圧送工事、

ホ）その他基礎的ないしは プレストレストコンクリート工事

準備的工事 ホ）地すべり防止工事、地盤改良工

事、ボーリンググラウト工事、土留

め工事、仮締切り工事、吹付け工事、

法面保護工事、道路付属物設置工事、

屋外広告物設置工事、捨石工事、外

構工事、はつり工事、切断穿孔工事、

アンカー工事、あと施工アンカー工

事、潜水工事

石 石工事業 石材（石材に類似のコンク 石積み（張り）工事、コンクリート

リートブロック及び擬石を ブロック積み（張り）工事

含 む 。） の 加 工 又 は 積 方 に

より工作物を築造し、又は

工作物に石材を取付ける工

事

屋 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等 屋根ふき工事

により屋根をふく工事

電 電気工事業 発電設備、変電設備、送配 発電設備工事、送配電線工事、引込

電設備、構内電気設備等を 線工事、変電設備工事、構内電気設

設置する工事 備（非常用電気設備を含む。）工事、

照明設備工事、電車線工事、信号設

備工事、ネオン装置工事

管 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、

衛生等のための設備を設置 空気調和設備工事、給排水・給湯設

し、又は金属製等の管を使 備工事、厨房設備工事、衛生設備工

用して水、油、ガス、水蒸 事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、

気等を送配するための設備 ガス管配管工事、ダクト工事、管内

を設置する工事 更正工事
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略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

タ タイル・れんが れんが、コンク リートブロ コンクリートブロック積み（張り）

・ブロック工事 ック等により工作 物を築造 工事、レンガ積み（張り）工事、タ

業 し、又は工作物にれんが、 イル張り工事、築炉工事、スレート

コンクリートブロック、タ 張り工事、サイディング工事

イル等を取付け、又ははり

付ける工事

鋼 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石

又は組立てにより工作物を 油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、

築造する工事 屋外広告工事、閘門、水門等の門扉

設置工事

筋 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

合し、又は組立てる工事

舗 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファ アスファルト舗装工事、コンクリー

ルト、コンクリート、砂、 ト舗装工事、ブロック舗装工事、路

砂利、砕石等により舗装す 盤築造工事

る工事

しゅ しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅ しゅんせつ工事

業 んせつする工事

板 板金工事業 金属薄板等を加工して工作 板金加工取付け工事、建築板金工事

物に取付け、又は工作物に

金属製等の付属物を取付け

る工事

ガ ガラス工事業 工作物にガラスを加工して ガラス加工取付け工事

取付ける工事

塗 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹 塗装工事、溶射工事、ライニング工

付け、塗付け、又ははり付 事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装

ける工事 工事、路面標示工事

防 防水工事業 アスファルト、モルタル、 アスファルト防水工事、モルタル防

シーリング材等によって防 水工事、シーリング工事、塗膜防水

水を行う工事 工事、シート防水工事、注入防水工

事

内 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、 インテリア工事、天井仕上工事、壁

壁紙、たたみ、ビニール床 張り工事、内装間仕切り工事、床仕

タイル、カーペット、ふす 上工事、たたみ工事、ふすま工事、

ま等を用いて建築物の内装 家具工事、防音工事

仕上げを行う工事

機 機械器具設置工 機械器具の組立 て等により プラント設備工事、運搬機器設置工

事業 工作物を建設し、又は工作 事、内燃力発電設備工事、給排気機

物に機械器具を取付ける工 器設置工事、揚排水機器設置工事、

事 ダム用仮設備工事、遊技施設設置工

事、舞台装置設置工事、サイロ設置

工事、立体駐車設備工事

絶 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設

熱絶縁する工事 備又は燃料工業、化学工業等の設備

の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱

工事

通 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電 電気通信線路設備工事、電気通信機

気通信設備、放送機械設備、 械設置工事、放送機械設置工事、空

データ通信設備等の電気通 中線設備工事、データ通信設備工事、

信設備を設置する工事 情報制御設備工事、 TV 電波障害防
除設備工事
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略号 建設業の業種 建設工事の内容 建設工事の例示

園 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石の 植栽工事、地被工事、景石工事、地

すえ付け等により庭園、公 ごしらえ工事、公園設備工事、広場

園、緑地等の苑地を築造す 工事、園路工事、水景工事、緑地育

る工事 成工事

井 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく さく井工事、観測井工事、還元井工

孔、さく井を行う工事又は 事、温泉掘削工事、井戸築造工事、

これらの工事に伴う揚水設 さく孔工事、石油掘削工事、天然ガ

備設置等を行う工事 ス掘削工事、揚水設備工事

具 建具工事業 工作物に木製又は金属製の 金属製建具取付け工事、サッシ取付

建具等を取付ける工事 け工事、金属製カーテンウォール取

付け工事、シャッター取付け工事、

自動ドアー取付け工事、木製建具取

付け工事、ふすま工事

水 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のた 取水施設工事、浄水施設工事、配水

めの取水、浄水、配水等の 施設工事、下水処理設備工事

施設を築造する工事又は公

共下水道若しくは流域下水

道の処理設備を設置する工

事

消 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、 屋内消火栓設置工事、スプリンクラ

避難設備若しくは消火活動 ー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガ

に必要な設備を設置し、又 ス、蒸発性液体又は粉末による消火

は工作物に取付ける工事 設備工事、屋外消火栓設置工事、動

力消防ポンプ設置工事、火災報知設

備工事、漏電火災警報器設置工事、

非常警報設備工事、金属製避難はし

ご、救助袋、緩降機、避難橋又は排

煙設備の設置工事

清 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工

施設を設置する工事 事

解 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

※一式工事について
２９の建設工事の種類のうち土木一式工事及び建築一式工事の２つの一式工事は、他の２７の専門工事
とは異なり、大規模又は施工内容が複雑な工事を原則として元請け業者の立場で総合的にマネージメン
トする事業者向けの業種となっています。
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（9）登録経営状況分析機関（Ｒ７．１現在）

番 名 称 郵 便 番 住 所 電 話 番 号 登 録 年 月 日

号 号

１ (一財)建設業情報管理センタ 103-001 東京都中央区日本 03-6661-66 平成16年6月30

ー 1 橋大伝馬町14-1 63 日

２ (株)マネージメント・データ 860-008 熊本県熊本市中央区 096-278-833 平成16年5月12

・リサーチ 1 京町2-2-37 0 日

４ ワイズ公共データシステム 380-081 長野県長野市 026-232-114 平成16年5月12

(株) 5 田町2120-1 5 日

５ (株)九州経営情報分析センタ 850-002 長崎県長崎市 095-811-147 平成16年8月6日

ー 5 今博多町22 7

７ (株)北海道経営情報センター 003-000 北海道札幌市白石 011-820-611 平成16年8月6日

1 区東札幌一条4-8- 1

1

８ (株)ネットコア 320-085 栃木県宇都宮市 028-649-011 平成16年9月16

1 鶴田2-5-24 1 日

９ (株)経営状況分析センター 143-001 東京都港区三田1- 03-6685-10 平成16年9月16

5 2-22 08 日

10 経営状況分析センター西日本 755-003 山口県宇部市 0836-38-378 平成16年9月16

(株) 6 北琴芝1-6-10 1 日

11 (株)ＮＫＢ 800-025 福岡県北九州市小倉 093-982-380 平成16年11月15

3 北区重住3-2-12 0 日

22 (株)建設業経営情報分析セン 190-002 東京都立川市 042-505-753 平成26年12月1

ター 3 柴崎町2-17-6 3 日

※経営状況分析にかかる手数料についての金額及び納付方法については、各登録経営状況分析機

関によって差異 がありますので、各分析機関に直接お問い合わせください。
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（10）経営事項審査を受けなければ請け負うことのできない公共工事の発注者一覧

経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表

＜建設業法施行令第４５条＞

発 注 者 名 発 注 者 名

国 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

地方公共団体 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

沖縄振興開発金融公庫 国立研究開発法人産業技術総合研究所

株式会社国際協力銀行 国立研究開発法人森林総合研究所

株式会社日本政策金融公庫 国立研究開発法人水産研究・教育機構

港務局 国立研究開発法人土木研究所

国立大学法人 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

社会保険診療報酬支払基金 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構

水害予防組合 国立研究開発法人物質・材料研究機構

水害予防組合連合 国立研究開発法人防災科学技術研究所

大学共同利用機関法人 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

地方公共団体金融機構 （独）奄美群島振興開発基金

地方公共団体情報システム機構 （独）医薬品医療機器総合機構

地方住宅供給公社 （独）海技教育機構

地方道路公社 （独）家畜改良センター

地方独立行政法人 （独）教員研修センター

土地開発公社 （独）空港周辺整備機構

土地改良区 （独）経済産業研究所

土地改良区連合 （独）工業所有権情報・研修館

土地区画整理組合 （独）航空大学校

日本下水道事業団 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

日本司法支援センター （独）国際観光振興機構

日本中央競馬会 （独）国際協力機構

日本年金機構 （独）国際交流基金

日本放送協会 （独）国民生活センター

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 （独）国立印刷局

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術安全研究所 （独）国立科学博物館

国立研究開発法人建築研究所 （独）国立高等専門学校機構

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター （独）国立公文書館
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経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表

＜建設業法施行令第４５条＞

発 注 者 名 発 注 者 名

国立研究開発法人国立環境研究所 （独）国立重度知的障害者総合施設のぞみの園

国立研究開発法人国立がん研究センター （独）国立女性教育会館

国立研究開発法人国立国際医療研究センター （独）国立青少年教育振興機構

国立研究開発法人国立循環器病研究センター （独）国立特別支援教育総合研究所

国立研究開発法人国立成育医療研究センター （独）国立美術館

（独）国立病院機構 国立研究開発法人理化学研究所

（独）国立文化財機構 首都高速道路株式会社

（独）自動車技術総合機構 消防団員等公務災害補償等共済基金

（独）住宅金融支援機構 新関西国際空港株式会社

（独）酒類総合研究所 地方競馬全国協会

（独）製品評価技術基盤機構 中間貯蔵・環境安全事業株式会社

（独）石油天然ガス・金融鉱物資源機構 東京地下鉄株式会社

（独）造幣局 東京湾横断道路建設事業者

（独）大学入試センター （独）環境再生保全機構

（独）大学改革支援・学位授与機構 （独）勤労者退職金共済機構

（独）地域医療機能推進機構 （独）中小企業基盤整備機構

（独）駐留軍等労働者労務管理機構 （独）農業者年金基金

（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構 中日本高速道路株式会社

（独）統計センター 成田国際空港株式会社

（独）都市再生機構 西日本高速道路株式会社

（独）日本学術振興会 日本私立学校振興・共済事業団

（独）日本学生支援機構 日本たばこ産業株式会社

（独）日本芸術文化振興会 日本電信電話株式会社

（独）日本高速道路保有・債務返済機構 東日本電信電話株式会社

（独）日本スポーツ振興センター 西日本電信電話株式会社

（独）日本貿易振興機構 農林漁業団体職員共済組合

（独）日本貿易保険 阪神高速道路株式会社

（独）農畜産業振興機構 東日本高速道路株式会

（独）農林水産消費安全技術センター 本州四国連絡高速道路株式会社

（独）福祉医療機構 北海道旅客鉄道株式会社
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経営事項審査を受けなければ請け負うことができない建設工事の発注者一覧表

＜建設業法施行令第４５条＞

発 注 者 名 発 注 者 名

（独）北方領土問題対策協会 四国旅客鉄道株式会社

（独）水資源機構 九州旅客鉄道株式会社

（独）郵便貯金・簡易生命保険管理機構 日本貨物鉄道株式会社

（独）労働者健康安全機構

（独）労働政策研究・研修機構

年金積立金管理運用（独）

公益財団法人JKA

国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
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